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午前10時０分開議 

 

○主査（伊藤隆広君） おはようございます。 

 ただいまから、予算審査特別委員会総務分科会を開きます。 

 

委員席の指定 

○主査（伊藤隆広君） まず、委員席につきましては、ただいまお座りの席を指定いたします。 

 本日の審査日程につきましては、まず財政局、続いて総務局所管の審査を行った後、指摘要

望事項の協議をお願いいたします。 

 

財政局所管審査 

○主査（伊藤隆広君） これより、財政局所管の令和７年度当初予算議案の審査を行います。

委員の皆様はサイドブックスのしおり１番をお開きください。 

 なお、説明に当たっては、初めに昨年の予算決算審査特別委員会における指摘要望事項に対

する措置状況について御報告をいただき、続いて令和７年度当初予算議案について御説明願い

ます。また、時間の都合上、指摘要望事項の読み上げは省略して結構ですので、よろしくお願

いいたします。 

 それではお願いいたします。財政局長。 

○財政局長 財政局でございます。どうぞよろしくお願いいたします。恐れ入りますが座って

説明させていただきます。 

 それでは予算・決算審査特別委員会におけます指摘要望事項に対する措置状況と、報告書の

目次の次の１ページをお願いいたします。 

 初めに、指摘要望事項に対する措置状況について御報告いたします。 

 令和６年度第１回定例会予算審査特別委員会での指摘要望事項に対する措置状況につきまし

て、御説明いたします。 

 まず、１の財政の健全性の維持に向けた取組についてでございますが、事務事業の見直しと

して、限られた財源を効率的、重点的に配分するため、事業効果や必要性などを検証し、市民

生活への影響に配慮しながら、必要に応じて既存の事務事業の見直しを実施しております。 

 次に、２、創意工夫による歳入確保策についてでございます。ＳＤＧｓ債の発行といたしま

して、ＳＤＧｓの取組に対する理解促進や千葉市債の投資活動の拡大を図るため、令和６年度

第４回公募公債のグリーンボンドや、令和６年度第７回公募公債のブルーボンドを合わせて85

億円発行いたしました。 

 次に、（２）ふるさと納税の返礼品の検討といたしまして、本市への寄附の促進に向け、千

葉市らしさを体現できる返礼品の充実や、より多くの方々に千葉市への寄附を知っていただけ

るよう、ふるさと納税サイトを活用しております。 

 14ページをお願いいたします。 

 続きまして、令和６年度第３回定例会決算審査特別委員会での指摘要望事項に対する措置状

況について御説明申し上げます。 
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 １、財政の健全性の維持向上についてでございますが、自主財源の確保といたしまして、市

税等の徴収対策を強化するとともに、将来の税源の涵養につながる取組を実施するほか、債権

運用の拡大を図っております。 

 次に、下に参りまして、（２）の建設事業債の発行といたしまして、資材価格や労務単価の

上昇に伴い増加する建設事業費を精査するとともに、財政指標への影響を考慮しながら、必要

に応じて事業の実施スケジュールを調整し、計画的かつ適正規模の市債発行に努めるなど、引

き続き、将来にわたり持続可能な財政構造の確立を目指してまいります。 

 最後に、15ページとなりますが、（３）基金借入金の返済として、物価高騰等による各種行

政コストの上昇や事業費の増嵩に加え、社会保障関係経費の増も見込まれるなど、厳しい財政

状況の中にあっても本市の持続的発展や市民生活の維持向上のために必要となる予算を計上し

た上で、可能な限り財政の健全性にも配慮し、基金借入金の返済額を５億円計上しております。

指摘要望事項につきましては、以上でございます。 

 続きまして、令和７年度局別当初予算案の概要の２ページをお願いいたします。 

 財政局の当初予算案につきまして、御説明させていただきます。 

 初めに、１の基本的な考え方でございますが、財政部は持続可能な財政構造の確立でござい

ます。財政の健全性に配慮した取組や行政改革の取組を的確に予算へ反映し、持続可能な財政

構造の確立を目指してまいります。 

 その下、資産経営部は資産の有効活用でございます。少子高齢化など、社会経済情勢の変化

に対応した持続可能な都市経営と、市民サービスの向上を目指し、貴重な経営資源である市有

財産の効率的な活用に努めてまいります。 

 税務部は市税収入の確保でございます。歳入の根幹をなす市税につきまして、税負担の公平

性、公正性の維持向上、課税客体の的確な把握及び徴収率の向上に努め、税収の安定的かつ最

大限の確保を図ってまいります。 

 次に２、予算額の概要でございますが、表を御覧ください。令和７年度の財政局の一般会計

予算額は、582億4,100万円で、前年度に比べ、新庁舎整備経費の減などによりまして、19億

6,900万円、3.3％の減となっております。 

 また、歳入の主なものは、市税2,212億円のほか、記載のとおりでございます。次にその下、

公債管理特別会計でございますが、この会計は一般会計、特別会計及び企業会計の公債費につ

きまして、償還事務の効率化や経費の明確化のため、一括管理している会計でございます。令

和７年度の予算額は1,416億300万円で、償還利子が増額となることなどにより、前年度に比べ、

25億3,400万円、1.8％の増となっております。歳入の主なものは各会計や市債管理基金からの

繰入金で、借換債は市場公募債などの償還残高の借換えを行うため発行するものでございます。 

 次の３ページをお願いいたします。 

 最後に３の重点事務事業でございますが、資産経営の推進として、市が保有する建築物及び

土地の有効活用を図るため、引き続き資産経営システムを運用してまいります。 

 次に、千葉中央コミュニティセンター再整備といたしまして、耐震性を確保した上で引き続

き公共公用利用するため、令和10年４月の供用開始を目指し、千葉中央コミュニティセンター

の再整備を進めてまいります。 

 次に、公用車への電動車導入の推進では、公用車の脱炭素化を進めるため、公用車への電動
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車導入を推進するとともに、充電設備を整備してまいります。 

 次に、電子契約システム運用といたしまして、契約締結事務の効率化や事業者の利便性の向

上などを図るため、令和８年５月から稼働する次期千葉電子調達システムにおきまして、電子

契約を新たに導入いたします。 

 税務部は、まず、市税徴収対策といたしまして、市税の公平性、公正性及び市税収入の確保

のため、口座振替の促進、滞納整理の推進などによりまして、市税徴収率の向上及び滞納額の

縮減に取り組んでまいります。 

 最後に、債権管理の適正化の推進では、市財政の健全性及び市民負担の公平性を確保するた

め、債権管理に関する総合調整及び指導を行うとともに、滞納債権の効率的、効果的な徴収を

行うなど、適正な債権管理を推進してまいります。 

 説明は、以上でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

○主査（伊藤隆広君） ありがとうございました。 

 それでは、これより御質疑等をお願いしたいと思いますが、審査の初日となりますことから、

委員の皆様に申し上げます。 

 御発言の際には、最初に一括か一問一答か、質問方法を述べてください。いずれも答弁、並

びに意見、要望を含め、45分を目安とさせていただきます。 

 なお、10分ぐらい前になりましたら、残りの時間をお知らせいたしますので、時間内で御発

言をまとめていただくよう、御協力のほどをお願いいたします。 

 また、委員の皆様には、令和７年度の予算審査であることを十分踏まえ御発言いただくとと

もに、指摘要望事項に対する措置状況への質疑や御意見等もありましたら、併せてお願いいた

します。 

 なお、委員外議員が質疑を希望した場合の取扱いは、当分科会の委員の局ごとの質疑が全て

終了した後に、協議、決定いたしますので、御了承願います。 

 また、所管におかれましては、簡潔明瞭な御答弁をお願いいたします。 

 それでは、御質疑等がありましたら、お願いいたします。三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） それではよろしくお願いいたします。 

 まず、市税収入のほうなんですが、よろしいでしょうか。令和７年度市税収入2,200億円と

いうことで予定になっているのですが、個人市民税とその件数、その金額、あるいは法人市民

税の枠の範囲内で金額とその件数と伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 一気に聞きすぎているかと。三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） もしあれでしたら、次に行ってもよろしいですか。 

 国庫支出金がこれも大分増えていると思います。その中で、説明書きを見れば分かるんです

が、上位５項目が何なのか、伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 財政部長。 

○財政部長 すみません、今、手元にあるのが３項目になるんですが、最も多いのが清掃工場

等の整備事業費収入が89億円になりまして、あと、順不同で恐縮ですが、児童手当の収入が

154億円、あと、民間保育園等の運営係る収入が142億円、以上になります。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。 
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 国庫支出金でこれだけ増大してきて、まだまだあると思いますが、ある意味、建設用費、あ

るいはまた子供たちの児童手当や民間保育園の手当てということで、この国庫支出金が来てい

ると。それに併せて、千葉市の一般財源はどのようになっているのか、市債及び一般財源は、

今３件お答えいただきましたけれども、それぞれどうなっているのか、伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 財政部長。 

○財政部長 まず、主な一般財源で申し上げますと、先ほど申し上げた市税のほうが2,212億

円で、前年比で158億円の増になります。それから、その他の地方譲与税で使う各種交付金に

つきましては429億円で、前年度比で34億円の減です。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） すみません、私の聞き方が悪かったですね。清掃工場とそれから児童

手当、民間の保育園と伺いました、この国庫支出金、それに見合って市債と一般財源があると

思うんですけれども、市債と一般財源がそれぞれどのように当てられたのか、今お答えいただ

いた３件についてお伺いしています。 

○主査（伊藤隆広君） 財政部長。 

○財政部長 詳細は各所管局のほうにお尋ねいただきたいんですが、原則的には、清掃工場で

申し上げると、国庫補助金が基本的には３分の１入ってまいりまして、その裏に市債が充当さ

れるということになります。 

 児童手当で申し上げますと、それぞれのサラリーマン家庭の方とか自営業者の方で経費の負

担割合が変わってきますので、ちょっとそれは、後ほどあれなんですが、あとは一般的な民間

保育園の運営で申し上げますと、全体経費のうち国が２分の１、県が４分の１、市が４分の１

という財源構成になります。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。かなり大きな財源が必要になってきて、国庫支出金も

充てていただいて、割合も今、伺いました。千葉市の施策を進めていく上で児童手当を、これ

はサラリーマン世帯によって少し違ってくるということですが、民間保育園などの運営に向け

まして、国が半分、県が４分の１、市が４分の１ということで、それぞれ出していただいてい

ますけれども、市も、市だけで賄っているのではなくて、国からの国庫支出金によって賄われ

ているということが分かりました。ありがとうございました。これだけのことなんですけれど

も、伺わせていただきました。 

 次に市債の活用なんですが、先ほどから説明を伺っております。我が会派としては１兆円を

飛び超えないようにということで残高の推移などを今までやってきまして、今回の新年度予算

も１兆円を超えないと思っていますが、それを改めてお伺いいたします。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 今回の令和７年度予算につきましては、臨財対策債の発行が今回ゼロになってい

るという一方で、先ほども申し上げております新清掃工場、あるいは新病院の関係の整備がピ

ークを迎えまして、前会計での市債発行額は1,293億円ということで、昨年度より増えたわけ

でありますけれども、ただ、全体としての市債残高で申し上げますと9,922億円ということで

見込んでおります。今後の見通しとしましては、さらに臨時財政対策債がどうなるかというこ

とにも左右されてきますけれども、引き続き市有施設の老朽化対応がございますので、一時的
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に増加してくるということがあるのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。市債の発行が１兆円を超えていないということで、金

額を聞きますと、非常に際どいところにあるというのは分かります。今後の見通しなんですけ

れども、今、臨時財政対策債についても御説明がありましたけれども、今後の見通しとして、

１兆円を超える部分があるのかどうか、伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 先ほども申し上げましたけれども、市有施設の老朽化でさらに整備を進めていく

ものがあるだろうと、例えば、新港清掃工場について、今は北谷津に清掃工場を造っておりま

すけれども、それができた後、新港清掃工場について、やはりリニューアルが必要だろうとい

うこともありますし、あるいはリサイクルセンターですとか、児童相談所も１か所ですけれど

も、２か所体制にしていくということもあります。あるいは市民会館をどうするかということ

もありますので、そういったものを考えますと、建築単価は上がっているということもありま

すので、また一時的に増えていくということが当然あるとは思いますが、それがずっと右肩上

がりで増え続けるということではないのではないかと考えております。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございます。予算なので、実際に決算をしてみないと分か

りませんけれども、今、財政局長からお答えいただいた、北谷津清掃工場とか、リサイクルセ

ンターとか、市民会館とか、新港清掃工場の部分において、それがピークになると、今の状態

の中で、大体の見通しとして、市債の残高はどのぐらいまでいくと思われるのか、伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 全体のスケジュールにもよりますので、今の段階でピークは幾らということでは

出しておりません。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。 

 先ほどからの御答弁で、１兆円を超える部分もあるかと思いますが、それに向けて財政運営

を、例えば、先ほどの御説明にありましたけれども、予算において、どの程度の行財政改革を

しようとしているのか、伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 まさに、大分厳しい財政状況になりつつある中で、私どもとしてもできるだけ事

務事業の見直しもそうですし、それから経費の精算もそうですし、そういったことをこれから

も引き続きやっていかなければならないと思っています。財政調整基金もやや減少傾向にもあ

りますので、そういった中で、より一層歳入の確保、歳出の削減について進めていきたいと考

えております。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございます。具体的に、例えば、令和６年度の見直しがど

のぐらいあって、令和７年度の予算でどのぐらい見直しをされようとしているのか、伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 財政部長。 
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○財政部長 まず、令和７年度で申し上げますと、先ほど指摘要望事項で申し上げた児童手当

の支払い通知書の送付の見直し、それから、自転車の保管場の集約でございまして、こちらの

２つについてはおよそ２つで、効果額は約3,000万円と見込んでおります。 

 同じく、令和６年度のほうは、件数としては３件ございましたが、効果額のほうは50万円と

いうことで、歳出のほうとしてはかなり小さいということになっておりました。なので今年度

のほうが見直し効果額は大きいということになります。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。金額が一般会計においても5,000億円近くの中で、こ

うした見直しが全くされていないわけではないんですけれども、必要経費だから致し方ないと

いえばそれまでなんですが、今回は3,000万円を見込みとして入れていただきましたけれども、

この先も、行財政改革の見直しというのはこの程度の金額になるところなのか、その辺はどう

なのか。もっと１億円単位とかになる見通しとかはあるのかどうか、その辺もお伺いしたいと

思います。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 現段階で見直しができる事業は、これだというものがあればもう既にやっていま

すので、まさにこれからそういったものを探し出していく。あるいは社会情勢が変わっていく

中で、もう終期を迎えてもいいのではないかというような事業については、それは見直してい

くということに多分なっていきますので、今の段階で幾らぐらいというのは、今の段階では出

せません。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。しかしながら、そうは言っても努力している姿という

のは見えたりしますので、今後ともこの辺、あまり急になくしてしまったとしても、市民のほ

うでまだそれに追いつかないといいますか、例えば、補助金等々の関係でもっとつけてもらい

たい、でも件数は少ないとか、いろいろな指標の在り方があると思うんですが、その辺を市民

本位あるいは市民サービス本位で考えていただいて、真逆のことを言っているように聞こえる

かもしれませんけれども、ぜひ、この行財政改革を一度やったらやりっ放しというわけではな

く、この見直しを図りつつ、ある意味市民にも説明しつつと、いきなりなくしてしまったりし

ますと、市民のほうもびっくりしてしまうということもあったりしますので、ぜひこの辺はよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 次は、地方交付税です。今お答えいただいた臨時財政対策債が平成13年度から始まって、初

めてゼロ円となりました。私も、一般質問で臨時財政対策債が何でこの地方行政でやらなけれ

ばいけないのか、もう後年度の交付税対応をされるのであれば、別に地方自治体がやることな

く、国でやったらどうかというのを、私も12月の第３回定例会でさせていただきましたので、

今回の件は非常に私としてはいいと思うんですが、これに対する千葉市の評価、あるいは今後

について国にどのようにお伝えしているのか、伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 財政部長。 

○財政部長 令和７年度の臨時財政対策債のゼロについては地方税収の増ですとか、いわゆる

原資となる国税収入の増があった影響かと考えております。ただ、今、委員がおっしゃられた

とおり、これについては恒久的な制度廃止を市としては求めていくということで、引き続き国
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税の法定率の引上げ等によって、地方交付税として支給するように訴えかけていきたいと思っ

ております。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。ありがとうございました。今回、予算に計上されてい

る千葉市への地方交付税なんですけれども、実際に千葉市が計算したとおりの国からの地方交

付税として対応される金額になっているのか、その辺はどうなのかを伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 財政部長。 

○財政部長 現状では、あくまでも現時点で入るであろう見通しということで予算化しており

ます。直近で申し上げますと、今回の２月補正ですとか、昨年度も増額補正等で、国の経済対

策等の動向にもよりますけれども、現時点での見通しということになります。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。それでは、先ほども少し御説明がありまし

たけれども、これまで、基金からの借入れというのがございました。財政調整基金のほうの残

高が23億円ぐらいになっておりますので、今回はその繰入れはないということなんですが、そ

うは言っても少し借り入れていますが、それぞれの基金の今回の借入金額と、それから、それ

ぞれの残高を伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 財政調整基金の残高はよろしいですか。（「一緒にお願いします」と呼ぶ者あり）

まず、市債管理基金の残高としては今回23億円、約24億円ですけれども、財政調整基金は令和

７年度予算の段階では一応残っているという形になっています。 

 すごく減っているように感じますけれども、予算の段階での基金の残高というのは、実は一

番低い金額になっておりまして、例えば、令和６年度に78億円の取崩しを３回しておりますけ

れども、その分について、例えば、前年度、５年度ですと取崩しを10億円抑制しております。

その前の４年度ですと取崩しを40億円抑制しているということがありますので、６年度につき

ましても、収支状況にもよりますけれども、78億円を丸々取り崩すということではないという

ことも当然考えられます。それから、令和６年度の実質収支の半分以上は財政調整基金に積む

という仕組みになっておりますので、その分も積み上げていきますので、最終的には23億円を

かなり上回る金額になるだろうと考えています。 

 それから、市債管理基金の返還の関係でございますが、先ほど少し申し上げましたけれども、

かなり厳しい財政状況の中で、それでも何とか健全化に向けて進めていこうと考えておりまし

て、本来は中期財政運営方針で10億円を返還しようと考えておりましたけれども、なかなか厳

しい状況もございまして、何とか５億円は返済いたしまして、健全化に向けて取組を進めてい

こうと考えているところでございます。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） すみません、それぞれの基金の残高、その辺もお伺いしていますので、

よろしくお願いします。（「書いてある」と呼ぶ者あり）すみません、分かりました、了解し

ました。 

 それぞれどれぐらい借りているか、借り入れるのか、伺います。 
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○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 基金借入の残高ですけれども、令和５年度の末で157億4,000万円、それから、６

年度の末の予定としては147億4,000万円、それから７年度、今回の予算を含めて返還した場合

については、残額が142億4,000万円の予定でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。では、借入れのほうは、基金からの借入れなんですが、

ほぼ毎年同じぐらいの金額を借りつつ、今度、基金への返済も大体同じぐらいと、その辺はど

うなっているのか、伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 中期財政運営方針では、令和４年度、５年度、６年度、７年度の４年間で、当初

は80億円を返そうということで考えておりましたけれども、厳しい財政状況等もありまして、

４年間で60億円にするということで、昨年、令和６年の春に見直しをかけたところであります。

本来ですと、令和７年度予算で、10億円を返済するという形ですと、ちょうど60億円になった

わけでございますけれども、なかなかその10億円を当初予算で対応するのは難しかったという

中で、５億円は当初予算で計上させていただいたと。さらに、残りの５億円はもうあきらめた

ということではなくて、また令和７年度の執行の中で、仮に税収が予想よりも増えたりとか、

あるいは執行が抑制されたりということがありましたら、もちろん、それも含めてさらに返済

を増やしていくということが考えられると思っております。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。実際に動かしてみないと分からない部分もあるかと思

いますが、これまでも順当にやっていただいていますので、遜色ないようにやっていただけれ

ばと思います。ありがとうございました。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員、一番最初の御質問の答弁をもらいますか。 

○委員（三瓶輝枝君） では、お願いします。 

○主査（伊藤隆広君） では、税務部長、お願いします。 

○税務部長 申し訳ございませんでした。個人市民税の令和７年度当初予算額ですが、1,036

億円の見込み、法人市民税は150億円の見込みとなっております。個人市民税の納税義務者数

ですが、39万5,073人の見込みをしております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） そうしましたら、税収のほうが予算としては増えているんですけれど

も、この部分が増えるというのは、一人一人の件数が増えたのか、それとも、人数が増えてこ

れだけ積み上がっているのか、それとも一人一人の収入が上がってこうなっているのか、いろ

いろだとは思いますが、どのように千葉市は考えているのか伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 税務部長。 

○税務部長 人数につきましては多少の増減は確かにございますが、昨今の個人市民税ですと

給与所得や譲渡所得の増加などが見込まれるということと、あと、法人市民税につきましては、

一部業種、金融業のほうで好調ということで、税額が増加するということを見込んでおります

ので、それで増収を見込んで立てております。 
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 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 後段で金融業でと、今、御説明が入ったと思うんですが、その辺をも

う少し詳しく教えていただけますでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 税務部長。 

○税務部長 新聞記事などを拝見しておりますと、金融のほう、銀行のほうが、増収増益とい

うことで報道がなされておりまして、それでこの経済情勢を把握いたしまして、それを勘案い

たしまして、それで金融業のほうが好調というように申し上げております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。これも今までの経験とかがあると思いますので、この

見通しがこのようになるように、あるいはまたこれが上回るような形でなるといいと思いまし

た。ありがとうございました。 

 今まで以上に厳しい財政状況の中なんですが、本当に福祉の件とか、保健福祉局、それから、

千葉市の建物の再建築とかそういったものにも御尽力いただいていることが分かりましたので、

今後もこのように続けていっていただいて、ただし、一時また１兆円を超えるような残高にな

りますと、我が会派としてはなるべく下回ってやってくれと前々からお願い申し上げておりま

すので、早期に、１兆円がまた下回るような状況になるように、切にお願いしたいと思います。 

 最後にお伺いしたいのが、103万円から123万円の政府の見解、これになりそうなんですかね、

この辺を伺いたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 国のほうでは今のところ103万円で、そのうち、まず所得税についての基礎控除

額を48万円から58万円に引上げ、それから、給与所得控除について、最低額が55万円のところ、

最低額を65万円に引き上げるというような動きであると承知しております。 

 ただ、住民税についての基礎控除につきましては、これは今のところ、動かすということは

伺っておりません。また令和７年度予算の関係で申し上げますと、住民税の件、給与所得控除

を住民税のほうに関係する場合についても、７年度には影響がなくて８年度から出てくるとい

う形になりますので、７年度予算上は103万円、123万円の話については、特に影響はないと考

えております。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。実行されるのは令和７年度なんですけれども、今の財

政局長の御答弁ですと、それが千葉市に影響が出てくる、もしくは、国が対策を取るのが令和

８年ということでよろしいんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 すみません、少し整理できていなくて恐縮です。まず基礎控除につきましては、

これは所得税のみですので、住民税には影響はありません。それから、給与所得控除について

は、これは最低55万円を65万円に引き上げるという話があります。これについては地方も影響

しますので、この影響については令和８年度から影響があると考えております。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 
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○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。では、当面は大丈夫というわけにもいきま

せんけれども、今のところは大丈夫と。 

 あと、103万円から学生の150万円でしたでしょうか。そちらのほうの考え方はどのような感

じなのか、伺います。千葉市への影響というのは。 

○主査（伊藤隆広君） 財政部長。 

○財政部長 すみません。今の123万円以外のものについては、現状では国で議論の最中とい

うことで、具体的な影響については把握しておりません。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。やはり国が、これだけ働いている方々が物価高騰の中

で大変厳しい状況に置かれているということもありますので、それを実行に移すということに

おいては非常に評価もできますし、それから、地方に対しては令和８年度から影響するという

ことで、今回はなしということが確認できたので、まあまあと思うんですが、今後これが、例

えば、千葉市に影響、令和８年度の話をしてもしようがないんですけれども、今、７年度の予

算の話をしているのに令和８年度の話をしてどうすするのかと思いますけれども、今、これは

影響はないと伺いましたけれども、今後、仮に、令和８年度に千葉市の所得税のほうに影響が

あるとすると、どの程度の金額が千葉市にかぶってくるのかというのは、お分かりになれば伺

いたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 令和７年度は影響ないと申し上げましたが、令和８年度につきましては給与所得

控除の関係で影響がございます。今のところ、影響の見込み額としては２億7,000万円と考え

ております。 

 ただ、減額する分につきましては、引き続き国に対しまして減収の影響についてしっかり補

塡措置をしていただくように求めていきたいと考えております。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。あと、123万円になったとして、その場合に影響する

千葉市民の人数、私は昨年の一般質問で178万円までという仮定で質問してしまったんですが、

123万円に落ち着きそうだと、その部分において何人の方に影響するのか、伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 税務部長。 

○税務部長 ３万8,000人と見込んでおります。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。再三言ってしまうのも何ですけれども、多

くの方々が今回の決定によって、救われると言ってしまうのは変ですけれども、123万円で20

万しか上がっていないのでどうかと思いますけれども、それでも働き方が少しずつ変わってく

ることと、税の免除などがあれば、大変助かる方々がこれだけいらっしゃるということで、よ

いと思いました。 

 以上で私の質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございましたら、お願いします。桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） 一問一答でお願いいたします。手際よく行きたいと思います。 
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 今の三瓶委員の質問にも関連します。まず、予算編成の背景という観点で、さっき令和８年

度には103万円の壁はあまり影響がないという話もあったんですけれども、国の地方財政対策

では、あらましの２ページにも書いてありますけれども、地方交付税の減収影響が0.2兆円と

明記されているわけです。これはどのような感じの根拠で出てきた数字なのかというのを、把

握していれば教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 こちらは令和６年度の12月７日に閣議決定されております、令和７年度税制改正

の大綱によりますと、物価上昇局面における税負担の調整等の観点から、令和７年度の所得税

につきましては、給与所得控除につきましては先ほど御説明しましたが、55万円の最低補償額

を65万円に引き上げること。それから48万円となっている基礎控除につきまして、10万円引き

上げて58万円にするというような改正が実施されるということを前提といたしまして、それが

所得税全体で6,750億円の減収の見込みとなっております。 

 このうち、地方交付税の減少の影響につきましては、法定率分が33.1％でございますので、

全国ベースで計算すると2,000億円の減収となっております。ただ、令和７年度の地方財政計

画におきましては、この減収分につきましては、地方税あるいは地方交付税を増額確保する中

で対応したと伺っております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。全国ベースで2,000億円の影響ということ

で、それにちゃんとフォローが入っているということは理解いたしました。結構です。 

 続いて、２つ目、これも背景のとこからまず確認です。公共施設の老朽化対策に関する地方

債の期間が延長されて、公共施設等適正管理推進事業債として、公共施設の集約化、複合化、

これもあらましで若干触れられていますけれども、それに伴う除去事業に活用できるというこ

とが書いてあります。老朽化対策は極めて重要だと認識しているものですから、本市において

この事業債の活用状況とか、予定があれば教えていただきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 財政部長。 

○財政部長 今、御指摘の公共施設等の適正管理推進事業債について、いわゆる施設の総合管

理計画に基づいて実施する公共施設の集約化、それから複合化に基づく施設の除却について、

今回対象に追加されたということになります。 

 今回拡充された事業債については、中央コミュニティセンターの再整備事業ですとか、いわ

ゆる公立保育所の建て替え事業の一部として民営化するほうの建て替え、それから旧こてはし

台公民館の解体、こちらに活用することを予定しております。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） 理解いたしました。 

 続いて、背景については最後になります。先ほど臨時財政対策債の話がございました。平成

13年から出て、初めて発行額がゼロになったということで、先ほど要因については若干触れら

れていましたけれども、これは今後、我々も国に対してのアクションをする上で、どのように

評価するか、認識するかということをいろいろ考えるのですが、臨時財政対策債を発行すると

国債の利回りが上昇して、金利が高騰する可能性も指摘されていました。実際にそういった市
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場への影響はあったのか、あと臨時財政対策債の発行が続くと国の信用格付が低下するリスク

があるのではないかと、そうすると借入れコストが増加するという可能性も指摘されていたん

ですけれども、実際にどういう状況だったか、分かる範囲で教えていただきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 財政部参事兼資金課長。 

◯財政部参事（資金課長事務取扱） 資金課でございます。 

 臨時財政対策債につきましては、平成13年度に発行を開始して以降、地方財政計画における

投資的経費が抑制される中にあって、地方債への投資の機会が確保されるということで好意的

な意見もあれば、その元利償還金の100％について、地方財政計画及び普通交付税の算定を通

して財源措置されるという現行の対応に対する持続可能性の観点から、そのリスクを慎重に見

極めなければならないといったなどの意見があることは承知しておりますが、この臨時財政対

策債の発行をもちまして、実際に金利が高騰したかということの影響をはかることは、金利の

高騰には様々な影響がございますので、その影響をはかることは難しいものと考えてございま

す。 

 また、臨時財政対策債の発行が続くことによりまして国債金利に影響するかどうかというお

話でございますが、今、御答弁した内容に加えまして、日本を取り巻く社会経済状況などのほ

か、金融政策の動向であったり、需給のバランスといったことが国債金利の上下に影響してく

るものでありますから、臨時財政対策債の発行が続くからということでもって、国債金利にど

のような影響を与えるかということをはかることも難しいものと考えております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。我々としても悪者扱いではないですけれど

も、これをいろいろよくは言ってこなかった経緯もあります。でも、ゼロになって来年度以降

いろいろアクションする上では参考となったというところでございます。ありがとうございま

した。 

 それでは、予算編成書の考え方についていろいろ確認したいと思います。いわゆる市長選挙

前ということで、今回の当初予算は、いわゆる一般的には骨格予算などと言われるんですけれ

ども、その中でも一般会計で5,512億円、過去最大という話になると、その規模との兼ね合い

でどのように認識されているかというのを確認させていただきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 一般会計が今回過去最大となった主な理由でございますけれども、一つは普通建

設事業費におきまして、新清掃工場に加えまして、若葉住宅地区の新設校の建設がピークを迎

えたということで、普通建設事業として175億円、前年度より増えたということが１つ。 

 それから、扶助費につきまして、これは昨年の10月に制度改正が行われました児童手当が、

高校生まで支給ですとか、あるいは所得制限撤廃とかいうことがありましたけれども、昨年は

10月に改正したために、通年ベースでなかったものが、令和７年度につきましては通年化にな

りますので、その分事業費が増えてくるということになります。 

 それから、利用者数が増えたことに伴いまして民間保育園の運営費が増えている、あるいは

障害者介護給付費等事業費が増額しているということで、扶助費全体として約149億円の増と

なっております。 
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 これらの要因によりまして、必要な予算を計上した結果、全体として過去最大の規模になっ

たということになっております。 

 なお、喫緊に取り組まなければならない施策などを盛り込んでいる一方で、市長選を通じて

実施を判断する余地を残しているという意味では、そういう意味では骨格的な要素もある当初

予算であると考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。そうですね、そういった要素も残してやっ

ていらっしゃるということだったのですけれども、そういう要素を残しているという意味では、

先ほど少し話題に出ましたけれども、財政調整基金がどの程度残っているかというのはどうし

ても関心があって、先ほど大丈夫なのかなんていう話も出ていました。 

 実際に当初予算の段階になると、必ず資料には、先ほど財政局長も答弁されていましたけれ

ども、決算剰余に係る積立見込額がこの段階では未反映ですという話があるので、断定的な判

断ができないというか、多いとか、少ないとかと一概には言えないという状況は確かにあるん

ですが、ただ、先ほど三瓶委員のほうからも質問があったように、令和４年度、５年度の辺り

をぺらぺらと説明されたので、もう少しちゃんと言っていただきたいと思いました。 

 というのも、やはりこれは大事なところで、令和３年度のときは32億円の取崩しが0.2億円

程度で済んで、もしかしたらコロナの交付金で、こういうウルトラＣ的な状況が起きたかもし

れません。 

 その一方で、令和４年度になると、新庁舎やら、新しい駅やら、あとＨＰＶワクチンのこと

で、いろいろなことが後から入ってきて、70億円ぐらい取り崩さなければいけないとなったり

とか、そういった、いろいろな大きな変化があるものですから、正確に４年度、５年度の当初

予算で財政調整基金がこの程度の予定だった、でも決算額ではこの程度の取崩しで済んだとい

うのを、きちんと整理して教えていただけますでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 まず、先ほどお話しのあった令和３年度につきましては、コロナの影響で税収が

かなり落ちるだろうと見込んでいたところが、それほど落ちなかったということもありまして、

今おっしゃられたように、32億円の取崩しが結果として2,000万円で済んでいるという形にな

っています。 

 それから、順を追って説明いたしますと、令和４年度につきましては、当初予算で70億円の

取崩し、さらに補正予算で５億円を追加して、最終予算では75億円の取崩しを予算化しており

ましたが、決算ベースでは35億円ということで、取崩しを40億円減らしています。 

 それから、令和５年度につきましては、当初予算で60億円の取崩しを予算化しておりました

が、決算では50億円ということで10億円の取崩しを減らしていると。令和５年度につきまして

は税収が予算を割っているということもありまして、取崩しの額を10億円しか減らせなかった

というようなことがある中で、６年度の見通しにつきましては、これは現時点で申し上げるの

は非常に難しいということでありますけれども、引き続き歳入の確保あるいは効率的な予算執

行によりまして、実質収支及び基金残高の確保には努めてまいります。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 
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○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。よく分かりました。令和６年は決算前でご

ざいますので、ただ６年度予算については、方針期間内の中期財政運営方針の返済額が80億円

から60億円に変更したという経緯もありますので、今回の７年度当初予算案を踏まえて、この

方針がどういう状況にあるのかは、お示しいただきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 基金借入金の返済につきましては、令和７年度当初予算案の段階では、厳しい収

支状況の中にあっても、財政の健全性の観点から、借入金額の返済分として５億円は計上した

ところであります。今後も社会保障関係経費の増あるいは市有施設の老朽化対策、あるいは物

価高への対応など、厳しい収支状況が続くということも想定されますけれども、まずは来年度

予算案の執行状況、あるいは令和６年度の実質収支の状況などを踏まえた上で、借入金の返済

分の上乗せについては検討を図るなど、引き続き借入金残高の縮減には努めていきたいと考え

ております。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。そこは一つポイントで注視していくことに

なると思いました。 

 総論的なところについてはこんなところで、あと、個別案件について、幾つか最後にお伺い

していきます。 

 ＳＤＧｓ債、指摘要望事項でもこの間ありましたけれども、国内債の取組で地域金融賞を受

賞されたと前回の議会でも出ていましたが、ブルーボンドですけれども、12月にも２回目の発

行に取り組まれるという答弁を市長がされました。始まってまだすぐでございますけれども、

その状況と、あと令和７年度の取組についてお示しください。 

○主査（伊藤隆広君） 資金課長。 

◯財政部参事（資金課長事務取扱） 資金課でございます。 

 本市のＳＤＧｓの理解の促進を図る観点や、千葉市債の投資活動の拡大、こちらを図る観点

から昨年12月に発行しました２回目となるブルーボンドにつきましては、当初発行額を30億円

としていたところ、市場との対話を重ねまして投資家ニーズに応える形で５億円増額し、結果

的に35億円の発行となっております。 

 来年度につきましても、引き続き市場環境や投資家動向などを踏まえた上で、継続してＳＤ

Ｇｓ債の発行をするように検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。ＳＤＧｓ債については物すごく景気のいい

話で、もう地方自治体のトップランナー的な存在になっているのですけれども、来年度以降は

いよいよもう追われる立場というところもあって、この手の話はやはりすごくトレンドという

か、今は答弁で市場との対話とおっしゃってくれましたけれども、そこは本当に多分大事なん

だろうという気がします。成功体験にいい意味で引きずられることなく、そういったアンテナ

を高くしていただいて、時にはいろいろな、もしかしたら年度内の変更もあり得るかという気

持ちもございます。そういった場合には逐次、また議会のほうにもいろいろ情報発信していた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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 続いて、先日の自民党の代表質疑にもありました、ふるさと納税です。少ししょっぱい話で

ございますけれども、神谷市政で何とか令和５年度決算では受入額が２億5,800万まで、急増

ではあるんですが、きたというところではありますけれども、その一方で税収減が50億円あっ

たというような答弁もございました。 

 ただ、これで驚いている場合ではないのは、他の都市ではもっと厳しいというか、名古屋市

だと、やはり直近で2.2億円の寄附受入れに対して143億円の流出、横浜市も3.4億円の受入れ

に対して230億円の流出という状況があるようです。そういった大きいところだけではなくて、

川崎市でも9.3億円を受け入れたときに頑張っていたと思ったら、流出はやはり100億円を超え

て103億円みたいな、そのような話は出ているということですから、要は千葉市でも、まだま

だ流出が出る可能性があると危惧しております、流出の金額もまだまだ増えてしまうかなと。

そこで、令和７年度に、例えば、新たな返礼品等を考えているとか、また、市長のほうからも、

九都県市のほうですか、特定控除額の定額の上限設定なども求めているという答弁がありまし

たけれども、来年度以降、国に改善の要望活動を行う上で、都市部の自治体に特別な控除制度

を設けるという議論があるように聞いておりますけれども、財政の健全性を脅かしているよう

なこういった事態に対して、どのような対策を来年度以降考えていらっしゃるのか、それをお

示しいただきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 財政部長。 

○財政部長 まず返礼品についてなんですけれども、やはり寄附の促進という観点で千葉市ら

しさというのを念頭に置きながら、返礼品の充実には取り組んでまいりました。 

 具体的な数字を申し上げますと、一昨年の令和５年の12月末時点で367品から昨年12月の時

点で797品まで、品目数としてはかなり拡充を図ってきたところでございます。今月にも２例

目となるイチゴ狩りですとか、ゴルフクラブなどの返礼品の追加を行っております。具体の品

は開拓をしながらということになるので、現時点では申し上げられないんですが、令和７年度

についても引き続きこの基調で返礼品の充実を図っていきたいと考えております。 

 それから流出額への対応なんですが、これまで国に対しまして現行のいわゆる控除される額

というのが所得割額の２割という定率で行われていると、それだけではやはり今、委員がおっ

しゃられたとおり年々流出額が拡大基調にある中で、市としてはそこを、例えば、市民税の場

合は10万円という定額の限度にするといった、こういった見直しを要望しておりまして、これ

については国に粘り強く働きかけを行っていきたいと考えております。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） 分かりました。ありがとうございました。これは本当に、行政だけで

はなくてこちらのほうでもいろいろ、本当に考えていかなければいけないというところでござ

います。国にいろいろなアイデアを出していかなければいけないと思っていますので、協力し

てやっていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 続いて、資産のことについてです。冒頭、老朽化対策のこともお伝えしました。この千葉市

公共施設等総合管理計画によると、計画目標のイメージと書いてはあるんですけれども、令和

31年までに公共施設等の維持管理、更新による経費、経費ギャップ費と言われる必要額に対す

る投資額の比率を1.0倍から1.1倍に改善したいと書いています。 

 現在の投資額を維持したとしても、ギャップ費1.6倍になるところ、長寿命化対策で1.1倍以
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内にしようという、これは大変な作業かと思います。特に先ほど、ピークがいろいろあります

というお話がありましたけれども、その山になる令和11年まで、これを1.1にもう抑えようと、

そんな計画案に理解しているんですけれども、その全体的な状況とか、進捗状況をお示しいた

だきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 直近の令和元年度から５年度までの５年間の公共施設等の維持管理及び更新

等の経費につきましては、年平均で約777億円となっております。今、委員がおっしゃられま

した公共施設等総合管理計画で、まずは基準として、平成26年度から30年度までの年の平均の

投資額595億円という数字がございますので、自然体でいってしまうと1.6倍を超えてしまうの

で、それの1.1倍以内に抑えようというような目標を立てているところでございますが、今申

し上げましたように777億円ということで、これは1.3倍に達しておりますので、残念ながら今

のところは目標を超えてしまっているという状況でございます。 

 また、もう一つ、この公共施設等総合管理計画の中では、目標値としまして、総延べ床面積

18万平方メートル縮減という目標も掲げておりますが、令和５年度末時点で増えた分と減った

分とを差引きしまして、約２万2,000平米の純減にとどまっているという状況でございます。

こちらは目標値に対して、今のところ13％という状況になってございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。三、四年はぎりぎりした戦いをしなければ

いけないのではないのかという、そのような見通しを持ちました。そういった意味でも、骨格

予算とは言えども、こういった老朽化対策にはやはり投入せざるを得ないという状況もあると

いうこともよく理解したというところでございます。先ほども申しましたように、三、四年は

そこに気合いを入れてこちらも見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 これに関連して、前回の定例会で私が質問した際に、市長から、令和７年度に公共施設等総

合管理計画、先ほど示したもので、管理計画の改定を行うという答弁がありました。これはど

ういう方針で改訂されるのか、教えていただきたいと思います。来年度以降どうされるのか、

お願いいたします。 

○主査（伊藤隆広君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 現在のこの計画につきましては、令和11年度を目標としているものでござい

ます。また、資産経営を取り巻く基本的な状況というのは制定時から大きく変化しているもの

ではないということから、基本的な公共建築物の総量、つまり、延べ床面積の純減に向けた目

標値を設定するというやり方ですとか、この計画にございます、３つの基本的な方針として掲

げている施設利用の効率性向上、施設の再配置、施設総量の縮減、この３つの基本方針につい

ては現在の計画を踏襲するという形で考えているところでございます。 

 ただ一方、最近の物価高騰等の状況を踏まえますと、施設の維持管理、更新経費の再算定、

こういったものが必要という状況でございますので、再算定の結果、経費ギャップがさらに広

がるということも考えられますので、経費ギャップの解消に向けて、これまでよりもさらに踏

み込んだ資産総量の縮減対策ですとか、歳入の確保強化策、こういったものを打ち込んでいく

必要があると考えておりまして、それの具体的な取組について、来年度この改訂作業の中で検
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討していこうと考えております。 

 さらに、この計画の中には各資産の利用状況ですとか、維持コスト等の状況を踏まえまして、

この資産を計画的保全、当面継続、見直しといった３つの区分のどれに該当するのかというこ

とを評価する資産の総合評価というのがございまして、それを、１巡目は平成25年から29年度

にかけて、２巡目は令和元年度から３年度にかけて実施しまして、それについて記載されてお

りますけれども、３巡目を令和７年度に実施いたしまして、その結果についても記載していき

たいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） 代表質疑の答弁を経ての質問だったので、かなり丁寧にいろいろ教え

ていただきまして、ありがとうございました。 

 そうですね、そのとおりなんですけれども、物価高騰がここに加わってきてしまうという、

本当に労務単価がというので、この厳しさはやはり共有しなければいけないのかと思っていま

す。もちろん厳しいだけでは駄目なんですけれども、先ほど、いろいろな手段を３つ挙げてい

ただいていますけれども、そこは議会にも率直に、いろいろ前もって言っていただいたほうの

がいいのかと。一個一個の個別の施設の案件だけでくると、そこに対して利用状況とか、もち

ろんいろいろな要素もかみ合ってくるんですけれども、やはり全体像をしっかり共有している

ことが大事かと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 次の話題にいきます。あらましのほうに関連して、新庁舎整備のことです。常任委員会のほ

うの補正にも関連しているのかもしれませんけれども、ここに書いてあることで、敷地内整備

工事も含めた工事全体の完了予定日であるとか、全工事トータルの執行見込み額、結局幾らぐ

らいまでかかるものなのかということも把握したいと思いますし、最後に、そもそもこれは交

付税算入のある地方債を活用していただいて取り組んだ事業だと理解しているんですけれども、

工事費に対して全体事業費の活用額とか、交付税の参入額についてもお示しください。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 新庁舎の整備工事につきましては、現在、最終工程である公用車駐車場の整

備を行っているところでございまして、工事自体につきましては、４月中旬ぐらいに終了する

ということを予定しております。その後、検査等を行いまして、令和７年４月30日をもって完

了という形になります。 

 次に、工事のトータルの見込み額ということでございますけれども、今回の定例会に提出し

ております補正も含めまして、最終的な工事額としては274億2,209万5,000万円となる見込み

でございます。 

 次に、工事費の全体事業、市債の活用についてです。市町村役場機能緊急保全事業債という

ものを、工事費も含めた全体事業に約253億円活用しております。交付税基準財政需要額への

参入額としましては、約63億円となると考えています。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） 理解しました。うまくやっていただいたと理解しました。これについ
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てはそのとおりなので、次に行きたいと思います。 

 電子契約システムについてです。概要も、少し議事録で出ていましたけれども、あとコスト

がやはり気になるので、イニシャルコスト、ランニングコストをお示しいただいて、これはそ

もそも、県の動きに伴ってこういう動きになっていると理解しているんですけれども、であれ

ば、今後の更新とかも含めて県からそういう情報提供はあるのか、ないのか、分かる範囲で教

えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 これにつきましては、現在、千葉電子調達システムというものを活用してお

りまして、入札情報の公開や電子入札の執行、入札参加資格者名簿の管理等を行っております。

この千葉電子調達システムは千葉県及び県内の市町村で共同運用を行っているシステムでござ

いまして、千葉県電子自治体共同運営協議会という、県が事務局を持っている協議会がござい

ますが、そこで運営しております。 

 事業者は県内共通の手続で入札に参加できるということがございますので、非常に利便性の

高いシステムだと考えております。この千葉電子調達システムが令和８年５月に更新されると

いうことに伴いまして、新たに電子契約システムというものができて、それとの連携機能が追

加されるということで、これの利用は市町村ごとの任意となっておりますけれども、あらまし

の記載のとおり、契約事務の効率化や事業者の利便性の向上などを図るために千葉市としても

これを利用開始すると考えているものでございます。 

 業務フローとしましては、千葉電子調達システムと、電子契約システムの間で、契約の件名

ですとか契約金額、事業者名をデータ連携することで、案件公開、入札、落札決定、契約締結

まで、システム上で作業が完結できるというようなものになってございます。導入によりまし

て市側の効果としましては、契約締結に係る事務時間が約30％ほど削減されると見込んでおり

ます。 

 また、事業社側につきましても、契約書のやり取りのために来庁するという必要がなくなり

ますので、大幅な事務時間の削減が見込めるほか、収入印紙が不要になるというメリットもご

ざいます。 

 次に、コストについてですけれども、今回の債務負担行為ですが、イニシャルとしては約

300万円、ランニングとしては約800万円で、この1,100万円という金額を計上してございます。 

 最後に県からの情報提供のことということですけれども、次期電子調達システムの契約期間

が令和８年５月から13年４月までの５年間ということで聞いておりまして、これは電子契約シ

ステム、入札のほうの電子調達システムと同じ期間で行うと聞いております。千葉県電子自治

体共同運営協議会の事務局からの情報としましては、今回のスケジュールとしまして６月頃に

正式に参加するかどうかということを各市町村が判断して表明し、これは令和７年の話ですけ

れども、８月に当該事業者と契約、その後の協議を経て、８年の５月から運用開始という形で

聞いております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） 理解しました。 

 次、税務部関連で、これはすみません、私、いつも同じことを聞いて申し訳ないんですけれ
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ども、不納欠損については消滅時効が一番よろしくないというか、行政の努力で解消できるも

のではないかという認識があるものですから、消滅時効による不納欠損の件数と、その推移、

それに対してどういう認識をされているかをお示しください。 

○主査（伊藤隆広君） 税務部長。 

○税務部長 令和５年度の市税の消滅時効による不納欠損の件数ですが、3,725人で、令和４

年度と比較しまして、90人の減となっております。令和元年度の5,071人から年々減少してお

ります。消滅時効による不納欠損の減少を実現するため、高額、困難事案を中心に、財産調査

を徹底して行いまして、適切に滞納整理を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。これはずっと前から、繰り返し聞いていて

あれですけれども、しっかりスケジュール管理とか、いろいろな情報管理をする中でいろいろ

取り組めることではないかと思ったので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 最後に、これを質問していいかどうかを一応判断していただきたいんですけれども、代表質

疑の中でも宿泊税のことが出ていました。金額のことも話題に出るんですけれども、それ以上

に私は特別徴収義務者とか、それに関連する事務を県と市のどっちが担うのかというのは、物

すごく重いテーマだと思っています。その代表質疑の市長答弁でもうそういった考え方が垣間

見えた気がしております。実際に県が一括徴収してくれなければ、これは市の大変な負担にな

るというか、100円を徴収するために1,000円の事業費がかかるような、そんな事態も想像する

というところですけれども、そういったことを心配しています。 

 そこで、例えば、現在の現在の特別徴収の実施率の状況、これは以前のイメージだと、頑張

っても８割中盤ぐらいまでしかいかないという、そのようなイメージがあったんですが、現在

の特別徴収の実施率をお示しいただきたいのと、来年度以降にも市も宿泊税を特別徴収とかを

実施しなければいけないとなった場合の実務上の課題なども、お示ししていただけるのであれ

ばお願いしたいと思いますが、よろしいですか。 

○主査（伊藤隆広君） 税務部長。 

○税務部長 現在の特別徴収の実施率でございますが、令和６年度個人市民税においてですが、

給与所得のある者のうち、特別徴収により納税している者の割合である特別徴収実施率は

87.3％でございます。 

 あと、実務上の課題という御質問でございますが、宿泊税の徴収の主体についてですが、本

市が主体となって直接徴収する場合でございます。今のところ県のほうでとお願いをしている

ところでございますが、仮にそうなった場合なんですけれども、賦課徴収システムの単独での

構築や維持管理、また賦課徴収に係る人件費が相当程度生じることを見込んでおります。 

 また、県と市が別々に賦課徴収を行うこととなった場合ですが、特別徴収義務者は申告納付

義務を県と市それぞれに対して行うことになりますので、特別徴収義務者の利便性の観点から

一括徴収が望ましいと考えております。 

 １月に行われました、県と市町村との意見交換におきまして、本市から県による一括徴収を

要望しているところでございます。 

 以上でございます。 
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○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。１人、２人ぐらいの家族経営のところなん

かは、特別徴収義務者というのも正直言うとしんどいわけですよね。大きいところであれば別

でしょうけれども、多分そういったところは、さっきは個人の話でしたけれども、いずれにし

ろ、それをまた追いかけていくというのは本当に結構しんどい作業だろうと、それで、いろい

ろな状況が変わったりとか、制度が少し微調整されて変わっただけでも、そういうのを全部伝

えていかなければいけなくなりますしというところで、そういうのを本当にやっていくのは、

それを基礎自治体にやらせるというのは、ちょっとどうなのかというところもございます。引

き続き、そこら辺については協力していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 あとは、ウェブ口座受付とかもあったんですけれども、資料を読めば分かるところでしたの

で、以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） すみません、昨年旧会派で御迷惑をおかけしたので、久しぶりの質問

になります。よろしくお願いします。一問一答形式でお願いします。 

 まず、大きな話として財政調整基金とかの基金借入金残高とかについて先輩方が質問されて

いるんですけれども、少し視点を変えて質問させていただきます。 

 先ほども財政局長の答弁で、年度途中で積み上げとか、そういったものも想定して、その後、

調整しているということは理解した上での質問になります。 

 まず財政調整基金なんですけれども、平成28年度の71億円から少しずつ上昇して、令和３年

度には189億円までたまってきましたが、令和４年度からの取崩しで令和７年度予算では23億

円まで減ってしまいました。 

 昨年度にもこのままでは令和８年度、再来年度の予算くらいで財政調整基金が枯渇してしま

う懸念を総務分科会で訴えてきましたが、令和６年度予算で78億円の取崩し、令和７年度予算

でも69億円の取崩しをしていることから、同じペースで取崩しを行うと、再来年度予算で資金

不足になる可能性が極めて高いと考えられます。そこでお伺いしますが、財政調整基金の残高

が枯渇する可能性のある再来年度以降は棚上げして今回の令和７年度予算を組んだのか、それ

とも、ほかの事業経費を削る事業が全くなくて、最小限に最適化した予算を組めたのか、見解

をお聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 行政は継続して続くものでありますので、令和８年度以降を棚上げして予算を編

成したということはございません。 

 今回の予算編成に当たりましては、基本的な考え方にありますとおり、財政の健全性とのバ

ランスという観点は常にやはり意識しておりますし、可能な限りの歳入確保、事業見直しには

努めてきたところであります。一方で新年度予算につきましては、市税収入が増加するものの、

扶助費等の義務的経費の増加、あるいは行政コストの上昇など、義務的、経常的経費の財政需

要に対応せざるを得ないという状況でございました。 

 こうした状況に加えまして、子育て支援、教育施策あるいは未来を見据えた都市基盤の充実、

強化など、必要な分野に予算を優先配分し、一方で、できるだけ財政調整基金の残高を残そう

とした結果、昨年度は78円億取り崩しておりますけれども、今回は69億円の財政調整基金の取
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崩しを実施したという形になっております。こういった状況は他の政令市でも実は同様となっ

ておりますけれども、ただ私どもとしては、これまで以上に歳入確保と歳出削減の取組を徹底

するとともに、効率的な予算執行を通じて実質収支の確保に努め、基金残高の確保を目指して

いきたいと考えております。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 今年度で局長が定年されるということなので、これまですごく財政面

をやっていただいたと思うんですけれども、次期財政局長には、少し来年、再来年度以降の予

算ではかなり大変なバトンを渡す形になりそうというのが私の感想です。 

 こちらの話というのは、昨年度から続いているという話もしましたけれども、具体的に指摘

要望事項の取組でも、令和６年度当初予算に対する指摘要望事項でも、財政の健全化の維持を

取り組まれたいとか、令和５年度決算に対する指摘要望事項でも財政の健全化の維持向上を図

られたいというような、分科会としての、議会としての指摘をしている中で、今回の予算案で

は財政の健全化について危惧せざるを得ないというような内容に引き続きなっているという状

況でございます。 

 過去の予算、決算特別審査委員会の指摘について、ある意味議会の指摘については、当局は

どのように捉えているのか、改めてお伺いします。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 私どもも議会からの指摘につきましては、真摯に考えて予算編成を行っていると

ころであります。ただ一方で、先ほど申し上げましたとおり、今回につきましては、扶助費の

増を中心として金利が上がったり、それから物価が上がって行政コストが上がったり、様々な

経費が上昇している中で、結果として財政調整基金を69億円取り崩した形になっているという

ところでございます。 

 引き続き、財政調整基金をなるべく残していきたいと思っておりますし、また、市債管理基

金への返済につきましても、できる限り返済していきたいと考えております。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 分かりました。 

 続きまして、基金の借入金の残高に関してなんですけれども、こちらも、基金借入残高を、

令和４年度から令和７年度の千葉市の中期財政運営方針では４年間で80億、毎年20億円ずつ返

済していくという計画でしたが、令和６年度予算では10億円、令和７年度では５億円の返済の

額の縮小となっておりますので、これは物価高騰とか人件費の上昇などで行政コストが増加し

ているためということが大きいと思うんですけれども、一方で、市税も前年度から158億円で、

7.7％増加しているという中でこういった数字となっております。 

 今後は残高返済のペースを計画どおり戻していくのか、それともペースを修正して、令和８

年度以降に返済額を設定していく方針なのか、その辺りを、現段階の財政局長の見解で構いま

せんので、御答弁をお願いします。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 今後も社会保障関係経費は増えていくと思いますし、市有財産の老朽化対策もあ

りますし、物価高もあります、上昇する金利もあります。そういった厳しい収支状況が想定さ

れているところであります。今後の返済額につきましては、令和８年度以降を計画期間といた
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します次期の財政運営方針におきまして、７年度中に検討することになりますので、現時点に

おいて具体の金額を申し上げることはできませんけれども、まずは来年度予算の執行状況、あ

るいは６年度予算の実質徴収、実質収支をできるだけ確保していくということに留意した上で、

引き続き借入金の残高の縮減に努めていきたいと考えております。 

 今の状況を踏まえますと、今回の中期財政運営方針よりもやや厳しくなるということも可能

性としてはあるんではないかと思います。 

 特に、政令市におきましては軒並み厳しい財政状況でありまして、他団体におきましても千

葉市は今回69億円を取り崩しておりますけれども、他団体を見ますと、平均で千葉市よりも多

く、80億円以上の平均額を取り崩しているという状況にあります。中には、市債管理基金から

新たな借入れをしているというような団体もあります。そういった状況ですので、千葉市につ

いても今後厳しくなることはあるとは思いますけれども、引き続き、先ほど申し上げましたと

おり、借入金の残高の返済には努めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 千葉市中期財政運営方針なんですけれども、局長も変わるので新たに

また次期財政局長の下で作成していただければと思うんですけれども、議会の指摘要望とか、

こういったある意味自分たちでつくった計画も、社会情勢の変化もあると思うんですけれども、

守られずに今財政が悪化している状況で、ここのタイミングで財政局長も変わるというところ

で、令和８年度以降の新方針とか新計画、中期財政計画は７年度までだと思うので、早急に策

定して方針を固めていったほうがよいと思うんですけれども、その辺りの見解をお聞かせくだ

さい。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 残念ながら私はこの３月末で一応役職定年ということになってしまいますけれど

も、一応行政は継続しておりますので、これまでの考え方は当然新しい局長も引き継いでいく

と思っております。おっしゃるとおり、厳しい財政状況がありますので、そういった中で早め

に対応していくことが必要だと思っております。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 具体的にいつ頃、次の中期財政計画というか、令和８年度以降のが…

…（「いや、まだ財政局長が現在いるじゃないか、失礼だろう」と呼ぶ者あり） 

○主査（伊藤隆広君） どうぞ続けてください。山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） すみません、大変失礼な質問なんですけれども、財政がかなり悪化し

ている中で、財政局長が変わるのはタイミング的に分かるんですけれども、令和８年度、次の

予算なりが近づいてきているので、財政局長ではなくてもいいので、そういった動きがあるの

か、どういう想定で動いているのか、その辺りをもし言えれば教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 ４月以降新しい体制の中で考えていくということになろうと思いますが、財政状

況が厳しいことは当然変わりませんので、早めに対応していくものと考えております。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 現段階で財政局長に聞くのもあれなんですけれども、この再来年度予
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算でまた減ってしまうのか、それとも維持なり、上積みを期待できるのか、現時点でどういう

想定で今年度予算をつくられたのか、最後にこの質問ですけれども、お聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 具体的に増えるか減るかというのはなかなか申し上げづらいんですけれども、た

だ、景気自体はかなりよくなってきているということは言えるんだろうと思います。 

 先ほど税の関係でも申し上げましたが、個人市民税もどんどん伸びてきていると、法人市民

税もまた伸びていく見込みということがあります。ただ、そういった中で、国は税が伸びると

収入は伸びるんですけれども、地方公共団体の場合は必ずしもそうなっていないというのは、

御存じのとおり地方交付税があるわけです。 

 基準財政需要額と基準財政収入額があって、その差分が基本的に交付税として入ってくると

いうことになります。ですので、税が伸びた分が、収入がそのまま伸びるわけではないという

ことがありますので、そういった全体像を見ながら、財政運営については考えていかなければ

ならないと思っております。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 先ほど、市民税も158億円で、前年度より上がっているということな

んですけれども、7.7％増で、物価高騰はもっと高いパーセンテージで上がっているという認

識なので、ある意味しようがない部分もあるとは思うんですけれども、厳しい財政状況の中で

も、これまでぎりぎりやってきていただいた財政局長にはお礼を申し上げるというか、そうい

った気持ちはあるんですけれども、引き続き次期財政局長の下でも、こういった現局長の方針

を守りつつ、さらに改善していけるような取組をしていただければと思います。 

 続きまして、資産管理システムの運用についてなんですけれども、資産の総合評価の実施や

資産カルテのウェブ上での公表から10年ほどが経過していますが、この10年でどのような成果

を感じているか、お聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 この10年でということですけれども、10年前に比べますと、市の職員にして

も、市民の皆様も、資産経営を取り巻く非常に厳しい状況ということについての理解が大分広

まってきているのかなと感じております。 

 例えば、今まででしたら、市の建物が老朽化しましたら、そのままそれを同じ形で建て替え

るとか、あるいは大規模改修するというのが当然という考え方があったかもしれませんが、今

はその施設の根本的な在り方を考えるとか、複合化など、別の方法を考えるといった必要性が

あるんだということについて、気がつくきっかけをこういった公表等で得ることができたとい

うのが、一つの大きな成果ではないかと思っております。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 気づくきっかけを持てたのは、すごくいいことだと思います。 

 市民とか団体の方から、実際に資産経営に関する問合せが増えたとか、そういった具体的な

ものとかというのはあったりするんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 資産経営課長。 

○資産経営課長 資産経営課でございます。 

 特に問合せの件数等の記録はしておりませんので、比較はしていないんですけれども、住民
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の方々にお会いするときに、例えば、資産カルテを見たですとか、そういうお声を頂くことは

ございます。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 実際に資産カルテとか、そういったものを内部で活用するというのは、

大分ここ10年で進んでいるということでいいんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 資産カルテには、例えば、面積ですとか、施設の収入ですとか、経費ですと

か、そういったものが記載されているわけですけれども、そういったものも踏まえつつ、先ほ

ど質問でもお答えしましたけれども、資産の総合評価を実施する際にもそういった資産カルテ

の状況というのも踏まえつつ行っていくと、その上で計画的保全ですとか当面継続、見直しと

いった資産の評価を行っていくという形になっておりますので、そういった点でも活用できて

いると感じております。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 今、現時点でもう外部の周知というか、情報の透明性の部分と、あと

内部での活用も進んでいるということなんですけれども、今後、資産管理についてさらに何か

改善するような取組を考えられているか、こちらについてお聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 人口減少局面というのが到来するという状況の中で、今後厳しい財政状況と

いうのが続くということですので、これまで以上に資産経営についての取組が必要であるとい

うことは認識しております。 

 これまでも施設の複合化、集約化ですとか、民間活用の活用など、いろいろな取組を行って

きたんですけれども、先ほど来、話が出ていますように、非常に厳しい状況が今後もさらに進

んでいくということは考えております。 

 そうした中で、この状況というのは千葉市だけではなくて、他の自治体も同様の状況ですの

で、他の自治体の取組、例えば、御案内のとおり、包括管理委託などを実施している自治体等

もありますので、そういったことについても研究しながら、さらなる改善策について検討して

きたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 公共施設の包括管理委託の話が今出ましたけれども、こちらは、千葉

市はまだされていないということでいいんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 行っておりません。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） ある意味、資産の管理なので、第三者にお願いするのもどうかという

部分と、あと、千葉市職員の方のほうが千葉市のことをより知っていると思うので、そこの部

分を融合して、民間の考え方と、あと千葉市の千葉市をより知っているというところを、こう

いうのは協働というんですか、民間との協力関係というのも一つ手ではあるかと感じました。 
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 具体的に、公共施設の包括管理委託とかという話はもう進んでいるんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 今、申し上げましたのは、他の自治体のいろいろな取組について研究してい

くという中の一つの事例として申し上げました。包括管理委託について、特に千葉市の中で検

討が進んでいるというものではございません。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 分かりました。他市のよい事例とか、あと、私はたまたま大学の教授

と話す機会があって、そのときにも千葉市の資産管理の部分の話をされていて、もう少し緻密

にやったほうがいいのではないかという話はされていたので、今もある程度、情報を研究して

公開したりとかされているので、よりもう一段上積みしていく中で、こういった包括管理委託

だとか、あとはそれを使わないまでも、千葉市職員だけでも全体を管理できるようなそういっ

た仕組みをできれば、できれば近いうちに構築していただければと思います。 

 続いて、市税徴収に関してなんですけれども、財政局所管の税務事務所において、市税徴収

のほかに各種保険料をまとめて徴収するように組織再編した時期と、あと、近年徴収率が伸び

悩んでいる状況、これをどう分析するのか、見解をお聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 税務部長。 

○税務部長 各強制徴収債権の横断的な滞納整理を行うため、令和２年10月の統一滞納管理シ

ステムの稼働に合わせて、市税のほか、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、

保育料、下水道使用料の滞納繰越分の滞納整理については、東西市税事務所の納税各課で行っ

ております。本市の近年の市税徴収率の状況についてですが、令和５年度の現年度分の市税徴

収率は99.3％で、政令市平均の99.5％とほぼ同率でございました。一方、滞納繰越分の徴収率

は30.8％で、政令市平均の39.5％よりも低い状況にありますが、令和５年度の滞納繰越分の徴

収額は約13億3,100万円で、政令市平均の徴収額の約12億2,700万円よりも上回っております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 今、答弁いただいたのが、現年度分の徴収率はほぼ政令市の平均より

も0.2％低いぐらいという話があったんですけれども、現年度分と、あと滞納繰越分の合計の

徴収率、これが他の政令市と比べてどのぐらいなのか、平均なり順位とかが分かれば教えてく

ださい。 

○主査（伊藤隆広君） 税務部長。 

○税務部長 市税合計の全体での徴収率ですが、市税合計というのは、市税の現年度滞納繰越

を合わせての合計でございますが、例えば、相模原市が98.1％、さいたま市が98.5％、千葉市

が97.9％でございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 一応、平均だとか順位も知りたかったんですけれども、今の答弁の中

で出てきた、さいたま市と多分人口がそこまで変わらずに、東京近郊ということで、ある程度

同じぐらいの規模感だとすると、さいたま市の98.5％、これ辺りがマーキングのパーセンテー

ジになってくるかと思うんですけれども、それから0.6ポイント低くて、例えば、これがさい
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たま市と同じぐらいのパーセンテージだとすると、10億円以上プラスの上積みが市税でありそ

うな計算になるんですけれども、そういった中で、２％上がると予算規模的に約22億円上昇す

ると思うんですけれども、この辺り、今、千葉市が保険料と一緒にやっている関係で伸び悩ん

でいるんですけれども、特別会計の保険料のほうを重視しているのか、それとも市税も一緒に

上げたいのか、その辺りの見解、方針を教えていただければと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 税務部長。 

○税務部長 特に保険料を上げたいとか、税のほうを上げたいということではございませんで、

統一滞納ですので、全体として徴収を図っていきたいと考えておりまして、今は上位200件と

いうことで、市税だけではなくて、料金も含めて上位200件を優先的に取り組むということで、

徴収を上げていくということで対策を取っております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） そうですね、保険料、全然、多分徴収率はかなり上がっていると思う

ので、特別会計の部分はむしろ増えているというイメージは持っているんですけれども、その

辺り、市税のほうがあまり増えていないので、その辺りのバランスをどうするかで、他の政令

市で、市税徴収部門における市税と各種保険料の徴収状況、これは他市との比較で、分かる範

囲で状況を教えていただけますか。 

○主査（伊藤隆広君） 税務部長。 

○税務部長 国民健康保険料で申し上げますと、さいたま市のほうは国民健康保険の現年滞納

繰越しを合わせまして、国民健康保険の合計85.5％の徴収率となっております。先ほど、相模

原市を申し上げましたので、合わせて申し上げますと、相模原市ですと80.7％でございます。

千葉市は御参考までに83.1％となっております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） ある程度保険料とかも底上げされているのは認識しているんですけれ

ども、他の政令市で、千葉市と同じような組織再編というか、市税と保険料を一括して徴収し

ているような、そういった市がどのぐらいあるのか、その辺りを教えていただけますか。 

○主査（伊藤隆広君） 税務部長。 

○税務部長 本市と同様に市税と国民健康保険料などの債権を対象とした徴収を一元化した組

織を設けている政令市は、令和６年度時点でございますが、20市のうち、本市を含め６市でご

ざいます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） その６市の共通点だったりとか、それからそれに再編、一括徴収にし

てから徴収率が増えているのか、そもそも、それとも、これを導入していない他の政令市と比

べてあまり上がっていないのか、その辺りの状況が分かれば教えていただけますか。 

○主査（伊藤隆広君） 税務部長。 

○税務部長 徴収を一元化したことによって影響が出ているかどうかというのは、なかなか分

析が難しいことと思っておりますが、例えば、さいたま市ですと、先ほどから申し上げていま

すとおり、市税合計98.5％、国保合計85.5％ということで、特に問題があるかというと、ただ、
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市税のほうでの政令市の順位は、さいたま市は15位ですので、料金と一緒だから下がっている

のかというと、そうでもない都市もありますので、例えば、浜松市ですと、市税の政令市の順

位のほうが７位でして、浜松市も国民健康保険料などを一元化していますが、それで順位が低

いということもございませんので、比較するのは難しいことと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 最後に、徴収部門において所感を申し上げますけれども、同じように

市税と保険料を一括して徴収している市が政令市で６市ある中で、それもうまくいっていると

ころとうまくいっていないところがばらけているという話なので、うまくいっている政令市、

浜松市だとか、そういったところを研究なり、何でうまくいっているのかというところの分析

はしていただきたいと思います。 

 ある程度伸び悩んでいる中で、まだまだ他の政令市では、伸びている政令市もありますし、

千葉市はかなり低いほうだと思うので、ここの底上げで毎年の徴収を、できればさいたま市ぐ

らいにして、プラス10億円ずつぐらい上積みしていただければと思います。 

 最後に、税収関係で、答えられればでいいんですけれども、収入を増やすという意味で言う

と、千葉市は政策として企業立地を重視していると思うんですけれども、ここ10年ほどで具体

的に税収にどのぐらい貢献しているか、ある意味、先行投資した上で後で税収上として回収す

るような仕組みだと思うんですけれども、どのぐらい企業立地によって税収に貢献しているか

というのを、分かる範囲で教えていただけますか。分からなければ大丈夫です。 

○主査（伊藤隆広君） 御答弁いかがですか。財政部長。 

○財政部長 申し訳ございません。その税収と効果額という数字は経済部門のほうで把握して

いるので、今手元にはないんですけれども、基本的には固定資産税について、当初５年間を補

助するということで、５年目以降の分については純増として市のほうに還元されてくるという

ことになるんですが、予算査定の中で聞いている限りでは、基本的にはもうそれ以上、５年以

上、10年とかと継続して事業運営がなされているということは確認しておりますので、そうい

った部分ではメリットは十分あると考えております。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 私も昨年か一昨年に、税収は企業立地で貢献しているというデータを

その時点でもらったことがあるので、やればやるほど税収に貢献するという印象を持っている

ので、収入を増やすという意味では、徴収率の改善と、企業立地だとか、競輪は少しあれです

けれども、稼ぐような事業にもまた力を入れていただいて、収入を増やす、削減するところは

削減するというところを、財政局としてもトータルでまとめて精査していただければと思いま

す。 

 私からは以上になります。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 私からは一項目だけ、２つ質問したいと思います。一問一答でお願い

します。 

 公用車への電動車導入の推進についてです。 

 公用車の各公共施設における現在の配置状況と、そのうちの電気自動車の台数を施設ごとに
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教えてください。また、各公共施設における充電設備の状況についてもお知らせください。 

○主査（伊藤隆広君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 公用車の各施設の配置状況及び電気自動車の配置の状況ですけれども、令和

６年12月31日の時点で公用車は市全体で996台ございます。そのうち電気自動車は51台導入し

てございます。施設別ですけれども、本庁舎は公用車が171台ございまして、電気自動車は４

台でございます。本庁舎以外、区役所、保健福祉センターなどいわゆる出先機関という形でま

とめさせていただきますと、公用車が全体で825台、そのうち電気自動車が47台という状況で

ございます。 

 次に、充電設備の状況についてでございますけれども、市の15施設に現在50基設置しており

ます。施設別では本庁舎に今３基ございます。また本庁舎以外の区役所等につきましては47基

設定してございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 区役所にも充電器などが配置されているとおっしゃっていましたが、

充電器は全区役所に設置されているんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 区役所は、中央区役所が、今、美術館になっているところに以前はございま

して、そのときはあったんですけれども、きぼーるのところに移転した関係で、今は中央区役

所にはないという状況になってございます。他の区役所は設置しております。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 次の質問に行きます。 

 今後の各公共施設における充電設備設置の計画について教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 今後は令和５年３月に策定いたしました千葉市公用車への電動車導入方針に

基づきまして、電動車の導入を進めているところでございまして、施設に充電設備を設置でき

るという場合は、新たに導入するものについては電気自動車を導入するということとしており

ます。令和７年度におきましては、本庁舎など５施設に充電設備を整備する予定としておりま

す。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございました。では、私から所感を述べさせていただきま

す。 

 令和６年の第２回定例会で、新庁舎のほうに急速充電器３台を、１億7,500万円をかけて設

置したというお話がありましたけれども、今回、令和７年度は１億2,600万円で電気自動車16

台と急速充電設備１基、普通充電設備26基を設置されているということで、そう考えますと、

非常に多くの充電設備とか電気自動車の導入を同じぐらいの値段でできたということで、非常

に脱炭素化のやり方としてはすごくいいのではないなと思います。 

 また、先ほど他の本庁舎以外のほうにも設置していただいているということなので、災害時

にも充電設備を市民の方が使えるというところでも非常にいいのではないかと思います。 
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 今後も広くこのような設備を設置するということで、前回、令和６年のときみたいに３台で

これぐらいの値段でというところがありましたら、この値段の差を見ていただいてもう一度考

えていただくきっかけにもなるのではないかと思います。なので、これからも広く市民の方が

利用できるような設備を整えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。野本委員。 

○委員（野本信正君） それでは、一問一答で質問をさせていただきます。 

 新年度予算は総額１兆円を超す予算になったわけでありますけれども、この１兆円を超すと

いうことについて、財政局長の感想はいかがでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 全会計予算の規模の推移を申し上げますと、20年前の平成17年度は、7,051億円

でした。それから10年前の平成27年は8,561億円、今回７年度は１兆109億円ということであり

まして、おおむね10年ごとに1,500億円から1,600億円ぐらい増えてきているという形になって

います。 

 今回も含めて、一般会計の主な増要因という形の中では、やはり民生費と教育費が目立って

おりまして、民生費について申し上げますと、20年前の平成17年度は837億円、それから10年

前の平成27年度が1,439億円、そして今回の令和７年度は2,143億円ということで、この10年間

だけ見ても700億円増えているという格好になっています。 

 それから、教育費についても同じように見ていきますと、平成27年、10年前ですと259億円

だったものが、令和７年度は797億円ということで、10年前と比べて500億円以上の増というこ

とでありまして、これが予算規模を押し上げている主要因ということで認識しています。 

 このような数字を見ますと、やはり少子高齢化が着実に進むという中で、社会情勢が変化し

て、予算についても変化する環境ですとか、ニーズに合わせて編成されてきているということ

を改めて実感するところでございます。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 感想を聞いたのに、長々と説明いただきました。 

 次に、前年度比418億円の増額の原因は何かと、清掃工場とかといろいろありますけれども、

その辺はしっかりお聞きしておきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 財政部長。 

○財政部長 一般会計の前年比増の要因でございますけれども、まず、普通建設事業において、

今、おっしゃられた新清掃工場建設、それから若葉住宅地区の新設校、これらの建設がピーク

を迎えるということで、全体で前年比で175億円の増になっているということと、扶助費につ

いてなんですが、令和６年、昨年の10月に制度拡充が行われた児童手当、それの通年化ですと

か、利用者数増に伴う民間保育園運営費の増、また障害者介護給付費等の増で、前年度比全体

で149億円の増と、これが要因となっております。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 歳入では前年度比市税が158億円、国庫支出金が182億円と増額してい
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るわけですが、財政調整基金をなぜ69億円も取り崩さなければならなかったのか、その辺の理

由について述べられたい。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 国庫支出金が増加した要因としては、主に先ほどの新清掃工場の整備に伴って国

庫支出金が入ってきたということ、それから児童手当の制度拡充に伴いまして増額となったと

いうことであります。 

 また、市税等の一般財源は確かに増額になってはおりますけれども、扶助費に加えまして庁

内ネットワークシステムの更新ですとか、あるいは義務的経常的経費の財政需要増に加えまし

て、子育て、教育施策や未来を見据えた都市基盤整備の充実、強化などに対応するため、69億

円の財政調整基金の取崩しを実施することとなったものでございます。 

 市税は今回158億円増えておりますけれども、このうち約58億円から59億円は、令和６年度

に実施いたしました定額減税が７年度はなくなったことによって増えたものであります。 

 それから、税が増えている中で、地方交付税につきましては36億円今回増えておりますけれ

ども、臨時財政対策債が70億円減っておりますので、その差引きは34億円になっていると、そ

ういった諸事情もありまして、全体としては今回69億円の基金の取崩しとなったものでござい

ます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 財政調整基金の残額が少なくなってしまうと、緊急に財政が必要な事

態が発生したときに大丈夫なのかということが、やはり問われるわけです。でも、69億円取り

崩すといっても、全部は使わないという考え方もあるかもしれませんが、その辺の含みについ

てお答えいただきたい。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 財政調整基金の残高につきましては、今おっしゃられたとおり、令和７年度の見

込みは約24億円となっておりますけれども、この残高につきましては、先ほど来申し上げてお

りますが、当初予算の編成の段階での数字ということでございますので、これから６年度の決

算剰余金等が反映されていないものですから、そういったものがこれに加わることになります。

今後効率的な予算執行等によりまして、令和６年度の取崩しの抑制に努めまして、一定の上積

みを見込んでいくということでございます。なお、こういった状況につきましては、これは千

葉市だけの状況ではなくて、先ほど申し上げましたが、他の政令市でも同様な状況となってお

ります。とはいえども、これまで以上に歳入の確保、それから歳出の削減の取組を徹底すると

ともに、効率的な予算執行を通じて実質収支の確保に努め、できる限り基金残高の確保は努め

ていきたいと考えております。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） つい最近ですけれども、財政調整基金で物価高騰対策を行ったその後

に、国の臨時交付金が入ってきたらすぐに財政調整基金を引っ込めて元に戻してしまったこと

もありますから、取崩しというのはどうも全額、本当に崩すのかどうかという点では、やや本

気かどうかが問われるところだと思って、できれば残ったほうがいいと私は思います。 

 それから、増額した予算を配分した主な事業と予算額はどうですか。 
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○主査（伊藤隆広君） 財政課長。 

○財政課長 財政課でございます。 

 先ほどの部長の答弁と少し重複いたしますが、具体の事業名を含めて申し上げますと、前年

度比、今回418億円の増額ですが、主な事業としては、建設事業の中で新清掃工場の整備が285

億円で、前年度比177億円の増、また、若葉住宅地区新設校建設、こちらが48億円で、前年度

比40億円の増です。また扶助費を含む社会保障関係経費、こちらでは児童手当の支給が190億

円で、前年度比48億円の増、民間保育園等運営費が295億円で、前年度比47億円の増となって

おります。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 新清掃工場は、委託料も含めると総額700億円を超すプロジェクトで

千葉市最大なんです。清掃工場を造ることはやぶさかではないんですけれども、あそこは溶融

炉がコークスを燃やしてＣＯ２をぼんぼん排出する、こういうものを造ってはいけないと我々

は言ってきたんですけれども、他の会派はみんな賛成してしまったから、できてしまっている

んですけれども、やはり地球温暖化対策という点では非常に問題だということです。 

 でも今回の286億円を反対するつもりはありませんが、やはりコークスをたくのを少なくし

てＣＯ２の発生を少なくさせろと環境局に言っても、ちっとも答えないから、財政局もちゃん

と言ってもらいたいと思います。 

 それから、そういう清掃工場の286億円とかを除いても、132億円余の総額予算の増額です。

そういうことになるんですが、それなのに公共料金、国民健康保険料の５年連続となる引上げ

を、福祉カットをなぜするのかという、ここが問題なんです。お答えください。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 今回歳出が増えたのは、おっしゃるとおり新清掃工場もそうですけれども、扶助

費の増あるいは行政コストの増などによるものでありまして、結果として基金の取崩しによっ

てようやく収支の均衡が図られたというところであります。一方で公共料金の改定につきまし

ては、市民生活に与える影響などを総合的に勘案しまして、今回につきましては、法改正に伴

う建築関係の手数料、それから国民健康保険料に限定した中で必要最小限の新設、改定となる

ように努めたところであります。 

 この国民健康保険料につきましても、将来にわたって持続可能な事業運営を図るため、１人

辺りの給付費の増加に対応する保険料の改定を行うこととしたものでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 所管ではないから言いませんけれども、国民健康保険料というのは所

得の15％から20％になってしまうんですよ。もう生活にとって大変な重荷なんです。ここをち

ゃんと考えてもらいと思います。 

 共産党市議団は昨年９月の市長へ予算要望で、必要性の乏しい事業や、急ぐ必要のない事業、

大型開発などを見直して財源を確保し、福祉カットをやめる、物価高騰対策を進め市民生活を

守る、学校給食の無償化、当面中学校までの実施、高齢者の外出支援、65歳以上は100円でバ

ス利用をできる制度の創設等を求めたが、なぜ取り組まないのか、お伺いします。 
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○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 新年度予算につきましては、市民生活のさらなる向上に向けまして、例えば、保

育士の確保に向けた保育士等の給与改善支援を拡充しましたし、あるいは施設整備の促進に向

けて病児、病後児保育の運営を支援すると、あるいは物価高騰対策につきましても、国の交付

金の配分額全てを活用しながら学校保育施設の給食費、あるいは中小企業への事業継続などの

各種支援に取り組むこととしているところであります。また、本市が持続的に発展するために

は、やはり中心市街地の活性化ですとか、高規道路ネットワークの強化などにつきましても、

将来負担に配慮しながらということではありますけれども、着実に推進する必要があると考え

ております。 

 こういった中で教育や子供、高齢者支援の施策全体につきましても、やはり優先度を見極め

て実施すべき施策を総合的に検討する必要がありまして、給食費の無償化、あるいは外出支援

の外出応援パスポート等の導入につきましては、現時点での実施は困難であると考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 財政局長も結構長くなりましたけれども、市議会議員が質問している

ことを全部否定して、自分が言うことが一番正しいというような答弁はよくないと思うんです

よ。委員のおっしゃることももっともと思いますが、今こういう事情なので、こうなんですと

いう説明をしてほしかったと思ったけれども、もうすぐ辞めてしまうそうのんで、部下にちゃ

んとそのことを伝えていただきたいと思います。 

 次に、厳しい財政状況と言いながら大型開発などの見直しはしない、予算編成によって市債

の発行も増えていると、新年度予算の中で、市債発行の多い順に１位から５位までの事業名と

発行額を示していただきたい。 

○主査（伊藤隆広君） 財政課長。 

○財政課長 財政課でございます。 

 一般会計の中で市債額の大きいものから事業名と市債発行額の順で申し上げますと、最も多

いのが、先ほど事業費の増でも出てまいりましたが、新清掃工場の整備、こちらが197億円で

す。 

 ２番目が、こちらも事業費の増の要因でもございました、若葉住宅地区新設校の建設、こち

らが43億円です。 

 ３番目が、下田最終処分場の浸出水処理施設の建て替え、こちらが24億円です。 

 ４番目が、総合保健医療センターの大規模改修で、19億円です。 

 ５番目が、療育センター大規模改修で、発行額は14億円となっております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 下田最終処分場の浸出水処理施設の建て替えが24億円ということで、

埋立てを一つやると、埋立費の汚水処理費が50億から60億円かかるんです。だから、私は新し

い最終処分場には屋根をつけろと言っているんだけれども、なかなかそこまでいっているかど

うか分かんないので、そうしないと、金がかかって駄目ですよ。 
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 次に、市債管理、市債残高です。これは市が発行した冊子で見ると、令和５年度と比べると

残高が353億円増額になっているんです。だから財政健全化が後退しているのではないのかと

思いますけれども、どうですか。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 今回の市債残高が令和５年度と比べて増額となった主な要因といたしましては、

やはり新清掃工場ですとか、若葉住宅地区の新設校の建設、あるいは総合保健医療センターの

大規模改修に加えまして、企業会計においては（仮称）幕張海浜病院の整備など市民生活に必

要不可欠な行政サービスを提供するもの、あるいは市有施設の老朽化への対応によるものであ

ると認識しております。 

 委員がおっしゃるとおり、市債残高が増えているという状況はありますので、市債の発行に

当たっては事業費の精査を行うとともに、財政指標への影響を考慮しながら適正な発行強度に

なるよう努めてまいります。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 私の言うことを、長い間でやっと認めましたね。そうですか。 

 次に、事業中、債務負担行為の１位から５位までを示していただきたい。 

○主査（伊藤隆広君） 財政課長。 

○財政課長 財政課でございます。 

 今回の予算で設定した債務負担行為の中で、金額の大きいものから申し上げますと、１番目

は、新港の清掃工場リニューアル整備運営維持管理、こちらは限度額が650億円に、物価変動

による増減額を加算した額となっております。 

 ２番目が、千葉中央コミュニティセンター再整備で、限度額は205億円です。 

 ３番目が、特別史跡加曽利貝塚新博物館整備運営で、限度額は122億円に物価変動による増

減額を加算した額となります。 

 ４番目は、第２次ＧＩＧＡスクール用の端末の運用管理で、限度額は86億円です。 

 ５番目が、アフタースクールの運営で、限度額は43億円となっております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 債務負担行為も借金の一つで、償還には利息もつくんです。ですから、

これはいつも脇へ置いてしまって、市債だけを明らかにしているけれども、本当に千葉市の借

金がどれだけあるかということについては債務負担行為についても明らかにしていく必要があ

ると思うんです。 

 次に、市債の残高と償還に伴う利子を加えた、いわゆる借金残高の合計が今年度は１兆406

億円になります。借金残高が１兆円を超えたことは、せっかく財政健全化に取り組み、減らし

てきた借金が増え始めていることになるか、深刻に捉えるべきと思うがどうか。無駄な開発を

本気で見直すべきだがどうか、お尋ねします。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 市債につきましては繰り返しになりますけれども、新清掃工場の整備、あるいは

新病院の建設などの事業がピークを迎えたことに伴って、建設事業債の発行額が前年度に比べ

増加したことによりまして残高が増加するものであります。財政の健全性を維持しながら市民
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生活の向上に対する取組の充実を図る一方で、やはり老朽化した施設の改修、本市の持続的発

展に向けて推進する必要がある施策につきましては、引き続き様々な財源を活用しつつ、また

交付税への参入等も意識しながら事業費の確保に努めていきたいと考えております。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 過去に１兆円を超えていた最後の年度と総額は幾らか。なお、市債と

債務負担行為を合わせた残高と、償還利子を加えた残高の５年間分を示していただきたい。 

○主査（伊藤隆広君） 財政部長。 

○財政部長 市債の償還利子については、今後発行する分はその時点で利率が決定されるとい

うことで、金額の変動要素が大きいということを含めて、元金残高でお答えさせていただきま

す。 

 令和７年度の市債残高の見込みが9,922億円となっておりまして、直近でこの残高が１兆円

を超えていたのは平成28年度の１兆61億円、こちらが１兆を超えていたということになります。 

 それからこの市債残高に建設事業、もしくは施設の維持管理ですとか、システムの運用保守

など、全ての債務負担行為残高を合わせた合算で申し上げますと、直近が、令和３年度が１兆

1,777億円、４年度が１兆1,912億円、５年度が１兆2,006億円、６年度の見込みが１兆1,894億

円、７年度の見込みが１兆2,866億円となっております。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 今お話があったように、令和７年度が9,922億円だったのが、直近で

は１兆円を超えたのが平成28年度の１兆11億円ということですから、やはり１兆円を超したの

は久しぶりだということで、かなりそれだけ借金が増えているということです。 

 それから、令和３年度から７年度まで債務負担行為と償還の利子も含めると、全て１兆円を

超しているんです。これが本当の借金残高だということで、こういうものをやはり明らかにし

ていくことが、本来は決算審査特別委員会でやるべきだと思いますが、今回は予算審査特別委

員会で聞きました。こういう深刻な事態があるので、やはり借金については慎重にしなければ、

皆さんの給料や退職金までカットして財政健全化を行ってきたんでしょう。市民も犠牲者だけ

れども、皆さんも犠牲者ですよ。それがまた増えているというのは、やはり警戒する必要があ

ると思います。 

 次にお聞きしたいのは、市長選を控え、新しい市長のために新規事業などを見送りしている

ように聞いておりますが、４年前の実態を示すとともに、今回はどのような状況になるのか、

お尋ねします。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 ４年前の令和３年度予算におきましては、新市長の政策を実現できる余地を残す

ために、新たな政策的判断を要する事業を留保しつつ、新型コロナウイルス感染症対策など、

継続的に取り組む内容を中心とした準骨格予算を編成しておりまして、新企画事業につきまし

てはともに前年度を下回る件数となっております。 

 また、令和３年の３月から６月にかけましては、都合４回の補正予算を行いまして、79億円

を肉づけ予算としておりますけれども、ただ、このうち70億円がコロナ対策経費となっており

ましたので、それを除きますと、当時事業費ベースでは約９億円の補正予算を組んだ形になっ

ております。 
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 一方で、令和７年度予算におきます新規拡充事業の件数につきましては、４年前からの件数

で新規拡充の合計件数で申し上げますと、３年度が84件、４年度が146件、５年度が139件、６

年度が134件で、今回の７年度予算は89件ということになっております。令和７年度予算につ

きましては、現下の必要な予算は計上しているところでありますけれども、令和５年度からス

タートいたしました第１次実施計画の最終年度ということもあります。令和５年度、６年度に

実施した新規拡充事業の定着が図られたことなどもありまして、例年と比較して件数は少ない

水準となったものと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 進行を代わります。 

○副主査（渡辺 忍君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） そうすると、今の答弁で判断しますと、79億円からコロナ対策経費を

引いた９億円が新市長が使える予算だったと４年前は見ていいのかということと、それから件

数で言うと、新規事業が134件に対して89件ということは、約30件ぐらいが残っていると見て、

ですから、今度新しく当選する、誰が市長になるか分かりませんが、そのときは９億円の30件

ぐらいが新しい市長の事業と想定してもいいと思うんですが、何とも言えないと思うけれども、

あなたの説明は大体そういうことだということですか、それでいいですか。 

○副主査（渡辺 忍君） 財政局長。 

○財政局長 今回どうなるかというのはすみません、申し上げることは難しいと思いますが、

前回はそういった状況がございました。 

○委員（野本信正君） 分かりました。 

○副主査（渡辺 忍君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 多少やはり興味がありますよね。 

 それから、歳出全体を見て、大きなところで土木費が11億4,500万円減っているんです。そ

の理由としては２つの事業がどうと書いてありますけれども、でも問題は、今、この土木費の

必要性というのは、公共インフラが次々と全国で事故を起こしているときに、土木費を減らす

というのはやはり問題があると思うのだけれども、財政のほうから見てはいかがでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 今回、土木費は減ってはおりますけれども、ただ一方で、令和６年度の２月補正

の中で、国の前倒しに伴いまして、道路維持、道路整備、街路整備、自転車走行関係の整備、

橋梁維持、河川整備等々を予算化しておりますので、こちらのほうでかなりの金額は対応して

いると考えております。 

 以上でございます。 

○副主査（渡辺 忍君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） ここのところ、想像しないようなことが起こるんです。ついこの間、

大網白里市で水が噴き出したみずほ台というのは、比較的、そんな古い住宅ではないんです。

新しく造成して何十年かたったところで、そこでこういう問題が起こると。それから埼玉県八

潮市との陥落というのはすごいですよね。トラックで走っていたら突然落っこちてしまって、

しかもこの救出は３か月後ぐらいでなければ無理だと、こんなことが起こるわけです。 

 千葉市は、下水管等について全部調査したと、安全だという報告は入っておりますけれども、
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今、やはり地震が来るとか、いろいろな問題があって、公共インフラが相当しっかりしていな

いと大変な事態が起こりそうな気配というのがやはりあるということを示している一つの事故

だと思うんです。そういう点で言うと、新年度の土木費が11億円も減らされるというのは市民

に不安を与えると思うので、やはりこれは事情があったとはいえ、今後こういう予算は増やし

ていかなければいけないと思うけれども、それを減らしてしまったことについて、財政局長は

反省していますか。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 おっしゃるとおり、多分、全国的に下水道にしろ、水道にしろ、老朽化している

ものが大分残っているという状況にあろうかと思います。 

 そういった中で本市につきましても、点検はもちろんそうですけれども、老朽化しているも

のについては順次整備を進めていくということの中で、例えば、今回も下水道関係につきまし

ても、これは浄化センターの関係ですとか、管渠の耐震化の関係ですとか、耐震補強工事等々

につきまして、それぞれ予算化しているところであります。 

 引き続き、八潮市のようなことがないようには当然しなくてはいけないとは思いますので、

そういったものにつきましては、必要な予算については計上していくと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 予算編成は市長の権限で主に財政がやると思うんです。所管はいろい

ろな事業を上げてくるんですけれども、やはり予算編成する側が、今の市政の中で重要な問題

については所管から上がってきても、もっとちゃんとやりなさいと言わなければいけないと思

うんです。そういう点では、土木事務所予算は去年並だというんです。全体予算を11％も減ら

すのはやはりまずいということを指摘しておきます。財政局がもっときちんと言うべきだった

と、財政局長の責任は大きいと思います。 

 次へ行きます。新庁舎の利便性について、市職員の側から見て、また市民の側からの意見等

を聞いて、どういう状況か、お伝えいただきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 新庁舎整備課長。 

○新庁舎整備課長 新庁舎整備課です。 

 まず職員からの意見についてですが、オフィスの総合満足度が、新庁舎への移転前が16.1％、

それが移転直後である令和５年度においては62.5％、また今年度については71.6％と大きく上

昇しております。 

 具体的な声としても、多様な執務スペースを設けており、業務に応じて執務場所を選ぶこと

から集中しやすいであるとか、モニターが多数あってペーパーレスを進めやすくなったといっ

たような声があり、業務の効率だとか利便性の向上につながっていると捉えています。 

 次に、市民からの意見についてなんですが、庁舎が広くて迷いそうであるとか、エレベータ

ー内にも案内が欲しいなどといった声がありましたことから、訪問先のカウンターをより分か

りやすくするため、今年度はエレベーターホールであるとか、各カウンターへフロアマップを

追加しました。また、エレベーターにも案内を掲示したところでございます。 

 今後も来庁者の声に耳を傾け、利便性の向上に努めてまいりたいと思います。 

 以上です。 
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○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 私も新庁舎に対して思うことなんですが、低層棟は比較的どのような

課があるかという表示が分かるんです。それから、高層棟に行くと、会計課というのは大きい

看板があるんですよ。金を取るところはやｈり分かりやすくしてしまうのかと思って、それ以

外は本当に分からないです。しかも、呼ぼうと思って、山元財政局長呼んでくれませんかと言

ったら、どちら様でしょうかと言って、まず聞かれるんです。私の顔はみんな知らないです。

しかも、呼ぶときに電話をかけている、電話番号は小さくて眼鏡をかけないと見えない。昔は

役所というのは、会計課みたいな看板がみんなついていたのに、ああいうものがあったほうが、

やはり、どこの課がどこにあるかというのが分かりやすい。あれをつけると、新しい役所とし

てグレードが下がってしまうとでも思っているんですか、どうですか。 

○主査（伊藤隆広君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 別にグレードが下がると思っているわけではございませんで、低層棟のほう

につきましては比較的事業者が多くて、何々の用がというよりは課の名前、自分の用があると

ころは何々課だと分かっている方が多いものですから、そういう声が多いということで、今、

順次課名の表示をつけているという状況でございます。高層棟のほうにつきましては、一般的

にあまりお客さんもそんなにいらっしゃらないんですけれども、何々の件についてというよう

な方が多いものですから、今のところ何々課がというような声はそれほど多くないという状況

の中で、低層棟のほうを先行しているという状況という形でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） いろいろ言い訳はあるんでしょうけれども、古い庁舎との違いという

点では、古い庁舎のときは用事があるときは直接出かけていって、控え室まで全部呼びつける

のは何か議員が偉そうな顔をしているように思えるので、できるだけ出かけていって話をしよ

うと思うんです。だけれども今、まだ私も山元局長はどこの部屋のどこへ座っているか全然分

からないんです。尋ねようがないんです。だから、そういうのは、尋ねられなくて本人はほっ

としているのかもしれない、違いますか。そういう点で分かりづらいということだけ申し上げ

ておきたいことと、エレベーターのホールの中にフロアマップを作ったということは分かるけ

れども、市民が言っているように、当分の間はエレベーターの前に案内ぐらいはつけておいて、

どこですよ、これですよと言ってあげたほうがいいのではないかということだけ申し上げてお

きます。 

 次に、市有建築物の計画保全について建築部が予算化しているようですが、資産経営部の計

画に沿っているのか、その内容と計画についてお示しいただきたい。 

○主査（伊藤隆広君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 建築部の市有建築物計画的保全事業につきましては、資産経営部の公共施設

等総合管理計画の中で、平成28年度当初予算編成より、市有建築物の保全業務に関する予算を

都市局建築部に一括配当し、一元的に執行する保全事業の予算一元化の取組として位置づけて

実施しているものでございまして、これによりまして施設全体の公平な評価及び同執行時の一

括発注など、予算の効率的かつ効果的な執行に努めているものでございます。 

 その内容ですが、資産の総合評価で計画的保全と位置づけた施設につきまして、保全事業の

内容や実施時期の妥当性を評価する保全事業評価ですとか、建物の劣化部位や必要な工事等を
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把握する建物劣化度調査を実施した上で改修内容の詳細を決定しておりまして、複数の改修が

１回の工事で済むよう実施時期の調整をするなど、建築部におきまして計画的に改修内容の精

査を行っていると聞いております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員、残り10分となります。野本委員。 

○委員（野本信正君） 十分です。 

 その中で、災害時の避難所と生涯教育の拠点である公民館のうち、老朽化している建物の改

修計画についてお示しいただきたい。 

○主査（伊藤隆広君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 市内に公民館は47施設ございまして、そのうち25施設が築40年以上というこ

とで老朽化対策が課題でございます。そのことから今後見込まれる施設の維持更新コスト、将

来の財政状況を勘案いたしまして、社会教育施設を適切に維持できるよう、個別施設ごとに対

応方針を定めました。千葉市社会教育施設保全計画、公民館、図書館を教育委員会、生涯学習

部におきまして令和７年度の早期に策定して整備を進めると聞いております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 災害時に我々も避難者を訪問してみると、学校でたくさんの人が集ま

るよりも、公民館などで分散していることが非常に避難しやすいと評価されています。 

 太陽光発電もついてやっているし、ただ老朽化しているために２階に行くエレベーターがな

いとか、それから耐震は大丈夫なのかとか、いろいろ言われます。47施設のうち25施設が40年

以上たっているということは、半分以上です。だから、災害の避難と生涯教育の拠点というこ

とを考えると、かなり優先度を高くしなければいけないのではないかと思うんですが、今年度

の整備計画を見てみますと、公民館、図書館等で見ると、千城台公民館と図書館の複合化、花

見川図書館と犢橋公民館の複合化、これも２件しか入っていないですよね。だから、25施設の

うち23施設は全く手をつけていないと。ここのところはもっと本気になってやらないと、いざ

というときにやはり役に立たないのではないかと思うんです。その辺をしっかりやっていただ

きたいと思いますが、イエスか、ノーか、単純に伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 今、申しました計画を令和７年度早期に策定いたしますので、それに基づい

て十分に必要なことをやっていきたいと思っております。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 時間がないので飛ばします。 

 市税徴収について物価高騰などで、厳しい生活の市民が増えていますが、親切な徴収が必要

だと思いますが、どうですか。 

○主査（伊藤隆広君） 税務部長。 

○税務部長 納税が困難な場合は、納税相談で事情を丁寧に伺いまして、収入や資産状況を確

認した上で徴収猶予をするなど、納税者に寄り添って柔軟に対応しております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 
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○委員（野本信正君） 差押えは最終手段として慎重に行うべきでありますが、実態はどうで

すか。 

○主査（伊藤隆広君） 税務部長。 

○税務部長 差押えにつきましては、度重なる催告等にもかかわらず何も反応がないなど、相

談に応じていただけない方を中心に、財産が確認できた場合に執行するよう、徴収担当職員へ

認識を共有しております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 市税徴収と差押えの基本的立場、理念についてはどのような教育をし

ているんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 税務部長。 

○税務部長 国税徴収法精解の序文に、新国税徴収法の認める租税債権の優先的効力も、その

徴収に当たって用いる強制力も、その運用は極めて慎重にすべきことが了解されているという

ことであると記載されております。 

 税務部は市税のほか、債権管理と総合調整を所掌しており、国民健康保険料等の各所管への

指導や助言に限らず、徴収に関する研修等を通じて、強権力の実施については真にやむを得な

い場合の最後の手段であることを認識し、共有するように努めてまいります。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 税務部長は租税徴収制度調査会答申をまとめた、我妻栄先生の教訓を

学んでおりますか。 

○主査（伊藤隆広君） 税務部長。 

○税務部長 先ほど申し上げましたとおり国税徴収法精解の序文に書かれておりますことです

とか、あと終盤のほうには、よく切れる刀を持つ者が必要以上に切らないよう自制することは、

すこぶる困難であると記されているということで、最後に本書がこれを戒めるために役に立つ

ことであるということで理解しているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 我妻栄先生は、納税義務者の態度のいかんによってはかような制度を

必要とする場合であることを認めたからであるが、言い換えれば、これらの優先効力の主張も、

強制の実施も、真に止むを得ない場合の最後の手段として、これを是認せざるを得ないと考え

たからであると。したがって、また、徴税当局がこれらの制度の運用に当たっては慎重の上に

も慎重を期すことが当然の前提であると了解されていると述べられていますが、このことにつ

いて承知しておりますか。 

○主査（伊藤隆広君） 税務部長。 

○税務部長 その理念については承知しておりまして、まずは納付相談に丁寧に応じまして、

その上で、どうしても納付相談に応じてもらえないときに最後の手段として滞納処分を執行す

るという手順を踏むようにしておるところでございます。 

 以上でございます。 
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○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 令和５年度で見ても、差押え件数は5,450件とかなり多いです。特に

最近、さっきお話があったように、国民健康保険料のほうもやっておられると。そういう中で

納められない方に差押えまでするというようなことがされているようです。これは我妻先生の

意思から見ると違うのではないかと私は思うので、もっと慎重にやっていただいて、そして相

談の上で納税できるように優しくやっていただきたいと。不当に納めない人にはびしびし取っ

てもらって結構です。そこを遠慮しろとは言っていません。今は本当に物価高で困っている人

たちについては、しっかりとそういう対応をしていただきたいと思います。 

 最後に、今問題になっている若葉区などでの金属スクラップヤードに対する課税はちゃんと

行っておりますか。 

○主査（伊藤隆広君） 課税管理課長。 

○課税管理課長 課税管理課です。 

 スクラップヤードにつきましては、固定資産税が主になりまして、土地と家屋と償却資産が

ありますけれども、必要に応じて現地調査をして対応しているところでございます。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 100か所を超える金属スクラップヤードがある中で、昨年度は土地30

万円、家屋20万円、償却資産150万円、合わせて200万円しか徴収していないんです。これは数

からいって、ちゃんとやっているとは思えない。金属スクラップヤードが近所に迷惑をかけな

がらあれだけ林立していることに対して、しっかりと徴収をしていただきたいということをお

願いして、終わります。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） それでは、簡単にいきます。 

 債務残高が１兆円を超えてくるということなんですけれども、実質収支はどうなっています

か。 

○主査（伊藤隆広君） 財政部長。 

○財政部長 直近の実質収支、一般会計の決算の状況を申し上げます。令和５年度の黒字が28

億円、４年度が55億円、３年度が約30億円という推移になっております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 財政規模が１兆円を超えてきていますよね。そうすると、財政規模と

債務残高とのある程度の関係というのはどう考えているんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 財政部長。 

○財政部長 将来負担に対する収入に対する割合ということで、健全化判断比率で将来負担比

率というものを用いておりまして、それが、分母が基本的には収入、分子が将来債務というこ

とで、今現在、大体130％ぐらいなので、収入に対して1.3倍ぐらいの規模になっております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） いわゆる債務残高の額にかかわらず、実質収支が黒字であればいいの
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ではないですか。それについてどう思います？ 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 実質収支は単年度の成果と考えておりますので、それに比べて市債残高が増えて

いくというようなことになりますと、長期的にやはり厳しい状況が見込まれますので、それは

長期的に見た中で、先ほどの健全化判断比率等も含めて判断していく必要があるのではないか

と考えております。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 財政運営のやり方次第だと思うんですけれども、いわゆる借換えをや

ってしまえばうまく財政が回っていくじゃないですか。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 借換えも一部当然やっておりますけれども、借換えしたところで結局元金は残っ

ている状況になりますので、それが増え続けないようにすることが必要だと考えております。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） その借金の全体額で驚いてしまっているので、実質的には、いわゆる

実質収支が黒字であれば、それで財政運営がきちんとできれば、それでいいのではないですか。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 市債残高とひとくくりで言ってしまいますけれども、その中には臨時財政対策債

みたいに交付税でまるまる見てもらえるものもあります。それ以外に、いろいろな施設整備、

庁舎もそうですけれども、そういうときに一定の割合を交付税で見てもらえるものもあります

ので、そういったものを変えていくことというのは当然必要だと思います。それによって金額

が増えるというのはさほど心配しなくてもいいのかもしれませんけれども、ただ、そうでない

ものも含めて、全体で、例えば、一般単独事業債ですとか、そういったものですと交付税措置

が全くないようなものが増えてくるというのはやはりまずいと思いますので、そういう意味で

の指標であります健全化判断比率については、よく見ながら対応していく必要があると思って

います。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） そうすると、債務残高の中身の問題になるわけですね。分かりました。 

 私は、財政規模が１兆円を超えてきて、それに対する適正債務残高というのがあるんですけ

れども、適正ということはないのだけれども、その地方団体によって、かなりの事情があると

思って、財政運営の力の差によって相当出てくるのではないかと思うんですけれども、いわゆ

る債務残高１兆円にこだわると、財政規模がだんだん大きくなってきた場合に、これは１兆円

を超えてきましたよね。そうすると、何か縮小するような感じになって、私は実質収支をきち

んと守れるような財政運営ができれば、財政規模との関係、資産との関係があると思いますけ

れども、そういうのはあまり気にすることはないと思うのですけれども、それはどうなんです

か。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 おっしゃるとおり、財政規模が大きくなればそれに応じて市債残高は大きく変え

ても大丈夫ではないかという話は当然あろうと思います。先ほども少し申し上げましたとおり、

市債残高と言っても中身によって大分違いがあるということの中で、やはり一つの目安となる
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のが将来負担比率ですとか、実質公債費率とか、公債費をどれだけ払っているというのは、長

期的に考えた中でやはり判断していく必要があると思いますので、そういったものは見ていき

ながら対応していくことが必要だと思っております。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 今の千葉市の現状で、千葉市は交付団体のほうがいいのか、不交付団

体のほうがいいのか、それはどう考えていますか。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 もちろん、浦安市みたいに税収等が多くて多くて不交付団体になるということで

あれば、税収が増えた分がそのまま歳入となりますので、それはいいと思いますけれども、一

方で千葉市はそうはなっておりません。交付団体ですので、交付団体としての収入が入ってく

ると。どちらがいいというのは、本当は交付税を受けなくても自立できれば、それは一番いい

のかもしれませんけれども、なかなかそういう形で自治体を運営するのは非常に厳しい状況も

ありますし、市税収入がそれだけ入ってくるのかというと、なかなか入ってこないという状態

もありますので、どちらがいいというのは一概に言えないと思いますけれども、交付税を受け

なくても対応できるという団体であれば、それだけ豊かな団体だと見られるんのではないかと

思います。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） この間、市原市に視察に行ったんです。そうしたら、市原市の本音は、

不交付団体よりも交付団体のほうがいいですよという実感を述べてくれたんです。だから、そ

の辺のこういう財政的なバランスは、千葉市のほうはそれを考えてやっているのかどうかとい

うのを、少し聞かせてください。 

○主査（伊藤隆広君） 財政局長。 

○財政局長 交付団体になろうと思って交付団体になっているということよりも、結果として

税収、その他の収入を見た中で交付団体になっているということなのかと思います。交付税が

入ってこなければ本当に財政運営は非常に厳しくなりますので、そういった意味では交付税が

入ってきているというのは、非常にありがたいと思っております。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 私は、いわゆる地方公共団体といえども、投資という概念も非常に必

要ではないかと思っております。 

 ある党は大型開発を目の敵にしますけれども、投資なくして財源は生まれないんです。だか

ら、どんなに社会保障費が増大しても、入るものがなければ対応できないわけです。そういう

意味においては、私はいわゆる地方公共団体といえども、投資という概念はやっておくべきで、

やはり大型開発をやらないと税収は生まれてこないわけなんです。そういうことで、だから、

一方的に要求するだけでは、ない袖は振れないわけです。そういう意味ではやはり大型開発も

やり過ぎは困りますけれども、何でもかんでも駄目だということはないと思いますので。

（「何でもかんでもとは言っていないですよ」と呼ぶ者あり）何でも駄目だと言っています。

（「誤解していますよ」と呼ぶ者あり）ということで、私は投資という概念はきちんと入れて

おくべきだと思います。まして、こういうインフレの時代になってくると、そういう概念とい

うのは非常に必要ではないかと思っております。今後、財政運営についてはそういう考えを生
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かしていっていただきたいと考えております。 

 それと、あとは卑近な例で、ふるさと納税ですけれども、千葉市の名産がないのは困ります。

とにかく、やはり大都市であっても、やはりお土産物がないと、ところがお粗末極まりない。

落花生もなかでも、私は何でもいいと思います。要するに千葉市の土産があれば、これは非常

に名産をつくっていく必要があるのではないかと。要するに、ふるさとという感覚がないんで

すよね。 

 かつて私は、千葉市にお客さんが来たときに、土産に非常に困ったときがありました。焼き

ハマグリをやりました。焼きハマグリは喜ばれました。でも非常に千葉市の名物としては珍し

がられたということはありますので、ぜひとも、ふるさと納税の対象になるものは何かつくっ

てもらわないと、お客さんが来ても、千葉市の何かという土産をあげられないんですよ。千葉

市というのは非常に農産物にも恵まれていますし、そういうものを生かしながら、やはり、ふ

るさと納税の対象になる目玉をつくっていただきたい。やはり自主財源をつくるということは

非常に必要なことですから、その辺はひとつよろしくお願いしたいと思っております。 

 時間がきましたので、以上で私の質問は終わります。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○主査（伊藤隆広君） ほかに御発言がなければ、以上で、財政局所管の審査を終わります。 

 財政局の皆様は御退室願います。ありがとうございました。 

［財政局退室］ 

 

○主査（伊藤隆広君） それでは、審査の都合により、暫時休憩いたします。 

 再開は13時30分といたします。よろしくお願いします。 

 

午後０時41分休憩 

 

午後１時30分開議 

 

○主査（伊藤隆広君） 休憩前に引き続き分科会を開きます。 

 傍聴の皆様に申し上げます。分科会傍聴に当たっては、傍聴証に記載の注意事項を遵守いた

だきますようお願いいたします。 

 

総務局所管審査 

○主査（伊藤隆広君） 続きまして、総務局所管について審査を行います。 

 資料はサイドブックスのしおり４番でございます。 

 それでは、当局の説明をお願いいたします。総務局長。 

○総務局長 総務局でございます。よろしくお願いいたします。 

 総務局の令和７年度当初予算案につきまして御説明いたします。恐れ入りますが、座って説

明させていただきます。 

 令和７年度局別当初予算案の概要の４ページを御覧ください。 
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 なお、金額につきましては、100万円未満を切り捨て、100万円単位で御説明させていただき

ます。 

 初めに、１の基本的な考え方でございます。 

 まず、総務部でございますが、千葉市人材育成・活用基本方針に基づき、職員の資質向上を

図るとともに、全ての職員が生き生きと活躍し、能力を発揮できる職場環境を推進してまいり

ます。 

 次に、情報経営部でございますが、デジタル技術を活用して、庁内の情報システムの見直し

や最適化を進め、市民サービスの向上と業務の効率化によるコスト縮減を図ってまいります。 

 次に、２の予算額の概要でございます。 

 総務局の予算は全て一般会計でございまして、歳出総額は表の一番左の上段で、505億7,000

万円でございます。前年度比53億6,500万円、11.9%の増となっております。 

 この内訳としまして、表の左側の２段目の給与費ですが、一般会計における正規職員の給与

費として387億7,900万円で、前年度比４億6,100万円、1.2％の増となっております。 

 この主な理由としましては、給与改定に伴う給料等が増額となることなどによるものでござ

います。 

 次に、表の左側の３段目の事業費ですが、 117億9,000万円で、前年度比49億400万円、

71.2％の増となっております。 

 この主な理由としましては、住民情報系システムの標準化や庁内ネットワークシステム、チ

ェインズの構築、運用に係る経費が増額となるほか、定年年齢引上げに伴う職員退職手当基金

への積立金が増額となったことなどによるものでございます。 

 表の右側に記載しております、歳入の主なものにつきましては、デジタル基盤改革支援補助

金収入、25億6,200万円、職員を派遣しております団体などからの給与費負担金収入、4,900万

円などがございます。 

 次に、３の重点事務事業でございます。 

 初めに、総務部でございます。１の職員研修、4,100万円ですが、職務の遂行に必要な能力

を養成するため、各種職員研修を推進するものでございます。集合研修、外部への派遣研修の

ほか、チェインズ端末を使用したｅラーニングシステムなどを活用し、職員の自主的、自律的

な学びを後押しする環境も整えております。 

 ５ページを御覧ください。 

 続きまして、情報経営部でございます。 

 まず、１のあなたが使える制度お知らせサービス、1,400万円、このほか債務負担行為とし

て1,600万円ですが、市が保有する住民情報を基に各種手当や健康診査など、利用できる行政

サービスについてお知らせする、あなたが使える制度お知らせサービスについて、利便性向上

を図るため、システム更新に合わせた改修を行うものでございます。 

 次に、２の業務効率化の推進、1,800万円ですが、業務の効率化と生産性の向上を図るため、

ＲＰＡ、ＡＩ－ＯＣＲ及びローコード・ノーコードツールを活用するものでございます。 

 次に、３の外部監査、1,700万円でございますが、毎年度実施しております包括外部監査に

係る経費でございます。 

 次に、４の情報セキュリティー対策、３億4,800万円ですが、個人情報の漏えい等を防ぐた
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め、情報セキュリティー対策を行うものでございます。 

 インターネット経由の脅威等に対し、高度な対策が施された千葉県自治体情報セキュリティ

クラウドを利用することや、職員を対象とした情報セキュリティー研修、情報セキュリティー

訓練などにより、情報セキュリティーの向上を図るものでございます。 

 最後に、５の住民情報系システムの標準化、33億2,600万円、このほかに債務負担行為とし

て51億8,600万円ですが、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、住民基

本台帳などの業務で使用する情報システムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム

への移行を進めるものでございます。 

 説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○主査（伊藤隆広君） ありがとうございました。これより御質疑等に入りたいと存じますが、

答弁に当たっては、所管より簡潔明瞭に御答弁願います。 

 それでは、御質疑等がありましたらお願いいたします。黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君）一問一答でお願いします。 

 あなたが使える制度お知らせサービスについて、質問します。あなたが使える制度お知らせ

サービスの利便性向上を図るためにシステム改修を行うとありますが、具体的にはどのような

利便性向上が図られるのでしょうか。教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 情報経営部長。 

○情報経営部長 まず、利便性の向上が期待される改修というものは、次年度は２つの改修の

実施を予定しておりますけれども、いずれもあなたが使える制度お知らせサービスで通知でき

る制度を拡充しやすくするためのものとなっております。 

 まず１点目でございますけれども、簡易な通知機能を追加するための改修というものを行い

ます。具体的には、所管から提供されるリストを取り込むことで、任意の通知対象者を抽出で

きる機能を追加するための改修を行います。これによりまして、所管側でマッチングした送付

対象者を取り込んで、通知対象者へ通知することが可能になるということでございます。 

 ２点目に、これは簡易な抽出機能を追加するための改修を行うものでございます。具体的に

は、簡易な条件であれば新たな制度の拡充を、毎回システム改修を行うことなく実施できるよ

うにするために、いわゆる汎用的な抽出条件、例えば何、歳以上とか、何区在住とかいうよう

な汎用的な抽出条件を追加しまして、職員がそうした条件を組み合わせることで新たな制度の

拡充を行えるようにする機能を追加するための改修、今まではカスタマイズしなければいけな

かったんですけれども、そういった汎用的な条件を組み合わせることによって、拡充しやすく

するような改修を行うものでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） そうなると、提供される項目というのも、もう無限にというか、制限

なく追加することは技術的にはできるようになるということなんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 情報経営部長。 

○情報経営部長 今も、まずお金をかければできるわけでございますけれども、まずはお金を

かけなくても汎用的な条件を組み合わせれば、かなりやりやすくなります。例えば、年度限り

の給付金であるとか、そういったものであればある程度、今までのデータを組み合わせまして、
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何々区に在住している、何歳以上の方に配ろうというのであれば、そういったものを今までは

ずっと継続的にやるものを基本的にしていましたけれども、そういう単発的なものにも拡充す

ることはできますし、また、所管課の取り込みというものに関しましては、例えば、今言った

年度限りの給付金もそういった形でやることもできるかもしれませんし、あとは、マイナンバ

ーが切れた場合に、あなたは切れていますよということをデータをリスト化してもらって、そ

こにピンポイントに送るということも可能になるということでございまして、かなり制度拡充

の可能性は広くなると考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） では、職員の方も、利用される方も、どちらも便利になるというか、

忘れていてもプッシュ型で通知が来たりとか、そういうことがすごく、より多くなるというこ

となんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 情報経営部長。 

○情報経営部長 そうですね、今も通信すること自体は別に定期的なものでありますので、変

わるものではないんですけれども、いわば制度のほうを追加しやすくなるといった点はあるか

とは思います。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございました。 

 では、引き続き同じく、このあなたが使える制度お知らせサービスなんですが、このサービ

スに登録するには、まず登録番号を取得するための申請が必要です。申請後約３週間後にはが

きで登録番号が届き、その番号を使って本登録を行うという２段階の手続になっています。 

 先日の議案研究では、申請者数が１万3,162人だったのに対し、実際に登録を完了したのは

9,633人にとどまっているとのことでした。この差は、手続が複雑であることが影響している

のではないでしょうか。このような手続が必要な理由と、オンラインで全て完結できるように

するための課題を教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 情報経営部長。 

○情報経営部長 まず御指摘のありました、はがきを使うような手続が必要な理由ということ

でございますけれども、そちらのほうはオンラインで申請いただいた情報と、あと本市が保有

している住民情報を突合した上で、申請者の住所宛てに転送不要のはがきを送付しまして、は

がきに記載された登録番号をＬＩＮＥ上で入力していただく、そういうことをもって確実な本

人確認を行おうとするものでございます。そういった理由でやっているところでございます。 

 また、御指摘のとおり、登録者伸び悩みの一因、要は申請者と登録者の差異の話でございま

すけれども、一因としましてはこのような申請手続、なかなか申請しても登録に至らないとい

う煩雑さがあると考えておりまして、次年度の更新における改修においても検討ということで

ございますけれども、マイナンバーカードを活用した公的個人認証による即時登録機能なども

追加することで、オンラインで全て完結するよう改修することも一応検討はしておりました。

ただ今回の令和７年度は見送っているということでございます。 

 その見送った理由というか、課題になるわけですけれども、それにつきましては、今申し上
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げたような即時登録を行う機能につきましては、当初想定したものについては改修費に加えま

して、公的個人認証の利用料のほうも発生してしまうというものでございましたけれども、今

現在そういった、そういう個人を確認するような機能につきましては、こうした既存の有償サ

ービスに加えまして、無償で利用できるような形でデジタル庁がデジタル認証アプリＡＰＩな

どもリリースされていたり、また新たなものが今年度もリリースされているというところでご

ざいます。 

 ただ、そういったものは現時点では実際に扱う業者側の話ですけれども、なかなか対応は現

時点では困難であるこということは話を聞いてみると、そういうことが挙げられるところでご

ざいます。 

 こうしたことから、次年度につきましては、またそういったものが時期尚早ではないかと考

えまして、課題ではありますけれども時期尚早と考えたところでございます。ですので、繰り

返しになりますけれども、一応、基本的にはある程度、そのような機能につきましては現在は

過渡期なのかと、いわゆるいろいろなものが種々雑多にあるような状態なのかと思っておりま

すので、より安価でより効果的なものはなるべく導入していきたいと考えておりまして、引き

続き検討課題と考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございました。では、最後に所感を述べさせていただきま

す。 

 すごくいい取組というか、便利になる取組だと思うので、ぜひすごく応援しています。 

 ２番目の、登録手続が、はがきで１回送られたものをやらなければいけないというのは、何

かデジタルを推進、ペーパーレスということとは反対の方向かと思うので、ただ、今おっしゃ

ったとおり、過渡期でもうすぐそういうサービスができるということをおっしゃっていたので、

ぜひ、情報を早く得て、安価で使いやすいものを早めに導入していただければと思います。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 他にございますでしょうか。桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） 一問一答でよろしくお願いいたします。 

 まず総務部からお伺いいたします。職員研修のことについては資料を読ませていただきまし

た。先ほどの説明も受けて、研修の方法とか形態についてはよく分かったんですけれども、内

容が少し分からないと思いました。 

 例えば、公務員の研修については、以前は人権と不祥事防止みたいなことをずっとやってい

たのが、もう近年はリモートとかでデジタル化、ＳＤＧｓ、インクルージョン、多様性とか、

座学だけではない実践スキルみたいな、最近はもうビッグデータとか、生成ＡＩとか、カスハ

ラとか、新しいメニューがどんどんきているわけでございますけれども、そこであえて大ざっ

ぱに聞きますけれども、本市は特に来年度こういった研修の取組でどういうことを考えていく

のか、お示しください。 

○主査（伊藤隆広君） 人材育成課長。 

○人材育成課長 人材育成課でございます。 

 職員研修におきましては、まず基本的な考え方として職位に応じた役割を果たす上で必須と
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なる知識、能力の習得はもちろんのこと、応用能力の向上ですとか、行政を取り巻く様々な課

題に対応するための時宜にかなった研修というのも必要になると考えております。 

 今、委員のほうからお話がありました、人権ですとか、不祥事防止、こういったことは大切

ですので今後も続けていきたいと考えておりますが、先ほどの時宜にかなった研修というとこ

ろで、来年度の取組などを申し上げますと、生成ＡＩ技術などに関しましては、選択研修とい

う形で、データ分析の内容も盛り込んだＡＩ研修というのを予定しております。また、近年話

題となっておりますカスハラ対策に関しましては、これまでは行政対象暴力、暴力対策研修な

ども行っておりますが、現在集計中の職員アンケートの結果なども踏まえまして、新たな研修

の開催なども検討していきたいと考えております。 

 その他のＣ－ＬＥＡＲＮＩＮＧといって、チェインズで見られる動画コンテンツ、こういっ

たものでもＡＩですとか、そういったもののコンテンツの提供を予定しております。 

 今後も社会情勢の変化を踏まえまして、職員としての必要な知識、能力というのを十分に検

討した上で、職員研修の実施、また職員の育成というのを行ってまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。これは、さっき言った、いろいろな項目が、

どんどん宿題が増えていく中で、これを全部やれという話ではなくて、今おっしゃっていただ

いたように、時宜にかなったものをやっていくというところで、まさに司る側のほうがしっか

りアップデートをしながら、そういうのを進めていっていただくのが大事かと思いました、よ

ろしくお願いいたします。 

 資料に載っていないほかの事業について伺います。フロアサポートスタッフについて、昨年

の12月の代表質疑で私は質問しました。あのときはまだ運用から半年も経っていないところだ

ったのですけれども、答弁をいろいろいただきました。要は障害のあるスタッフ３名と調整員

１名の合計４名のチームが市役所の３フロアに配置されていると、これは障害者の方の法定雇

用率を上げるという、そういった量的な問題というよりも、本当に障害のあるなし関係なく、

一緒の場で一緒に働く、そういった光景をつくっていくという、そういったことにしっかりな

じんでいくという、そういったことを、もちろん特性とか希望に応じてということになります

けれども、そういった意味でインクルーシブな地域社会をつくるという上では、非常に重要な

取組ではないかということで、質的な観点で意義が非常にあるということを高く評価していた

ところでございます。 

 そういったところで、地道な取組であるのですが、この取組は来年度以降、どのように考え

ているかということが１つと、もう一つは、理念的にすばらしい反面、理念的にすばらしいと、

実態が伴わないときに、そこを正直に議論できないという危うさがあります。こうすべきだと

いう話になるので、そうではなくて、しっかり課題があるのであれば課題をしっかり整理して

実情に合わせていくということは大事かと思いますので、その点についても、何か今年いろい

ろ整理されたことがあればお示しいただきたいと思います。お願いいたします。 

○主査（伊藤隆広君） 人材活躍推進室長。 

○人材活躍推進室長 人材活躍推進室でございます。 

 フロアサポートスタッフですけれども、委員がおっしゃったとおり、今年度は本庁舎の３フ
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ロアに配置しておりますけれども、来年度は本庁舎の６フロアと、区役所１か所の計７か所に

配置することを考えております。これにより、障害のあるスタッフは今年度９人だったものが、

来年度は21人に、業務調整員は今年度３人だったものが、来年度は９人になる予定です。 

 次に、課題についてでございますけれども、今年度の取組の中で、障害のあるスタッフが勤

務を続けていくためには、やはり一人一人の状況に即したサポートが必要不可欠であるという

ことを改めて認識したところです。 

 このことから、定期的な面談や相談体制の拡充などを行いまして、今まで以上にスタッフの

状況に気を配りながら、必要となるサポートの有無などを把握していきたいと考えております。 

 あと、今後なんですけれども、最近では職員から紙資料の電子データ化だったりとか、地理

情報システムである統合型ＧＩＳを活用した資料の作成などを依頼されることが多くなってき

ました。これらの業務は職員の事務負担の軽減や、業務の効率化に大きく貢献するものと思わ

れますので、このような業務が増えることでフロアサポートスタッフの活躍の場の拡充につな

がるものだと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。分かればでいいんですけれども、導入され

る区役所が分かれば、お示しください。 

○主査（伊藤隆広君） 人材活用推進室長。 

○人材活躍推進室長 来年度導入の区ですけれども、今、若葉区役所で調整をしているところ

でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。いわゆる障害を有する方を特定の場所に集

めてやる作業、それも必要だと思います。そういった場所のほうが安定して取り組めるという

方もいらっしゃると思いますし、そういう希望もあると思いますし、その一方で、それだけで

はなくて、冒頭に申し上げましたように、特定の場所に障害者の方を集めるだけではなくて、

同じフロアで、同じ場所で、時に同じ課題について、ちょっとしたことでも話し合うというか、

そういった職場もすごくそれは本当に意味があると思いますので、ぜひともお願いしたいと思

います。 

 その上で合理的配慮というのはやはり、もちろん健常者が一方的にすることではない、しっ

かり対話をすることだと思います。そういった趣旨のことも言っていただいたのではないかと

思いますので、そういったコミュニケーションをしっかり取っていただいて、ぜひとも発展さ

せていただきたいと思いますので、お願いいたします。 

 続いて情報経営部についてお伺いします。先ほど黒澤委員のほうから、あなたが使える制度

お知らせサービスについてはお話をしていただきました。申請者の数、登録者のギャップ、こ

れは決算のときにも指摘させていただきましたけれども、それについても取り組まれるという

ことでしたので、よろしくお願いいたします。 

 特にこういったものを使いやすいのは現役世代、なかんずく子育て世代はとても使いやすい

ので、目指してほしいステップは高齢者であるとか、福祉を要するような障害を持っていらっ

しゃる方が、なおさら利便性が高まるには、そういったデジタルをぜひとも推進していただき
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たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次、業務効率化について伺います。あまり私は詳しくない領域で、ＲＰＡについて予算額が

大きいのか少ないか、あらましを見てもよく分からないところ、自分に専門的知識があまりな

いので、それを、一般的には多分、これは資金とか、結構専門的知識が必要ではないかと思わ

れる分野ではないかと思うんですけれども、本市ではどういった分野で活用されているのか、

お示しください。 

○主査（伊藤隆広君） 情報経営部長。 

○情報経営部長 本市の活用分野でございますけれども、受け付けした申請内容をシステムに

自動入力させるようなことができるようなもの、具体的には保育所等の利用申請受付業務など

で活用されているところでございます。 

 なお、この事例につきましては、年間大体230時間の削減効果、要するに転記するような作

業が自動的に行えることになりますので、230時間ぐらいの削減効果があるのかと、職員の事

務時間が減る効果があると見込んでおります。 

 また、紙で受け付けた申請につきまして、紙に記載されている内容をデータ化するＡＩ－Ｏ

ＣＲ、要するに自動読み取りですが、ＡＩ－ＯＣＲと組み合わせることによりまして、リスト

化されたデータをそのまま自動的に入力できる、ものを読み取ってそのまま自動的に入力でき

るということで、活用することで高い効果が得られるとされて、結構一般的に使われているも

のでございます。 

 なお、法務省がホームページにおいて公表しておりまして、具体的には自治体におけるＡ

Ｉ・ＲＰＡ活用促進というホームページのページがございまして、そこによりますと、他自治

体においては財政、会計、財務、そういったお金のやり取りであるとか、児童福祉、子育て、

いわゆる申請をそのまま中に入力するような作業のあるようなもの等への導入が多く、広く一

般的に活用されているものだと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。国内のほかの一般的な状況についても教え

ていただいたので、理解が進みました。 

 このＲＰＡとか、こういった分野については、国内に限らず海外でも親和性があるというか、

いろいろな先進事例を学べると思いますので、海外では税務とか人事管理なども、もうやって

いるとか、建築許可の申請もそれでできてしまっているという話も聞こえてきますので、いろ

いろさらに研究を進めていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

 続いて、ノーコード・ローコードツールというのが出てくるんですけれども、これも自治体

での活用と言われると、職員がプログラミングなしで、自分で何か業務アプリを開発するよう

な、そんな感じなのかと、そこら辺も含めて、本市ではどのような事業でどの程度展開、活用

されているのか、お示しください。 

○主査（伊藤隆広君） 情報経営部長。 

○情報経営部長 今回ノーコード・ローコードツールの活用事例ということでございますけれ

ども、具体的な事例としましては、下水道部などで活用されている事例がございまして、この

事例の場合につきましては、予算に関する部内の共通のデータベースを作成しまして、約310
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時間程度の削減効果を見込んでいるところでございます。 

 これは恐らく、いわゆるデータの転記、個々の課がエクセルで管理しているものの転記作業

を容易にしたり、あとは各種の集計作業を効率化するといったことによって、そういった310

時間ぐらい、今までが端的な表での管理だったものを、こういったノーコード・ローコードツ

ールを組み合わせるということで削減効果があるとされているものでございます。 

 なお、この本ツールにつきましては、現在千葉市の中の28課で活用しているところでござい

ます。 

 御指摘のとおり、このツールにつきましてはプログラムの知識がなく、マウス操作などでシ

ステム開発をすることができるソフトウェアということでございまして、あまり高度なもので

なければ内製することも実は可能です。あとはツールを使わなくてもできなくはないというこ

とでございます。 

 内製することが効果的ではないようなシステムも当然出てきます。単にエクセルを２枚組み

合わせればいいとかいうようなものも当然ありますので、そういったものにつきましては、本

当にノーコード・ローコードでつくってアプリでずっとやるべきなのか、単なるエクセル管理

でとどめるべきなのか、それとも今後は効果検証を行いながら、効果が見込まれる業務への活

用を図っていきたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。これも、そんなには詳しくないんですけれ

ども、でも、今の大学生は自分でアプリを作ったという話も普通に聞こえてきたりしますので、

これからどんどん新しく入ってこられる職員の方は、本当に簡単にできてしまうのかもしれま

せん。 

 茨城県のある自治体なんかだと職員の半数以上が、もうそういうのを自分でつくって、それ

で日常的にそういうのが200以上稼働しているということも情報として入ってきております。

先ほどのＲＰＡも含めてこういった取組は大事だと思います。 

 先ほど来からいいと思っているのは、何時間削減できたということをちゃんと効果を把握さ

れているということが一つですけれども、その一方で、今後やはりデジタルというと、ワープ

ロの代わりに文字を入力すればデジタルという感じがするような年代ですけれども、そうでは

なくて、やはりデジタルというのは人間だけではできなかったこともできるので、そういった

ことの効果もいろいろ見極めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 情報系について最後、住民情報系システムの標準化のことが出ていますので、あらましに基

づいて聞きますけれども、これは、去年からもずっといろいろ聞いているところでございます。

ここで書いてあるスケジュールも、もう、とにかく進めていただきたいということしかないん

ですが、これは昨年、ここで話したときは、令和８年度以降は７システムではなくて６システ

ムだったと私のほうでは理解していまして、国民年金とか国民健康保険、税務、介護保険、生

活保護、健康管理の６システムを何かやっているという理解だったんですけれども、増えるの

はいいことかもしれませんけれども、加わったのはなぜかということも含めて、どの分野が加

わるのかということも含めてお示しください。 

○主査（伊藤隆広君） 情報経営部長。 
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○情報経営部長 では、総体的に御説明させていただければと思っております。 

 まずは、標準化というのは法律で決まっている業務でございまして、標準化対象は20業務ご

ざいます。それについて対応するシステム数、千葉市のほうのシステム数は、今、現時点では

11システムございます。そのうち、住民記録など５業務で利用する３システムについて、令和

７年度に、これは法律の移行期限なんですけれども、移行する予定でございます。 

 このうち、総務局で所管するシステムは住民記録印鑑登録システムのみでございまして、こ

のほかに、総合窓口システムなど、標準化対象外も含まれていますが、要は、関連システムも

含めまして４システムの移行作業を行っているということで、ここに記載させていただいてい

るところでございます。 

 また、税務、国民健康保険など15業務で利用する８システム、先ほどは５業務と言いました

けれども、今回それ以外の15業務で利用する８システムについては、現時点では令和８年度か

ら10年度の間、少し伸びてしまうんですけれども、10年度に標準化予定ということでございま

す。10年度には終わるということで考えているということでございます。 

 このうち、総務局で所管するシステムは、国民年金、国民健康保険、税務、介護保険、健康

管理、子ども・子育てシステム及び生活保護機能を含めた福祉システムの７システムというこ

とになります。 

 さっき桜井議員のほうから、話から抜けているものとしては子ども・子育てシステムが抜け

ているということと、繰り返しになりますけれども、生活保護機能を含めた福祉システムとい

う表記をさせていただきました。これについては、後で説明します。 

 この福祉と子ども・子育てシステムにつきましては、当然、法律の目標期限であります令和

７年度に向けて移行作業を進めておりましたけれども、やはり標準仕様に関する国の情報提供

が非常に遅れているということであったりとか、ほかのシステムの連携において課題が発生し

た関係で、期限までの移行は困難になったことから、スケジュールの見直しを行ったところで

ございます。 

 なお、先ほど言いました生活保護を含めた福祉システムとさせていただいたのは、これまで

福祉システムと、生活保護システムを別システムとして構築しようとしていたんですけれども、

そういった時間の遅れとかが発生しまして、結局一緒にできるではないかということになった

ことから、検討の結果１システムとして調達することとしたところでございまして、最初に戻

りまして11システムの運用をさせていただいたところでございます。 

 ですので、今、現時点におきましては、繰り返しになりますが、我々としては標準化対象20

業務に対応する11システムのうちの３システムについては、令和７年度に移行するというとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） 分かりました。ありがとうございました。 

 ちゃんとついてきてよかったですけれども、とにかく、このシステムについては国のほうで

やれやれと言うんですけれども、実際、特に人材がついていかないのかという、そういった危

惧をしています。これ以上スピードが早くなることはないと思います。かといって、その一方

で、去年、報道では自治体が遅れているようなことを書かれてしまったりもして、首都圏の政
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令市は本当に気の毒な状況があるんですけれども、そういった細かい情報を市民の方とも共有

しながら、実際には最終的にはメリットをしっかり市民の方に感じるような形に仕上げていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 もうほとんど最後になりますけれども、このあらまし以外の話を最後に２つほどさせていた

だきます。 

 代表質疑で女性職員の登用の話があったように思います。私は昇進プロセスについて、あま

り市役所の仕組みに詳しくないんですけれども、あそこで女性職員の主査登用の話が出ていた

と思うんですが、それは来年度どういった取組とか改善を考えていらっしゃるのか、お示しく

ださい。 

○主査（伊藤隆広君） 人事課長。 

○人事課長 人事課でございます。 

 管理職の一歩手間でございます主査職を増やしていくということでありましたけれども、そ

の主査職に関しましては、課題的なところでは主査の昇格のタイミングとなる30代後半から40

代までの間に、女性職員につきましては育児休業等によりまして職務経験を深める機会の制約、

いわゆるキャリアの中断が生じやすくなってまいります。 

 実施いたしました職員アンケートでは、主査級になるためには、幅広い分野の職務経験が必

要であるといった意見や、業務等でのリーダーの経験が必要といった一定の職務経験が必要と

の声も多く、主査になるまでの間に幅広い分野の経験を積むことができる人事施策が必要であ

ると考えております。 

 そこで、育児によるキャリア中断期間が発生する前に、企画立案部門や、大規模プロジェク

ト等に参画が可能な部門へ早期に配置することで、幅広い職務経験を積ませることで、主査に

向けて自信を深めてもらうように取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） さら問いをさせていただいてもいいですか。ごめんなさい、私が聞き

落としていたら申し訳ないんですけれども、これは、具体的にどの程度の数で、何パーセント

とか、何かそんな話が出ていましたでしょうか。数値的なものですけれども、何かあれば教え

ていただきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 人事課長。 

○人事課長 現在の目標としては、管理職、いわゆる補佐以上の30％を目指すということであ

りますけれども、それのためには主査をより増やしていくということになりますので、今後は

計画的にこの辺を定めていきたいとは考えているところでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） 分かりました。ありがとうございました。 

 今まで管理職員をしっかり増やしていこうという話だったんですけれども、まさに今回出て

きたように主査がいなければ、そもそもそんなことはできないという当たり前の話がやっと出

てきたというところですかね。やはり、そこは実情に即した議論が必要だったということを改

めて感じます。 

 基本的には全て応援する話になりますけれども、その一方で、別に自分が公務員だったから
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ではないですけれども、議員対応とか、あそこら辺の世界に入ってくると本当に時間感覚が違

ってきてしまったりするので、女性が働くのは大変だろうと、自分が公務員として勤務してい

たときは、つくづく思ったという経験がありますので、そういった意味で、何か我々議員でも

協力できることがあったら、通告時間を何時にしてほしいとか、そういうのも含めていろいろ

相談させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 最後に、業務改革推進関連で、シンプルな話です。令和７年度の生成ＡＩの導入とか活用予

定について、どのようになっていますか。教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 情報経営部長。 

○情報経営部長 生成ＡＩということでございますけれども、こちらのほうは、令和５年度に

作成したガイドラインに基づきまして、文章要約であるとか、文章生成、企画立案などの分野

におきましてＣｈａｔＧＰＴ等の無償ツールのほうを活用していく予定でございます。また、

有償ツールの活用につきましては、ソフトウェアの賃貸借の費用であるとか、サーバー構築の

委託費用、また運用保守費、研修費用等の費用がどうしても見込まれてしまうということから、

その効果であるとか、他自治体の活用状況などを注視しながらその活用を研究していくフェー

ズにあると考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） 以上でございます。ありがとうございました。 

○主査（伊藤隆広君） 他にございますでしょうか。米持委員。 

○委員（米持克彦君） 一問一答でお願いします。 

 情報経営部の包括外部監査の、令和６年度の実績を、お願いいたします。 

○主査（伊藤隆広君） 業務改革推進課行政改革担当課長。 

○業務改革推進課行政改革担当課長 行政改革担当課長でございます。 

 令和６年度、今回令和７年度の予算で上げております、選定、監査人候補者の監査人との契

約についても、議案のほうで上げておるところですけれども、同じ監査人で令和６年度は実施

しております。令和６年度は市営住宅について実施しているところでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 令和７年度はどういう予定ですか。 

○主査（伊藤隆広君） 業務改革推進課行政改革担当課長。 

○業務改革推進課行政改革担当課長 令和７年度につきましては、まだ監査のテーマは確定し

ていないところでございます。ただ、令和７年度の契約の相手方の選定に当たって、先方から

提案されたテーマがございまして、監査人の選定に当たっては、先日御提案をいただいたとこ

ろでございます。１つ目が、公共施設等の施設総合計画の取組の状況ということで、２つ目が

職員の働き方改革の取組について、３つ目が死後における行政との関わりについて、４つ目が

使用料、手数料の見直しについて、この４つが御提案されたところでございます。テーマが適

切かどうかという視点も含めて監査人候補者を選定したということでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 情報経営部長。 

○情報経営部長 補足で、今回の外部監査につきましては別議案で監査人との契約のほうを挙

げておりますけれども、その山﨑氏の選定に当たりまして、そういった４つのテーマの応募が
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あり、それについて今、御答弁させていただいたというところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 今、監査委員制度はありますよね。私の隣にも監査委員がいますけれ

ども、これとこの包括外部監査制度との違いというのは、どういうものなんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 業務改革推進課行政改革担当課長。 

○業務改革推進課行政改革担当課長 包括外部監査制度は、外部監査という名称からも分かる

とおり、外部の方に監査していただく、独立性を保たれた外部の方の視点で監査していただく

という点が違う点かなと考えます。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） そうすると、千葉市の何をやるかというのは、外部監査委員に任せる

ということですか。 

○主査（伊藤隆広君） 業務改革推進課行政改革担当課長。 

○業務改革推進課行政改革担当課長 おっしゃるとおりでございます。外部監査人が何を見る

か、何をテーマに監査を行うかということを決定するということになってございます。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 具体的に、内部と外部の違いがよく分からないんですけれども、どう

いうところで線を引いて、これを外部と言う、これを内部と言うという区分けをしているんで

すか。 

○主査（伊藤隆広君） 業務改革推進課行政改革担当課長。 

○業務改革推進課行政改革担当課長 何をもって外部とするか、内部とするかですけれども、

地方自治法の上で規定されている外部監査というのは、市とは関係のない独立性のある第三者

の方が実施するものということになっております。ですので、そういった趣旨を担保するため、

その目的を達成するために、外部監査人を選ぶ際には市と関係性がない方、例えば、昔、市の

職員である方であったり、議員であったり、そういった方は外部監査人になれないという条件

が設定されております。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 何かぴんとこないんですけれども、外部包括監査は、制度とすれば、

いわゆる内部と分けてやるというのはいいんですけれども、主に公認会計士の方ですか。そう

すると財務が中心になってくるわけですか。 

○主査（伊藤隆広君） 業務改革推進課行政改革担当課長。 

○業務改革推進課行政改革担当課長 地方自治法上、なれる方の資格というのが定められてお

りまして、公認会計士でありますとか、弁護士、それから税理士などの資格が挙げられており

ます。本市ではこれまで公認会計士の方にずっとやっていただいているという状況でございま

す。監査の対象は財務事務が中心となってまいります。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 公認会計士の職務の性格から、どうしても財務が中心になってくるの

ではないでしょうか。その辺はどうなんですか。 
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○主査（伊藤隆広君） 業務改革推進課行政改革担当課長。 

○業務改革推進課行政改革担当課長 公認会計士の専門的な知見を生かして、財務が中心とな

ってまいります。それはおっしゃるとおりでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） そうすると、いわゆる公認会計士はどういう観点からそういうところ

を決めてくるんですか。千葉市を、地方自治体を客観的に外部から見て、そういうのを決めて

くるんですか。私は公認会計士の方はそんな知識があるように思えませんけれども、それはど

ういうことなんでしょうか。その制度そのものは、国のほうでは、どういう趣旨でこの外部包

括監査という制度を置いているのかということです。 

○主査（伊藤隆広君） 情報経営部長。 

○情報経営部長 法律のお話というところがございましたので、これはもともとこういう制度

はなくて、平成９年の地方自治体改正でできたものでございますけれども、そこでの文面とか

を見ますと、基本的には地方公共団体の監査を本来的に担うのは監査委員なんだと。でも外部

監査制度というのは、地方公共団体の監査制度の監査機能の独立性と専門性を強化するために

設けられたということで、監査委員がいわば内部機関であるのに対して、外部監査人は契約で

千葉市との関係が構築されているというところがございます。 

 そういうために、今繰り返していますが、独立性と専門性を強化するために設けられたもの

と考えてございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 過去の実績として、外部包括監査のいろいろな指摘とか指導があって、

千葉市のこういうところが非常に改善されたとか、そういうことの実例を示してください。 

○主査（伊藤隆広君） 総務局長。 

○総務局長 過去の事例ですけれども、保育施設の利用調整の選考において、優先項目が点数

の上位に位置する者であることを明示するですとか、分かりやすい情報開示を要望する意見が

出されまして、市のホームページの公開内容の改善につながっております。 

 また、災害ベンダー機の設置がない都市公園の自動販売機の設置許可について、次期の設置

事業者募集の仕様に災害時の対応を盛り込むよう要望する意見が出されまして、募集要項の仕

様に災害時の対応を盛り込んだ結果、災害ベンダー機種の自動販売機が設置されたというよう

な事例がございます。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 私は勝手に解釈しているんですけれども、例えると、地球が自転をし

ていますと、そのほかに人工衛星のような役割をするとか、そういう、なかなか全く違う観点

からそれを見ていくというように効果を求めているのではないかと思っていますので、外部包

括監査の役割というのを十分生かして、それをまた実績を市政のほうへ反映していただきたい

と思っております。 

 もう一つ違う質問ですけれども、担当課長と課長は、どのように違うんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 人事課長。 

○人事課長 人事課でございます。 
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 担当課長も課長も職位的には課長級の職員でありますけれども、特命事項を持っている者を

担当課長としております。基本的に課の所属長を課長と言っておりまして、その中で一部の特

命事項を権限を持って行う者を担当課長というような形で発令させていただいております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） それでは、主幹とどう違うんですか。、担当課長、それから課長と、

主幹との違いはどうなんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 人事課長。 

○人事課長 人事課でございます。 

 基本的には保育の一部を除いて、今は主幹の発令はしておらないんですけれども、過去主幹

が多くいたかとは思います。主幹は基本的に決裁権限とか専決権を持っておらず、遊軍的な扱

いでありましたけれども、今配置しております担当課長は決裁権などをしっかり事務分掌に定

めて職務を遂行するような形となってございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 私は市役所のいろいろな業務が、これは何課に属するのかという、直

接担当している課というのを確認するため、市の職員の方に聞いても、どこが所管なのか分か

らないという、そういうところがあるんですけれども、そういうのは非常に分かりやすい組織

にしてもらって、外部の人も分かるようなことにしてもらわないと、ということで、やたらに

名前さえよければいいというので勝手にどんどん名前をつけるようなことは控えてもらいたい。

非常に一般の人に分かりやすい職名とか課名をつけていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 他にございますでしょうか。三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございます。一問一答でお願いします。 

 職員研修なんですけれども、これは全職員が集合研修、派遣研修、職場研修、自主研修とあ

りますけれども、全ての職員の方が何歳までに最低１回は受けてもらうという決め事だったの

か、改めてお伺いいたします。 

  

○主査（伊藤隆広君） 人材育成課長。 

○人材育成課長 人材育成課でございます。 

 年齢で切ってというのはないんですが、まず必ず最初に受けていただくという意味では、こ

ちらの予算の概要にも書いてありますが、集合研修の中の新規採用職員研修、こういったもの

は採用１年目に全職員に受けていただくものになっております。 

 以降、採用２年目、３年目というのも、４年目というのも必修にしておりまして、その後は

職位が上がるごとに、主査ですとか、課長補佐、課長、そういった職位ごとの研修というのは

上がったタイミングで必ず受けていただくということになっております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。そうしましたら、ここに上られている４種
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類のうち、４種類とも全職員がそれぞれ受けられると思ってよろしいんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 人材育成課長。 

○人材育成課長 人材育成課でございます。 

 必ず受けるという意味では、集合研修の中の新規採用職員研修は受けていただいております

が、派遣研修、職場研修、自主研修については、必須という扱いではありませんので、派遣研

修で言えば、外部の機関に行くということなので、どうしても人数的に限られている部分もご

ざいますし、職場研修というのは各職場でやっていただいているので、それは職場ごとと、あ

と自主研修については、基本的に御自分で勉強していただくというタイプのものですので、こ

ちらについては、そういったことを勉強したいという方がやっていただくもので、それについ

ての環境整備などを人材育成課のほうで行っているというところでございます。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。そうしましたら、ある意味派遣研修という

のが、自治大学校とか、市町村アカデミーなどの各団体に派遣と書いてありますけれども、す

みません、もう一度伺いますが、この研修を受ける方の役職とか、あるいは何年目とかという

決まりがあるのかどうか、その辺はどうだったのか、伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 人材育成課長。 

○人材育成課長 人材育成課でございます。 

 派遣研修で申し上げますと、例えば、自治大学校ですとかの外部の機関ですと、係長級の職

員向けの研修ですということであれば、千葉市からも係長級の職員を送り出すということにな

ります。 

 その外部機関が定めた対象に当たる職員の中で、選考を行うというものでございます。ちな

みに、派遣研修の人数で申し上げると、来年度の予算上の人数は、予定しているものにつきま

しては、仮定数としては123課程に228人を派遣する予定になっております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。そうしますと、係長向けのこうした研修と

いうことで、今、伺ったわけなんですが、二百何人受けるということは、係長に上がるのか、

あるいは係長になると、この研修は必ず受けてもらうという認識を持ってよろしいですよね。 

○主査（伊藤隆広君） 人材育成課長。 

○人材育成課長 人材育成課でございます。 

 少し私の説明がまずかったところがありますが、先ほど申し上げた228名というのは派遣す

る職員全員で、役職が係長の方に限定されているものではございません。 

 例えば、幹部職員向けの研修ということで外部機関が募集をするようであれば、その職位に

合った職員を出すということになりますので、担当向けの研修もありますので、そういった意

味で係長級ということに限定したわけではございません。あとは、必ず行けるかというと、人

数にはどうしても限りがありますし、職員が必ず、採用して辞めるまでに行っているというわ

けではございません。 

 以上です。 
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○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。研修といいますと、私たち議員も研修に行

って、今まで思いもかけなかったことを学んでくるとか、人間としても、私の場合ですけれど

も、成長できるというようなこともあり、非常にいいと思いますので、幅広くこの研修も、受

けられるという位置にいる方は、皆さん必ず行ってもらうような方向で今後とも取り組んでい

ただきたいと思います。 

 また、一般職員の方々におかれましても、できる限り研鑽を積むことによって、お仕事もそ

うですけれども、職場での対応、あるいは市民への対応もレベルアップされるものと思います

ので、ぜひ、職員の方が誰一人欠けることなく、こういった研修を受けられるように、受けて

いない人がいたら、それはすぐはじき出せると思いますので、その方々に対して何らかの取組

を促すとか、そういったこともしていただいているとは思いますけれども、ぜひ進めていって

いただきたいと思います。 

 それと先ほど、桜井議員からもございました女性の登用で、主査にならないと上に行けない。

いきなり主査になる人が、女性の場合は男性と比べて２分の１ぐらいに減っているということ

を私は一般質問で指摘させていただいた記憶があるんですけれども、そういった意味で、今回

お子さんを育てる、あるいはお子さんを産む、あるいは結婚するという年代において、そこを

外して、企画とかといった仕事をしてもらうという経験を積んでもらうということで、大変い

い取組を考えてくださったなと思って、私も今聞いていたんですけれども、本当にありがとう

ございます。お礼を申し上げたいとおります。 

 また、こういったいい取組をすることの中で、一つは女性のほうもそういう年齢に達したと

きに、いや、私はいいですなんて断る人がいると、職員の方はテストを受けて入っていらっし

ゃいますので、男性、女性問わず、優秀な人材には優秀な仕事もどんどんしてもらいたいと思

う、そういった意味で、お断りになる方がいたら、断って当然ではなくて、断らないで当たり

前というか、断ることはなしということですね。ここで私が断言してしまってもいいものかと、

皆さんそれぞれ、一人一人にいろいろな御都合もあるでしょうから、なかなかおいそれとはい

かないかもしれませんけれども、市民のための取組ということで、御自身と、職場と、市民の

ための取組だということで、皆様の総務局のほうから、ぜひお話をしていただいて、女性にも

男性にも御理解をしていただけるように進めていっていただければと思います。 

 ちなみになんですが、女性だけではなく、男性にも、何か風の便りで聞いたんですが、男性

の職員の方が、主査に上がる女性は男性の２分の１で少なかったわけですが、今度女性が上が

ってくると、男性の役職への登用が若干遅れるのではないかというようなことも漏れ伝わって

きたときがあったんですけれども、その辺の改善策というのは何か変な言い方なんですが、何

か男性職員に対しても、こういう配慮をしていますというようなものがあるのかどうか、お伺

いしたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 総務部長。 

◯総務部長 女性の管理職への登用を積極的に進めているわけですけれども、先ほどのお話に

あったその一歩手前の主査への登用というのを、数値目標を持って管理職は進めているという

ことと、あと、幹部あるいは責任のある管理監督職員の登用というのは、基本的には男性も女

性も関係なく、能力とか、意向とか、適性に応じてやっていくというのが大前提になります。 
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 その中で、数値的なものは女性の登用が求められていく中で、人事とすると非常にバランス

を取るのが難しいというのはおっしゃるとおりです。進めなければいけないけれども、男性が

それで遅れていっていいということでもありませんので、そこら辺のバランスを取りながら登

用を進めているというところの難しさがあります。男性も女性も各所管の意見、管理職からの

お話をしっかり伺って、登用に当たる職員かどうか、能力適性をしっかりはかることでバラン

スをしっかり取っているところでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。これは本当に男女ともに優秀な方が登用さ

れて、御自身も職場も、そして市民の方々にも効果が出るような形にしていただければと思い

ます。ありがとうございます。 

 もう一つは先ほど障害者の方の登用というのがございました。その障害の種類についてお伺

いいたします。どういった障害の方々を採っていますか。 

○主査（伊藤隆広君） 人材活躍推進室長。 

○人材活躍推進室長 人材活躍推進室でございます。 

 現在、会計年度任用職員も含めますと、身体障害、知的障害、精神障害のある方を職員とし

て任用しているところでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございます。すみません、私も勉強不足もいいところで、

何か偏ったところがあるのかと思ったら、今、伺いましたら、人数に違いはあるかもしれませ

んけれども、全ての障害者の方を受け入れていただいているということが分かりました。 

 せんだってテレビを見ておりましたら、高次脳機能障害の方、交通事故とか病気の後に、大

病した後に高次脳機能障害にかかってしまう方もいらっしゃって、ある自治体ではそういった

方々も市役所に受け入れているというお話がございました。どのような取組をしているかとい

うと、先ほど御答弁いただきましたように一人一人に合った、一人一人がそれぞれ違う個性を

持っていたりしますので、それに合った取組をしていると伺いましたが、どうでしょうか。千

葉市にも高次脳機能障害の方々が結構いらっしゃいますので、そういった方々の登用、受入れ

はこれまであったのか、それとも今後やっていただけるのか、どういう状況なのか、伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 人事課長。 

○人事課長 人事課でございます。 

 先ほど来から説明してございますが、正規職員であるとか、今は会計年度任用職員という制

度の中で、フロアサポートスタッフであるとか、チャレンジドオフィスということで、それぞ

れ業務内容とか支援の必要性、環境配慮の必要性を踏まえながら、適材な採用等、働いていた

だくということで活用を行っているところでございます。高度障害ということでございますけ

れども、重度の身体とかということでございましょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） いや、高次脳機能障害なので、私の認識によりますと、通常は普通の

生活もできるし、仕事もできるんですけれども、うちにこもってしまったり、落ち込んでしま

ったりというようなことがあると伺っているんですが、そういった方々の対応ということです。 

○主査（伊藤隆広君） 人事課長。 
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○人事課長 人事課でございます。 

 今、正規職員も含めまして、精神障害を持つ方の採用も進めているところでございますけれ

ども、そうした通常期において普通に業務を進められる中で、やはり、状況に応じて気分の落

ち込みであったりとか、いわゆる思考が停止してしまうような方であるとか、いろいろ特性が

ございますけれども、そうした特性に合わせて業務をしっかり継続的に行っていただけるよう

にサポートをしながら働いていただくということを進めさせていただいております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。その意味で、今の御答弁で少し見えてきた

ような気がするんですけれども、この障害別の中の１つであります高次脳機能障害の方の受け

入れも場合によってはできるということでよろしいでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 総務部長。 

○総務部長 採用試験に当たっては、特にそこの部分の制約というのは特にございません。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。それでは、今後、先ほどの御答弁で身体障害とか、知

的障害とか、精神障害とか、いろいろあると伺いましたので、ここで高次脳機能障害の方々も

組み入れていただければと思うんですが、よろしいでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 人事課長。 

○人材育成課長 高次脳機能障害を持つ方かということでありましたら、職員としては現にい

たり、数は多くはございませんけれども、採用しているところでございますので、特性に合わ

せて業務が行えるように引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。かなり千葉市は進んでいるということが今、確認でき

ました。今後も進めていっていただけますようにお願いいたします。 

 それと先ほど、またこれも桜井議員の御答弁の中で、保育所なり、またはノーコード・ロー

コードツールの中で230時間の削減とか、あるいは300時間の削減と伺いました。大変いいこと

だと思うんですが、これは人に換算するとどのぐらいの人数になるのかというのをお尋ねした

いと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 情報経営部長。 

○情報経営部長 すみません、先ほどお話ししたのは、現行の事務を進めた場合において、今

回のノーコード・ローコードツールを導入した場合にはどれぐらい削減されるかということで

ございまして、申し訳ございませんが、実際にどのぐらいの人工がというような積算をしたも

のではございません。現在でも事務がどの程度短縮されたかということで、はじき出させてい

ただいた数字ということで御理解いただければと思っております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。特に保育所などで時間が削減できるという

ことは、子供たちの保育に寄与できるものと思いますので、ここで答えてもらってもいいのか

どうか迷うところでございますが、保育所全体でそうなのか、それからノーコード・ローコー
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ドツールにおいては、どこの部分なのか、お尋ねしたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 情報経営部長。 

○情報経営部長 実際の選定作業という、確認作業でございますので、保育所のほうでやって

いるわけではなくて、区役所のこども家庭課のほうで申請を受け付けて、この方はこういう保

育所に行きますという事務が削減されたかということで換算して、そこにいる選定作業のほう

が多少短くなったということで御理解いただければと思っております。 

 申し訳ございません、説明が拙くて、申し訳ございませんでした。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） あともう一つ、ノーコード・ローコードツールのこれは、どこの部署

でもということでよろしいんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 業務改革推進課行政改革担当課長。 

○業務改革推進課行政改革担当課長 業務改革推進課でございます。 

 このノーコード・ローコードツールでございますけれども、導入する課につきましては、特

にこの課でなければならないという制限は設けているわけではございません。こういったツー

ルを活用すると、より業務が効率化できるようなところにつきまして、各所管課のほうといろ

いろ調整をしながらそういったツールを導入する場所を選定、あるいは協議して入れておると

ころでございますので、特に限定しているわけではなくて、よりそういうのが生かされる場所

に導入しているというところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。この時間の削減というのは大きなポイント

だと思いますので、それぞれの課でいろいろ書類などを作る際に非常に大きな負担になってい

るところもあろうかと思いますので、それを早急に洗い出していただいて、そして、時間の削

減に大いに寄与していただければと思いますので、よろしくお願いいしたいと思います。 

 最後に、こちらのほうで職員の方々の対応をしていただいているのと、それと、私もそうで

すし、会派の中では渡辺主査も会計年度任用職員の取組をこれまでもさせていただいているん

ですが、せんだって会派の議案研究のときに、私のほうから聞きましたら、会計年度任用職員

の方の給与関係は交付税対応になっているとも伺ったところでございますので、私が聞いたと

ころによりますと、遡及してもらいたいという方がいらっしゃいますので、ぜひ昇給のときに

は、そのときに遡及ができるようにしてもらいたいんですけれども、今もらっている会計年度

任用職員の方のお給料というのは、最高の方は幾らもらっていて、最低では幾らもらっている

のかというのをお尋ねしたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 給与課長。 

○給与課長 給与課でございます。 

 まず１点目、少し訂正させていただきたいところがありまして、交付税のお話がありました。

我々、正規職員もそうですし、会計年度任用職員の給与はいわゆる地方財政措置の対象になっ

ておるんですけれども、これを全額みてもらっているかというと、そうではありません。交付

税というのはあくまでも標準的な団体において、その需要の中でどれぐらい給料を払っている

かというのの積算になりますので、全額ではないということをまずお伝えをさせていただきま
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す。 

 それから会計年度任用職員のいわゆるお給料、年収ベースで、モデルケースでお伝えをさせ

ていただければと思っておりますが、令和７年度におきまして時給が一番低い職種になります

けれども、こちらは事務補助になります。事務補助の職員の方が週30時間、１年間働いていた

だいたといたしますと、年間で約262万円でございます。今度は逆に、時給が一番高い職種な

んですけれども、専門職の中で臨床心理士という職種がございまして、この方でいきますと、

同じように週30時間、１年間働いていただきますと年収ベースで427万円前後になるというと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） そうしますと、今まで私が総務局の説明を伺ってくるところによりま

すと、御主人様の扶養家族とか、扶養手当ですか、それに関連しているから遡及されると困る

んだと、私はそう伺ってきたと思うんですけれども、この数字を見ますと、低いほうで働いて

いる方の金額も、高いほうの金額で働いている方も相当、会社によって違うとは思うんですけ

れども、ほぼ扶養手当に入らないほうになっているのではないかと思うんですけれども、その

辺はどのように認識されているのか伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 給与課長。 

○給与課長 給与課でございます。 

 今、まさに委員おっしゃっていただいたとおり、例えば、いろいろなケースがあると思うん

ですけれども、御主人様が民間企業で働いていらっしゃって、例えば、奥様が本市の会計年度

任用職員をやっていただいている。その中で今おっしゃったように、まさに企業ごとによって

福利厚生、例えば、扶養手当であったりとか、こういった差がありますので、例えば、市役所

でたくさん働いて正規職員と同じような共済制度に入るよりも、私は主人の扶養の範囲で働き

たいという、そういうことを選ばれる方もいらっしゃるということです。なので、様々なニー

ズがありますので、今、金額でお伝えしたところは週30時間というモデルケースでお伝えいた

しましたけれども、例えば週２日だけ働きたいとか、週１日だけにしたいなど、いろいろなニ

ーズがありますので、そういったことを踏まえながら任用しているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 週２日で働いたとすると、実際には、それぞれ給金は幾らになんです

か。 

○主査（伊藤隆広君） 給与課長。 

○給与課長 週２日というのは今例示のところでございまして、週２日でも１日の時間を何時

間にするかによってもまた変わってきますので、例えば、１日６時間５日働くとちょうど30時

間でございますんで、これが12時間ぐらいになってきますと、お伝えしている金額が５分の２

ぐらいになってくるかと思っていますので、例えば、事務補助が262万円前後でお伝えしてい

ましたけれども、100万円前後に調整をされている方もいらっしゃるということでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 
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○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。今、私はこれは絶対できないのかと思って

いたんですが、要するに、人によって働く時間を選べたりして、しかも年収も選べたりするわ

けですよね。 

○主査（伊藤隆広君） 給与課長。 

○給与課長 会計年度任用職員を任用するときのプロセスなんですけれども、我々は会計年度

任用職員が必要だと思う所管課は、例えば、１年間通しで働いていただける人を探しています

とか、もしくは事業に合わせてなので、３か月間だけ働いてもらえませんかとか、任用する側

の事業課にも様々な都合があります。そこで応募要件を見て、いろいろな方が応募をしていた

だくんですけれども、例えば、この人がいいなと思ったときに、その人が実はこういう御家庭

のいろいろな制約があるんですと、そのときにはその方と所管課のほうで調整をして雇うとい

うことになるので、少し短めにしたり、長めにしたり、そういうような調整というのは行われ

るということでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。そうしますと、10月ぐらいがいつも人事委

員会の給与改定で、下がるときは下がるけれども、上がるときは上がるというようなことで、

会計年度任用職員の方もそのようにしてもらいたいという声があって、雇うときにいろいろと

働く時間とか、働く日にちが違っていて、それぞれ頂けるお給金も違うということが今分かり

まして、最初から説明していただいて、10月に会計年度任用職員の方も正規の職員と同じよう

に期末手当というようなものがありますと、遡及される可能性がありますという説明はされて

いるんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 給与課長。 

○給与課長 給与課でございます。 

 今のところ、本市におきましては会計年度任用職員の給与につきましては、正規職員とは違

いまして翌年度で改定をしているということなので、これまでの任用におきましては、年度の

途中でお給金が変わるというような御案内というのは差し上げていないところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） １つ問題だと感じるのは、せっかく市の職員もまずは、ほぼ10月です

けれども、10月に遡及されて、そして10月以降も上がるということがあるんですが、会計年度

任用職員の方はそれができないということで、少し理不尽みたいなことがあるのと、それから

もう一つは１年続けて働いて、翌年また雇われるときもあるわけです。そうしますと、そのと

きにまた働く時間等々の見直しというんですか。例えば、これまでは３か月間働いていた人、

あるいは１年間ずっと働けた人が、御主人様のお給料のいかんによって扶養手当というものに

かかってくると困るということで、お給料が今のところずっと毎年上がっているんですけれど

も、そうしますと、もうこの給料とか、給料と合わせ技で働く時間を決めていると思ってもよ

ろしいんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 給与課長。 

○給与課長 給与課でございます。 
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 会計年度任用職員の皆さんは、翌年度から給料が上がるということになりますので、その次

の４月以降に任用する場合は、１年ごとに任用が変わりますので、次の任用のときにはこの金

額に、例えば、時給であればこの金額、月給であればこの金額ですということをお伝えするん

ですけれども、お伝えをするときに、その会計年度任用職員になっていただく方が、例えば、

私はこの金額までで年収は収めたいんですというニーズがあれば、そういったニーズを酌み取

って、例えば、勤務時間か、もしくは勤務の期間、例えば、週当たりの時間数を減らしたり、

増やしたり、雇う期間を延ばしたり、減らしたりというような調整をしているということは各

所管のほうからは聞いております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。最大の問題は、先ほど申し上げたとおり、10月で正規

の職員の皆さんはお給料のほうが上がる、市長も上がる、我々も確か議員も同じだったと思う

んですけれども、そうしますと、やはり会計年度任用職員の方だけがこのように置かれている

事態に対して、他の政令市とか周りの自治体はもう随分改善されてきていると聞いています。

今、いみじくも言っていただいたように、給料が上がってしまった場合に、４月以降は年にこ

れだけ働きたいとか、これだけに収めたいとかという要望は伺っているということなので、そ

れによって、これも説明して、例えば、他市ではそうやっているわけですから、千葉市だけが

このままずっと会計年度任用職員の方が遡及されないままやるというのは何か変な話かと思う

んですが、今後、私がせんだって申し上げましたように、アンケートを取るというようなこと

をやりましたけれども、10月のときに、遡及する、しないの考え方というのは、４月当初から

のことにできないので、10月から一律になってしまうんですよね。 

 、他市で遡及されていて問題になっていないところを見ますと、千葉市も思い切ってやって

みたらいいのではないかと思うんですが、いま一度御答弁を伺いたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 給与課長。 

○給与課長 給与課でございます。 

 少し繰り返しになってしまうかもしれないんですけれども、会計年度任用職員の給与改定で

ございますけれども、今までのところ全て翌年度で行っておりますので、引き上がるときも、

引き下がるときも全て翌年度でございます。なので、例えば、正規職員が、景気が悪いときに

お給料が下がってしまうとき、正規職員のほうは遡って下げてしまうんですけれども、今の流

れでいけば、会計年度任用職員は翌年度からということで、その年は下がらないということに

なります。なので、上がるときも下がるときも、これまでは翌年度にしてきたというところも

あります。 

 また、年度の途中からお給料が変わってしまうということに対する会計年度任用職員の意識

の問題であったりとか、周知をどうしていくのかが非常に難しい問題でもあります。そういっ

た課題などもありますので、例えば、今お話もありました他団体の状況ですとか、国の状況で

すとか、こういったところをしっかりと研究して、今後については考えていきたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 
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○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。私もしつこくさっきから聞いているので、もうこれで

とどめさせていただきますが、もう他市はやっているわけで、御主人様のほうのお給料等を鑑

みて扶養家族に入る、入らないも含めて、他市ではされていると。しかも、先ほどから高い方

のお給料と低い方のお給料を見ますと、あまりもう御主人様の給与はあまり関係ないのではな

いかという気もいたします。 

 そういった意味で、もうぜひ思い切って、他市と同じレベルに持っていっていただかないと、

千葉市の会計年度任用職員の方々はおおよそ千葉市の市民だと思うんです。交通費も確か190

円ぐらいにしか出なかったと思いますので、遠くから来るわけがないと勝手に考えております。

千葉市民で、他市と比べてこのような状況が働く中で、悶々としながら働くことがやはり、会

計年度任用職員の方の働き方の改革になっていないということで一言付け加えさせていただき

まして、今後早急に改善されることを望むということで、私の質問を終わりにしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○主査（伊藤隆広君） 他にございますでしょうか。野本委員。 

○委員（野本信正君） 一問一答でお願いいたしします。 

 最初に、職員の適正配置についてお伺いいたします。 

 配置基準が定められている職員は、適正に配置されていますか。基準を下回る職場と職員の

未配置数は、そしていつ改善するのか、お伺いします。 

○主査（伊藤隆広君） 人事課長。 

○人事課長 人事課でございます。 

 法によりまして配置基準が定められている児童相談所の児童福祉司などの職員は基準を満た

しているところでございますが、区の社会援護課の生活保護のケースワーカーにつきましては、

国が示す標準的な配置数でございますケースワーカー１人当たりの担当世帯数80世帯に対しま

して、令和６年４月１日現在で87.3世帯となっております。これまでもケースワーカーの増員

を進めてまいりましたが、被保護世帯数の増加などもございまして、十分な配置には至ってい

ないことから、引き続きケースワーカーの体制強化により改善に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 社会援護課ケースワーカーはお一人に対して80世帯が配置基準である

けれども、今は87.3になっているという回答でした。そうなりますと、これは仕事上ケースを

いろいろと指導したり、相談したりするに対して支障が出ているかと思うんですが、いかがで

すか。 

○主査（伊藤隆広君） 人事課長。 

○人事課長 人事課でございます。 

 生活保護を受けている方に対する支援に影響が出ないよう、年金受給資格調査や、受給支援

業務、収入等の調査業務など一定の専門性が必要で、かつ定型的な事務が多い業務を担う会計

年度任用職員を配置することなどで、ケースワーカーの事務負担の軽減に取り組んでおりまし

て、引き続き適正な体制確保に努めてまいります。 

 以上でございます。 
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○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 生活保護基準も、１人当たりの生活費が７万2,000円程度ですから、

そこから光熱水費を払って食費となると１日1,000円ぐらいなんです。そういう点で大変厳し

い中、いろいろと悩みがあって相談をすることもある。そして、中には、そういうことをもう

あきらめてしまって、すっかり生活保護に頼ってしまっている人もいるけれども、何とか自立

していきたいという気持ちの人もたくさんいらっしゃるわけなんです。ですから、そういう方

たちが、仕事をしたいとか、自立するためにいろいろな努力をしたりとか、そういう相談をケ

ースワーカーにしようとしても、なかなか忙しくてお会いしていただけないという状況がある

と思うんです。ですから、やはり生活保護というのは自立が基本ですから、そこに対してやは

りちゃんとやっていけるように、もっと増やしていく必要があると思うんですけれども、いか

がですか。 

○主査（伊藤隆広君） 人事課長。 

○人事課長 適切なきめ細やかな支援が業務上必要と考えておりますので、引き続き被保護世

帯の低減に向けて適正な配置を進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） このことについては、毎回の決算委員会等で言っていてもなかなか改

善されない問題なんですけれども、もっと思い切った改善をするように求めておきます。 

 次に、女性の登用についてです。今、いろいろお話がありましたけれども、この比率につい

てと、目標との差についてお尋ねします。 

○主査（伊藤隆広君） 人事課長。 

○人事課長 人事課でございます。令和６年４月１日時点の女性管理職比率は23.8％となって

ございまして、目標としております30％に対して、6.2ポイントの差となってございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 女性幹部職員の配置のメリットは何か。悩みなどの相談体制はあるの

か、お伺いします。 

○主査（伊藤隆広君） 総務局長。 

○総務局長 女性職員も男性職員と同様に、個人の能力や適性に応じて管理職への登用を図っ

ていく必要があると考えておりまして、女性管理職員が増えて、女性が安心して意欲を持って

活躍できる環境が実現できれば、全ての職員にとって活躍できる働きやすい職場になると思わ

れますので、その結果、様々な施策にも好循環をもたらすとともに、多様性を受け入れる文化

が醸成されるものと考えております。 

 悩みの相談体制につきましては、女性職員に限定したわけではございませんが、市のＯＢで

すとかＯＧを、しごとコンシェルジュとして配置しておりまして、仕事の進め方など仕事に関

する悩みですとか、職場環境や人間関係など、職場の困り事の相談のほか、それぞれの業務経

験を踏まえた助言などを行っています。 

 また、研修のほうで先輩職員との座談会を取り入れた、女性の活躍キャリア促進研修なども

行っております。そのほか、精神科医などの専門職による、なんでも悩み相談の窓口を設けま
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して、職員本人の心身に関する悩みですとか、家庭での悩みをはじめ、どのような悩み事でも

相談できる体制をつくっております。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 家庭での悩みも聞いてくれているということでしたが、ある女性課長

が配置されまして、頑張っておられたんですけれども、そこの連れ合いは課長補佐だったんで

す。 

 真剣に、あなたが先に課長になって、連れ合いとの関係は問題ないですかと、家庭で心配な

い生活をしていらっしゃいますかと余計なことを聞いたんですけれども、大丈夫ですと答えて

いただきました。だからそういう相談もあるのかと思います。でも、男性でも、女性でも能力

のある人、また適正な人が管理職に先になるのは当たり前であって、夫が遅れることだって当

然ありますよね。もう、そういうことでもしっかりと両方がやっていってほしいと思うんです。 

 それで、私の短くない議員生活の中で、ひな壇に座っている人は今、考えてみると男性ばか

りでした。それで24～25年前に１人、女性の教育次長が誕生して、初めて女性の議場説明員が

できてよかったと、その後はだんだん増えてきたようです。そういう点でありますけれども、

もともと日本の国は男社会で男尊女卑がずっと続いてきた、そういう傾向がいまだにまだある

ところもありますよね。そういう中で、女性幹部職員が活躍するには、いろいろな壁があるの

かと思うんです。だからそういう壁をしっかりと取り払って能力のある人、適正な人がきちん

と活躍するような、そういう女性幹部職員の政策というものをしっかりと確立していってもら

いたいと思いますが、もう一度答弁いただけますか。 

○主査（伊藤隆広君） 総務局長。 

◯総務局長 女性の登用なんですけれども、今、管理職を30％以上にしていくという目標があ

るんですが、次の女性活躍推進プランをこれからつくる予定なんですけれども、先ほど申し上

げたとおり、管理職の手前の主査職を増やしていく。目標数値もそれなりの数値を今、検討し

ているんですけれども、今行政職で言いますと、女性の採用も４割は超えていますので、ほぼ

男女同じ程度の採用をしていることになりますので、これで、そのような同じ比率で男女が昇

格、管理職になっていけるような形ができていけばいいと考えております、 

 それで、ただ単に数値目標をつくっただけでは当然登用できませんので、今、市のほうでも

いろいろ働き方改革を進めていまして、勤務パターンの柔軟化、今通常のＡ班、Ｂ班だけでは

なくて６班体制で、今度は１月からは10班体制で、朝早く来て、早く帰ったり、朝に用事があ

れば、遅く来て、遅く帰ったりできるようにしたりですとか、テレワークも自宅だけではない

場所でもできるようにする。あと、ランチタイムシフトといいまして、昼休みの時間もずらし

たりできるような形も取っております。 

 あと、女性登用とか、そういうこととは違うんですけれども、通年軽装なども導入しまして、

いろいろ働きやすい職場づくりも努めていますので、その中で女性職員も活躍してもらえるか

と思っております。 

 さらに２月からなんですけれども、育児休業の代替任期付職員も雇用を始めまして、女性が

育休も取りやすい職場環境の整備も進めていきます。そういう様々な形の施策を通しまして、

女性も、男性も、我々のような高齢職員も、役職定年がありまして、その後も働いたりするこ

ともありますので、高齢者も、いろいろな職員が働きやすい職場をつくっていければと考えて
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おります。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 分かりました。男性職員を批判しているわけではないですよ。男性職

員も立派な人がいっぱいいて、よく頑張っていただいております。 

 ただ、ここで総務委員会というのを開いていますと、総務局、財政局、総合政策局が来るん

ですけれども、今日もここで女性はお２人ですし、何か人数が少ないという感じがするので、

そこだけ申し上げておきます。 

 次に、職員の不祥事についてですけれども、この直近年度の実態はどうでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） コンプライアンス推進室長。 

○コンプライアンス推進室長 人事課コンプライアンス推進室でございます。 

 令和５年度につきましては、市全体で懲戒処分事案が６件、６人の職員が懲戒処分となり、

そのうち２人が免職となっております。 

 今年度につきましては、昨日時点で市全体の懲戒処分事案が５件、５人の職員が懲戒処分と

なっております。免職はございません。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 今まで聞いた不祥事を見ますと、例えば令和６年度の方で言いますと、

駅のホームで、スマートフォンで女性のスカートの下を盗撮したとか、あるいは職場内におい

て、夜間勤務中に更衣室の他の職員の財布から10回近くにわたって11万3,000円を窃盗したと

か、この間の教員は飲酒運転で事故を起こして捕まったとか、およそ公務員として考えられな

いことを平気でやってしまうということは、非常に残念に思います。公務員としての自覚が欠

如するのはどうしてなのか、考えておられますか。 

○主査（伊藤隆広君） 総務部長。 

○総務部長 特定のこれだという特定の理由、原因というのはなかなか難しいと思いますけれ

ども、気の緩みなどから綱紀の保持などに関する意識が薄れてしまうということであったりと

か、ストレス、悩み、そういったものが原因で冷静な判断ができなくなってしまったというよ

うなことが考えられるかと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 職員の服務の宣誓に関する条例というのを見ますと、私は、ここに、

主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを固く誓いますと

ともに、私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務

を深く自覚し、全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓いますと、

これは、公務員になったときに、最初だけ本人たちがこれを読んだり聞いたりする、ずっと長

くいるとこれは全然関係なく職務しているんですか。それとも、いつもこれが自覚できるよう

になっているんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 総務部長。 

○総務部長 職員の採用に当たってはその宣誓をいたしますし、そのときに固く自覚するわけ

ですけれども、その後も、機会を設けて実施するコンプライアンス研修ですとか、あるいは綱
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紀の保持の通達、そういった機会を捉えて、またそういった自覚を再確認するというようなこ

とかと思います。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 次に、職員研修は適切に実施されているんですか。 

○主査（伊藤隆広君） コンプライアンス推進室長。 

○コンプライアンス推進室長 コンプライアンス推進室でございます。 

 職員研修につきましては、新規採用職員研修のほか、新任主査研修など、職位が上がるタイ

ミングで、対面での公務員倫理研修を行い、先ほど議員からもありましたが、全体の奉仕者と

か、公共の利益といったところも踏まえた職員の心構えですとか、職員倫理等について繰り返

し学べるようにしております。 

 また、オンラインで受講できる研修を提供しているほか、最近ですと、コンプライアンス特

別研修という名称で、令和５年度につきましては過去に起きた官製談合事件の事後対応に当た

った幹部職員による実話の講演を行ったり、今年度につきましては、様々な依存症を知ると題

して、専門職の職員による講演を行うなど、様々なテーマの研修を提供できるように努めてお

ります。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） やはり、生きていく上では公務員であろうと民間人であろうと、悩み

事はいろいろたくさんありますよね。だから、その悩み事を相談できる仕組みというのが役所

の中にはあるんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 人材育成課長。 

○人材育成課長 人材育成課でございます。 

 先ほどの女性幹部職員の答弁のところにもありました、しごとコンシェルジュにつきまして

は、仕事の進め方ですとか、職場の人間関係をはじめ、仕事に関する様々な悩み事の相談を受

け付けております。 

 こちらは職員からの自発的な相談だけではなくて、環境の変化などにより悩みを抱え込みや

すい新規採用職員とか、初めて異動した職員、主査級等に昇格した職員、そういった方々には

コンシェルジュの側からお誘いして、プッシュ型で面談を行うなど積極的なアプローチも行っ

ております。 

 また、悩み事の内容に応じまして、聞くだけではなくて、相談者の所属長にも助言を行うな

ど職場の環境改善などにも取り組んでおります。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 職員の不祥事の最後ですけれども、やはり職場の環境というのはすご

く大事だと思って、働きやすい職場、風通しのよい職場、そういうことを常に意識して改革し

ていかなければいけないだろうと思うんですけれども、新しい庁舎もできて、座り心地もいい

とかいう話も聞いています。皆さんの座っている椅子は６万円だそうです。健康によくて、部

局長は12万円の椅子に座っているそうで、椅子の問題はどうでもいいですけれども、この風通
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しのよい職場という点では、どのように努力されているんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 総務部長。 

○総務部長 風通しのよい職場環境をつくっていくというためには、職場の課題ですとか、職

員の悩み、どのようなストレスを抱えているか、そういったことを把握するとともに、それら

の解決、軽減のために職場環境改善の取組ですとか、職員同士のコミュニケーションの活性化

が必要だと考えています。 

 例えば、毎年実施しておりますストレスチェックでは、職場環境に関する問題点を理解して、

集団分析の結果を活用して所属向けの研修を実施したり、職場改善につなげております。 

 それから昨年度、令和５年度からはストレスチェックの結果を踏まえまして、外部講師が職

場に出向いて、所属職員によるグループワーク、あるいは所属長との面談を行うという取組も

スタートさせているところです。 

 その他にも、班の会議、課題ミーティングですとか、職場の状況に応じた取組を行うことで、

風通しのよい職場環境づくりに取り組んでいるところでございます。引き続きそれに努めてい

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） この問題については終わりますけれども、職員は宣誓文書にもあるよ

うに、全体の奉仕者として、言うならば市民を守るとりで、千葉市で言えば職員は宝なんです。

かの武田信玄が人は石垣、人は城と、やはり人を大事にすることが町をきれいにしていく、市

を活性化していくために非常に大事なことなので、しっかりと取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 次に、職員の採用なんですけれども、市の職務上必要な人材を民間からも採用するというこ

とについて提案したことがありますが、それはどうなっていますか。 

○主査（伊藤隆広君） 人事課長。 

○人事課長 人事課でございます。 

 民間企業等における職務経験による多様な発想や柔軟な思考を生かし、既存職員への刺激と

なることで市組織全体の活性化を図ることを目的といたしまして、平成18年度試験から経験者

採用試験を実施しております。 

 毎年、事務、技術、専門職におきまして、優秀な人材や即戦力となる人材の確保につなげて

おるところでございます。なお令和６年４月１日現在で、これまで約450名の採用につなげて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 次に、職員の異動の問題ですけれども、本人の希望する職場で働き、

能力を発揮できるようにするということは大事なことですが、そういう仕組みと実際はどうで

しょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 人事課長。 

○人事課長 人事課でございます。 

 職員が異動希望を申告できる自己申告制度の運用のほか、職員が希望する業務に立候補でき
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る人材候補制度を設けておりまして、適材適所の職員配置によりまして、職員が意欲を持って

自らの持つ能力を発揮することで、人材の有効活用や組織の活性化を図りまして、市民サービ

スの向上に努めているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 次に、時間外勤務ですけれども、長時間残業の実態と改善はどうかと、

特にコロナの頃、コミュニティセンターの窓のないような部屋で毎日のように11時、12時まで

頑張っている職員がいたことをつぶやいたことがありますが、ああいうのはもうなくなってい

るんですか、お伺いします。 

○主査（伊藤隆広君） 給与課長。 

○給与課長 令和６年度の上半期、10月までの残業の平均の時間数なんですけれども、月当た

りでは15.9時間でございまして、前年度の同じ時期と比べますと0.3時間なんですけれども、

やや減少をしているという状況でございます。この15.9時間まで積み上がってしまった時間外

勤務の要因なんですけれども、考えられるものといたしましては、何度も行われております物

価高騰対策事業への対応であったりとか、それからシステムの標準化対応、また、児童相談所

におけます一時保護児童数、これが非常に増えているということでこういったものへの対応、

また10月には衆議院選挙がありましたので、こういった選挙への対応というものがあるかと考

えております。 

 今後の改善というところにいきますと、職員の長時間労働に対しましては、今後の行政需要

の高まりへの対応であったりとか、それから職員の働き方向上のための増員であったりと、ま

た、新庁舎整備事業というのが収束に向かっておりますので、こういった人員の再配置なども

踏まえまして、必要な部門に人員を手当てしているというところでございます。引き続き、庁

内の業務の実態を適切に把握いたしまして、特定の職員に過度な業務が集中することのないよ

うにいたしまして、職員の負担軽減と健康の維持、健康というのは体だけではなくて、心も含

めて健康の維持に努めてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 次に、職員の給与カットであります。退職金カットと合わせて、実態

を直近年度で示していただきたい。原因は何か、いつになったら解消されるのか、お伺いしま

す。 

○主査（伊藤隆広君） 総務部長。 

○総務部長 一般職の給与カットにつきましては、脱財政危機宣言の取組として、平成22年度

から令和元年度末まで実施しておりまして、給与カットの総額は約88億3,000万円でございま

した。 

 また、退職手当ですが、こちらは平成22年度から24年度まで実施しまして、３年間のカット

総額は約４億9,000万円でございました。 

 給与カットを実施した原因ですけれども、脱財政危機宣言を発出した平成21年度当時の状況

は、過去に積極的に発行した市債の償還ピークを迎える中、急激な経済の悪化を伴う市税収入

の大幅な減少が重なりまして、市の財政が危機的な状況に直面していたということでございま
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した。そうした状況を踏まえて、徹底した行財政改革を行う必要性があったと承知しておりま

す。 

 職員の給与カットで生まれた財源ですけれども、老朽化した施設の維持、改修ですとか、市

債の償還に充てるということなど、本市の持続的発展と財政状況の改善に寄与したものと考え

ております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 分かりました。 

 この給与カットのとき、我々は職員の給与をカットしてはいけないという反対の立場を取り

ました。給与カットと、市民からの福祉カットを合わせて財政危機というものを乗り切ったと

記憶しております。 

 その一方で、さっきどなたかが言っていた大型開発だけはどんどん続けていたんです。そう

いうことは駄目だと、職員の給与や市民をカットするんだったら、大型開発だって制限すべき

だというのが主張だったんですけれども、それはいいとして、それにしても、給与カットと退

職金カットというのは、これは将来是正されて元に戻るんですか、戻らないものなんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 総務部長。 

○総務部長 繰り返しになりますけれども、そこで生まれた財源というのは施設の維持改修、

市債償還、そういったものに充ててきまして、本市の持続的発展財政状況の改善にこれまで寄

与してきたということと承知しております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 分かりました。退職金カットというのは、政令市の中では千葉市は最

初にやったんですよね。しかも、熊谷前市長はメールで飛ばしてやってしまったんです。有名

な元京都府知事の蜷川虎三さんは、カットするとき、職員を正庁に集めて申し訳ないと、こう

いう状況なのでカットさせてくれと頭を下げたんですよね。そういう首長と、熊谷前市長のよ

うにメールでやってしまうような人と、随分差があると批判しましたけれども、今の市長はど

うか知らないけれども、これから給与カットとか、退職金カットなどがなくて、ちゃんと皆さ

んが生活ができるようにしていけるよう、我々議会も頑張りたいと思います。一生懸命市民の

ために、公務員の宣誓に沿って働いていただきたい、このことをよろしくお願いしまして、終

わります。 

○主査（伊藤隆広君） 他にございますでしょうか。山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 一問一答形式でお願いします。 

 先輩方がいろいろ質問されていたので、その間に考える時間があったので、いろいろ質問さ

せていただきたいんですけれども、まず職員の異動の話もあったので、その点からなんですけ

れども、先ほど答弁がありました自己申告制度は、私は実は使ったことがありまして、異動の

ときに１回だけ使ったことがあるんですけれども、あまりそんなに何人も使われている印象は

なかったので、その辺の、毎年何人ぐらいが異動における自己申告制度を使われているのかと

いうのと、第３希望ぐらいまで書けると思うんですけれども、何割ぐらいの職員がある程度希

望どおりに異動できているのか、その辺りをお聞かせください。 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

 

－75－ 

○主査（伊藤隆広君） 人事課長。 

○人事課長 人事課でございます。 

 自己申告制度の中では、基本的には毎年皆さんの提出をいただいていて、委員がおっしゃら

れたのは個別にさらにというところだと思うんですけれども、基本的なものは次年度ないし、

今後どうしたいのかというのは毎年全職員から取って、あとさらに補充して詳しくというもの

は、個別に人事課なりに提出できる制度を運用しておりまして、人数は今、手元にございませ

んけれども、一定数は提出されております。基本的なものは、ほぼ全員から頂いているところ

でございます。 

 あと、希望を何割というのもこちらはデータを持ち合わせていないんですけれども、職員は

基本的に毎年異動するわけではない中で、異動時期、３年、５年と経ったときに、異動すると

きに、これまでの自己申告とかキャリア形成の考え方、あとはそういったことを踏まえました

管理職と面接の中で出てきます育成情報などを踏まえまして配置を行っているところで、長い

目で見れば比較的実現しているのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 分かりました。 

 これは保育関係で、もしかしたらマッチング、ＡＩとかで何かされているかもしれないので

すけれども、人事においても職員がある程度希望どおりに異動できるような、何か人によるも

の以外でサポートされるようなＡＩとかシステムが開発できれば、そういうのもある程度希望

どおりいくと感じるところではありましたので、できればそういったものを検討いただければ

と思います。 

 次に、採用面に関してなんですけれども、これは人事委員会のほうの内容かとも思ったんで

すけれども、最近、採用倍率が、特に行政職が下がっている傾向があるので、その改善策が総

務局ベースで何かあれば教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 人事課長。 

○人事課長 人事課でございます。 

 基本的に採用試験は人事委員会ということなんですけれども、人事委員会と連携しました採

用試験の方法の見直しということであります。近年では心理職でのウェブを使った面接申込み

などの活用であったりとか、今年より技術職の教養試験を廃止するなどして、受けやすい形を

取りまして、受験者数の喚起を図っていたりしているところでございます。 

 また、そのほか、専門職などを中心に技術系大学を訪問いたしまして、千葉市での職場での

魅力であるとか、そういったもののＰＲに取り組んでおりまして、採用数の確保に取り組んで

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 昨年か一昨年に、確か私がその改善策、例えば、行政Ｂ、教養試験と

か専門試験がなくて、基本的に論文だけで受かるような試験の採用を増やしたらどうかとか、

先ほどももちろん話がありましたけれども、社会人枠を増やしたらどうかみたいな話をしたん

ですけれども、今日も女性の登用という話が結構多かったので、その観点から考えたときに、
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主査以上の女性の即戦力みたいな方を社会人枠で結構増やしてもいいのかなと思ったりもした

んですけれども、女性の採用がどのくらいあるのか、社会人枠の募集において、女性の割合は

どのぐらいあるのか、分かれば教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 人事課長。 

○人事課長 すみません、今すぐに経験者採用の女性の割合が出てきていないんですけれども、

基本的には今、試験の中では女性職員も多く受けてきておりまして、経験者の中でもある程度

女性の方が受けてきております。 

 主査というポスト職で経験者採用をやってはどうかという話かとは思いますけれども、一応

今は主査職の前の主任主事という形で経験者については採用を行っているところでありまして、

その実績を見まして、早期に人材公募制度の立候補などにおきまして、主査へ登用できる道を

開いているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 即戦力の女性が結構入れられるようであれば、別の手法として、内部

から以外でも別の女性の登用という意味では、そういったやり方もあるかと思いましたので、

ひとつ検討いただければと思います。 

 次に、女性の登用について、いろいろ話があったので考えたんですけれども、女性の登用に

つながるかと思うんですけれども、若手職員は、20代とかで上級職だと今６年やって、７年目

で一律に主任に上がっていたと、私のときは思うんですけれども、まず聞きたいんですけれど

も、今もそういった７年目で一律に主任に上がるという制度をまだ継続されていますか。 

○主査（伊藤隆広君） 人事課長。 

○人事課長 人事課でございます。 

 ２級の主事から３級の主任主事ということにつきましては、６年です。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） ６年経って７年目からということですね。 

○主査（伊藤隆広君） 補足で、総務部長。 

◯総務部長 途中で申し訳ありません。補足ですけれども、年数的には６年なんですけれども、

一律というところに関しては、必ずしも全てそのまま上がっていくかというと、そこは成績で

すとか、そういったことも一定考慮した上で対象になるということでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） すみません、最短６年で、遅い人は多少遅いということなんですけれ

ども、女性の出産の年齢を考えたときに、大体今だと平均30歳ぐらいと言われていて、35歳と

かである意味一つのラインというか、そういった年齢のある中で、主査に登用される年齢が最

短で35歳ぐらいから、40歳とか40歳前半になってくると思うんですけれども、今の制度だと、

女性が主任で先ほど多くの経験をして主査になろうとしたときに、出産、産休とか育休が入っ

て、そこで途切れてしまって、主査になかなかなれないみたいな状況もあるのかと思ったので、

例えば、今平均６年ぐらいで主事から主任に上がっているところを、多少能力主義的にして、

例えば、最短で４年から10年ぐらいで能力、成績に応じて登用するとか、再編することによっ

て、例えば、優秀な女性が４年で主任になれば27歳とかでなれるので、そうするとまだ結婚し
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ていない方も結構中にはいらっしゃる、割合多いかなという気もするので、主任の時期が長く

保てるメリットとか、あと、主任を経験して出産育休となったときに、自分の子供を育てて、

その後に実際に部署の部下を育てるという、そういう育てるみたいなところを一旦育休とかで

経験してからの主査というのもスムーズかと思うんで、ある程度一律に６年とかで上級職の２

級から３級の主事から主任を決めるのではなくて、ある程度優秀な方は男性も含めてなんです

けれども、４年とか、ある程度早めに主任に上げてもいいのかと思うんですけれども、その辺

りはどのようにお考えになるか、お伺いします。 

○主査（伊藤隆広君） 総務部長。 

○総務部長 主任の期間を早めに主任になれるような機会を設けてはということだと思うんで

すけれども、要は主査になる準備をいかにできるかというところであるかと思いまして、主任

でどういう経験をするか、主事として経験すべきこともあるし、主任として役割を果たすとい

う経験も必要なので、いろいろな考え方はあるとは思いますけれども、その主事、主任という

職はありますけれども、いろいろな経験をして、自信を持たせて主査に挑戦できるような環境

を整えていきたいというのが、先ほどの早めにいろいろな経験をさせるというところの趣旨で

ございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 私も昔、市の職員でして、上級職だったんですけれども、どちらかと

いうとやはり上級職の職員のほうが管理職になりやすい、初級職の女性よりもなりやすい傾向

があるので、ある程度そういった、早めに主任に上げて、主事はあまり正直そんなに大して変

わらないというか、長さが短いからと言ってそんなに主任とあんまり変わらないと個人的には

思ったので、ある程度主任の経験を長く保ちたいのであれば、主任の次期を早めるとかして、

主査の人数をまず増やすというところにつなげられないかと思ったので、その辺りも検討いた

ければ。（「市政と関係ないですよ」と呼ぶ声あり） 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員、予算審査なので、予算に関係する質問をしていただけます

か。 

○委員（山崎真彦君） すみません、女性の登用という話でありました。 

 すみません、次ですけれども、定年後の職員の活用で、ある意味今も定年される間際の職員

の方もいらっしゃると思うんですけれども、人間の脳のピークが60歳とか65歳とかという、そ

ういうデータも研究か何かで出ていた記憶があるので、正直60歳で定年されるのはもったいか

という、その後の活用を十分に進めていく必要が時代的にあるのかと思うんですけれども、先

ほど、しごとコンシェルジュとかをいろいろやっているという話なんですけれども、実際に脳

の総合力のピークが60代だとするとだとすると、そこの60代の年代の方のある程度活用をさら

に進めたほうがいいと思うんですけれども、その辺りを、具体的に定年した方の再任用の方の

力をより効果的に使うような、そういった制度とか施策とか、何かしごとコンシェルジュ以外

にやっていらっしゃるか、もしくは今後進めるような検討をされているのか、その辺りをお聞

きしていいですか。 

○主査（伊藤隆広君） 総務部長。 

○総務部長 おっしゃるとおり60歳で役職定年、一旦職は下りるというか、変わる形になりま
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すけれども、今順次、役職定年後の定年になる年齢を順次上げていって、今のところの制度で

は、60歳であった定年が数年後には65歳の定年になるというところに、今徐々に上げて言って

いるところです。 

 60歳で役職定年になりますと、管理職は非管理職になりますけれども、まさに一人の職員と

して、プラスアルファで配置されるわけではなくて、一人の職員として定数の中で配置される

ということで、今既に配置は始まっています。 

 先ほど、ちょっとお話に出た、しごとコンシェルジュといった役割は、65歳の定年、今順次

上がっていますけれども、その定年後の職員を活用してというか、力を発揮してもらって、そ

ういう役を担っていただいているという状況でございまして、全体的に言うと、定年まではし

っかり一職員として働いていただいて、その後も経験とか知見に応じて、いろいろな業務に携

わってもらいたいということで取り組んでいるというようなところでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） これは確認したいですが、定年が上がるというところですけれども、

例えば、65歳まで局長とかでやれるわけではないということなんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 総務部長。 

○総務部長 役職定年というところで、管理職で60歳を迎えると、その次の年度からは管理職

ではなくて、非管理職として仕事をしていただくというような形になります。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 何か国とかで決まっているんですか。それは千葉市が決めたんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 総務部長。 

○総務部長 基本的に公務員一般の制度でございますので、国も千葉市も同じでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 何かもったいない気はするんですけれども、別の形で市政に貢献され

ていかれることを期待しております。 

 次に、これは質問するか迷ったんですけれども、職員研修の中の意味合いの一つとして、実

際には研修ではないんですけれども、読書、本を読むというところで、私が職員時代はそうい

った本を読んだほうがいいとか、そういった指導は多分なくて、私なんかは月にそのときは１、

２冊しか読んでいなかったんですけれども、結構本で学べるところとか、業務以外で学べると

ころも多いですし、何かの研究で、30代で年収3,000万円以上の方は月平均10冊ぐらい読んで

いるみたいなデータもあるぐらいで、仕事を熱心にされている方は結構本を読んでいる傾向が

あるんですけれども、そういった研修以外で本とかを活用した学びの推奨というか、そういっ

たものはされているのか、お聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 人材育成課長。 

○人材育成課長 人材育成課でございます。特段そういった取組は行っておりません。ただ、

研修所のほうに職務に役立つとか、いろいろな知識を得られるような書籍については置いてあ

りまして、そういったものの貸出しなどは行っておりますし、そういったものがあるというこ

とで御紹介をしているというような取組は行っております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 
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○委員（山崎真彦君） これは研修ではないんですけれども、本を読む、読書の勧めみたいな

のを推奨していただいたりとか、個人的にはオーディオブックを私もやっているんですけれど

も、移動時間中、出退社のときにも電車とかでも聞けるので、オーディオブックは1,500円と

かで毎月やっているんですけれども、僕の場合、結構有効なので、ぜひそういった本を読む習

慣とか、そういった指導もできればしていただきたいと思います。 

 そこから、また研修の内容なんですけれども、昨年12月に一般質問で私が若手職員向けに論

理的思考、いわゆるロジカルシンキングの研修を充実させてほしいという要望をしたんですけ

れども、今後の若手人材育成における研修カリキュラムの方針についてお聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 人材育成課長。 

○人材育成課長 人材育成課でございます。 

 まずは基本的な考えを申し上げさせていただくと、若手職員の育成につきましては採用後４

年間というのが重点育成期間と位置づけております。その期間に職務上直ちに必要な文書事務

ですとか、個人情報保護、接遇などの公務員としての基本的な知識、心構えに加えまして、職

場への適応能力、問題解決能力を養う研修のほか、職員が必要となる能力を自主的、自律的に

高めるような取組を支援するために、自身のキャリア形成を考える研修を実施しております。 

 今の委員のほうからお話があったロジカルシンキングに関する研修としましては、採用後４

年目の研修の中で、こちらは１つの研修を選択して実施するということになっておりますが、

その中にロジカルライティング研修、目的としては論理的思考の基本的な知識を学ぶというこ

とですとか、それを用いて論理的で分かりやすい文章の組み立て方を習得する、そういったこ

とを目的にやっておりますが、そういったものも設けておりまして、私どもとしても採用され

て早期の間に受講すると効果があるという研修であるという認識はございます。 

 また、若手職員については勤務状況に合わせて研修を受講できるように、Ｃ－ＬＥＡＲＮＩ

ＮＧ、チェインズを使った動画コンテンツの充実ですとか、また来年度以降のことを申し上げ

ますと、メンタルヘルス対策というのも重要だと考えておりますので、そういった若手職員向

けのメンタルヘルス研修を予定しているというところで、心身の健康の観点からのサポート強

化ということも今後はやっていきたいと思っております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） ロジカル研修とは少しずれてしまうんですけれども、今、若手の職員

のメンタルヘルス対策が重要と考えているということなんですけれども、これは実際に若手の

職員がメンタルの悪化によって離職とか、長期休暇とかが前より増えているというような状況

なんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 人材育成課長。 

○人材育成課長 人材育成課でございます。 

 若手と限定しているわけではありませんが、精神疾患で休職、病気休暇等を取る職員という

のは、全体的に年代を問わず増えているという現状はございます。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 私が職員の時も、最初の３年目ぐらいまで受けていた記憶があるので、
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より一層充実させていただければと思います。 

 ロジカルシンキングに関してなんですけれども、これは、やはり早期にやって、思考力の話

なので、早いうちにやって、実務でどんどん活用して、応用を使っていくというのがいいかと

いうところを、私は、まくはリンピックという民間企業との異業種交流研修で、ＮＴＴ東日本

とか、イオンとか、富士通とか、そういった若手職員と一緒にやっていく中で、その重要性を

そのとき知ったというか、それまで全然考えたことがなかったんですけれども、そういった経

緯があります。 

 今、20代職員が、まくはリンピックをやっているように、千葉市の未来を少人数グループで

討論したりとか、発表するような研修を、理想的に言うと、個人的には採用４年目ぐらいかと

思うんですけれども、そのぐらいの年代で研修として導入したほうが、若手職員の育成に大い

に貢献すると思うんですけれども、そういった大局的に千葉市政を考えるような研修を採用後

早期に必修カリキュラムとして導入することに関する見解をお聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 人材育成課長。 

○人材育成課長 人材育成課でございます。 

 今の議員からお話があった、まくはリンピックなんですが、これは異業種交流会ということ

で、いろいろな企業の若手職員と交流しながらグループワークとかを行うということで、こち

らは本当に参加した職員に聞きますと、非常に満足度も高くて、若手職員の能力向上に寄与し

ていると我々としても捉えているところでございます。こういう機会というのは、非常に職員

の能力向上には有益だと考えておりますが、市の職員には事務職、技術職だけでなく、いろい

ろな資格、免許職も含め、様々な職種の職員がおりまして、民間企業を一度経験した方とか、

年齢とか、経歴というのも多様化しておりますので、なかなか少数グループで実施する、しか

も人数の制約もありますので、なかなか必修として一律に実施するのは課題が多いというのが

正直なところです。 

 ただ、まくはリンピックとか、あと民間企業への派遣研修などもやっておりますので、そう

いった貴重な経験をした職員が、その知識とか気づきを庁内で伝えるための発表会のようなも

のも行っておりますし、そういった発信する機会というのを提供するということで、庁内への

波及効果ですとか、周りの職員のやる気の醸成とか、そういったことにつなげていきたいと思

っております。引き続き、効果的な研修の実施に向けた検討は進めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 私が職員時代、まくはリンピックで、先ほどの論理的思考と、あと千

葉市を俯瞰して客観的に見るというようなことを早期にできたので、それがある意味今に生き

ていると思いますし、当時としても他の同期とか、同年代の職員よりも千葉市を俯瞰して見る

という視点は、それを経験してかなり高かったのかと思いますので、できれば、そういった研

修をつくっていただきたいというのがあって。 

 将来の幹部候補となる行政職の上級だけでもいいので、例えば、論理的思考の研修を多少最

初に導入でやってから討論をやって、発表とかというようなやり方もあると思うので、そこで

学べる部分とか、あと、千葉市を全体を考えるという、そういった機会を持つ意味でも、最初
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の入庁時の研修である程度やりますけれども、数年経って実際に真剣に考えていくというそう

いった研修があったら、すごく職員の育成に貢献するかと思いますので、ぜひ検討いただけれ

ばと思います。 

 続きまして、あなたが使える制度お知らせサービスに関してなんですけれども、これも私は

一般質問で質問したことがあるんですけれども、あなたが使える制度お知らせサービスの昨年

度と今年度の登録率、利用率の推移と、今後利用率を改善するための具体的施策があればお聞

かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 業務改革推進課長。 

○業務改革推進課長 業務改革推進課でございます。 

 御質問のあった登録率及び利用率の数値につきましては、申し訳ございません、現状把握は

できていないというところではございますが、利用申請者数及び登録者数に関しては、令和６

年１月末及び令和６年12月末の数値比較を行うことが可能でございます。 

 令和６年１月末の利用申請者数は１万1,978人。登録者数は9,163人。令和６年12月末の利用

申請者は１万3,162人。登録者数は9,633人でございまして、約１年間で、それぞれ1,184人、

470人増加してございます。また登録者数を増やすためには、本サービスの情報をより必要と

している方にターゲットを絞って広報することが効果的であると考えておりまして、特に本サ

ービスでも通知回数の多い制度の対象である、子育て世代を中心とした広報について検討を進

めております。 

 検討内容といたしましては、保育園等へのリーフレットの配布や小学校、中学校のスクール

アプリでの広報など、現在所管課と調整しているところでございます。 

 なお令和５年度以降は、ナッジの手法を取り入れたデザインによる新たなリーフレットの作

成を行っておりまして、こちらは現在配布しているところでございますが、従来配布していた

チラシと比較して３割程度利用登録、ページへのアクセス傾向が高いことは確認しております

ので、継続して配布を行ってまいりたいと考えております。 

 また、従来の区役所等でのリーフレット配布、配架だけではなく、そのほかにも引き続き興

味関心を持っていただけるような効果的な手法を検討してまいりたいと考えております。 

 さらには、お知らせサービスアンケート調査を実施しているんですけれども、このアンケー

ト調査結果では、自分や家族が受けられる制度の通知を受けたいといったようなニーズもござ

いましたので、次年度の改修では通知対象サービスの拡充をよりしやすくするための改修を行

いまして、より市民の皆様が通知を受けたいサービスの拡充を目指してまいりたいと考えてご

ざいます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 多少は増えてはいるんですけれども、１年間で１割ぐらいの伸びなの

で、やっと10年で倍ではないですけれども、今の倍ぐらいになるようなイメージだと思うんで

すけれども、これをさらに増すために子育て世代を重視されているということなんですけれど

も、例えば、保育園児の親向けとかに、何かしら、そこにアクセスしないともらえないクーポ

ンだとか、手続的な要素を組み込むことで、ある意味強制的にではないですけれども、登録せ

ざるを得ないみたいな結果だけれども、いい情報がいっぱい来るから登録し続けるみたいな、
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そういった仕組みができれば上がるかとは思ったりしたんですけれども、その辺りは技術的に

は可能なのか、予算をかけなくてもできなくはないやり方もあると思うんでけれども、技術的

には可能なのか、分かれば教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 業務改革推進課長。 

○業務改革推進課長 業務改革推進課でございます。 

 例えば、クーポンを配布するですとか、何かの金券を配るとか、そういったようないわゆる

販促というか、キャンペーンというようなことも考えられなくはないと確かに思うところでは

あるんですが、現時点では、そういうどこかインセンティブと言いましょうか、そういう使っ

ていただかないといけないような、あるいは、お金を配るというのは経費の面でもなかなか難

しいところもございますし、若干義務づけるような形にしてしまうものは制度の趣旨が、やは

りこれを知っていただくことで申請漏れを防ぐとか、より便利にしていただこうというものな

ので、これを使わないと何かができなくなってしまうというような運用は、現時点では考えて

いないというところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 何かしら取組を工夫しないと現状と同じような伸び率だと思いますの

で、何か予算がかからないようなアクセスしなければいけないようなやり方もあると思うので、

そういったものを検討していただければと思います。 

 続きまして、業務効率化の推進なんですけれども、これは桜井委員とかに先にもう質問され

たので、私も重複するところがあるので、それ以外でお聞きしたいんですけれども、先ほど答

弁で保育所の利用者申込みで、年間約230時間とか、外部の紙ベースのデータを取り込むこと

で年間約340時間とか、下水道関係でも310時間とか、かなり効果が出ているので、これを引き

続き強化していただければと思うんですけれども、実際に事業に組み込んでいくに当たって、

事業をしている課から積極的に意見、こういうのをやりたいですというのが来ているのか、そ

れとも、総務局から、結構提案というか、働きかけているのか、その辺りの状況を教えていた

だけますか。 

○主査（伊藤隆広君） 業務改革推進課長。 

○業務改革推進課長 業務改革推進課でございます。 

 今おっしゃっていただいた両方でございまして、事業を行っている各所管課のほうから、業

務上困っている点があるということで御相談をいただいたり、また、当課のほうで行革相談と

いうような事業も行っておりまして、そういったところを窓口に、業務を見直ししてどうした

らいいかというような御相談をいただくということもございますし、我々の中でも気づいてい

るところがあれば、この業務についてこういった形ができるのではないかと、我々もツールの

検討に当たっては各所管課の皆さんとそういったお話をさせていただくというようなこともご

ざいますので、相談を受け付けて申し込んでいただく窓口もつくってございますし、必要に応

じて私たちのほうからもお話をさせていただくこともございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） ある意味、これは効果がかなり出ているので、予算化でつけたお金よ
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りも多分もう全体としては回収できるぐらいに毎年なっているのではないかと思うので、ある

程度総務局から働きかける営業の部分もかなり今後強化しつつ、あと、実際の事業に使えるか

どうかは事業をしている課が判断するものだと思うので、そこの営業の部分は、これまで以上

に強化していただければと思います。 

 こちら、いろいろＲＰＡとかＡＩ－ＯＣＲとか、ノーコード・ローコードツールとか、いろ

予算をつけていらっしゃるんですけれども、生成ＡＩが無償で使われているということで、有

償は費用対効果を考えながらというところだと思うんですけれども、実際に今、生成ＡＩを無

償で活用されているということで、議会の想定問答とか、答弁内容とか、その辺りにも外部に

使うようなものにも活用されているのか。それとも、内部のものだけでされているのか、その

辺りが分かれば教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 業務改革推進課長。 

○業務改革推進課長 業務改革推進課でございます。 

 現在の生成ＡＩにつきましては、いわゆる機密性の低い情報を取り扱うということとしてお

りまして、現在は、例えば、おっしゃったような議会答弁ですとか、そういったような用途に

はまだ活用はしていないというところでございまして、現在はやはり、もっぱら文章要約です

とか、例えば、エクセルのマクロの構築ですとか、そういった内部的な業務のほうで活用して

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 今、無償で生成ＡＩを使われているので、予算がかからないのでいい

とは思うんですけれども、例えば、有償で費用対効果が見合うという形になったときに、議会

の答弁を、私も想定問答とかを職員時代に作ったことがあるので、結構大変だったという記憶

があるんですけれども、そういった想定問答だとか、あと答弁内容、そういったものに有償の

生成ＡＩだったらできるみたいな、今は、もしかしたらまだできないかもしれないですけれど

も、そうなったときには活用を積極的に検討されるのか、それとも、ある程度外部に出るもの

に関してはやはり人がまずはやるというような方針なのか、今後の生成ＡＩの活用の方針につ

いてお聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 業務改革推進課長。 

○業務改革推進課長 業務改革推進課でございます。 

 確かに生成ＡＩを現在無償で使っておるところですが、まず有償の生成ＡＩを使うどうかと

いう観点と、その生成ＡＩを動作させる環境として、安全なところで動作させる必要がござい

まして、例えば、生成ＡＩを稼働するサーバー構築委託費用ですとか、運用保守費というよう

な、市の内部の情報を生成ＡＩに投入して答えをつくっていくことになりますので、その生成

ＡＩが稼働する環境の担保というものも必要になってございますので、一定以上のコストがか

かるということは見込んでいるところです。 

 ただ、もちろん生成ＡＩは非常に今後期待される技術だとは思っておりますので、そうした

ような、要する費用ですとか、そういう部分も検討に入れつつ、今回の生成ＡＩの活用の効果

ですとか、他自治体の活用状況なども注視しながら、今後研究してまいりたいと考えていると

ころでございます。 
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 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 残り10分です。山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 最後の項目です。情報セキュリティー対策についてなんですけれども、

令和７年度は情報セキュリティー対策に３億4,823万円の予算をかけるという予定であります

けれども、過去10年間で情報漏えい等の状況はどういった状況なのか、教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 業務改革推進課長。 

○業務改革推進課長 業務改革推進課でございます。 

 現在情報経営部で把握しております、市民の方に影響のあったシステム障害も含めた情報漏

えい等の情報セキュリティー事故につきましては、直近10年間は増加傾向にございまして、こ

れは読み上げさせていただきますが、報告件数ベースで平成26年度18件、平成27年度22件、同

じく28年度14件、29年度35件、30年度35件、令和元年度58件、令和２年度61件、３年度49件、

４年度77件、５年度が79件となっております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 約10年前の平成26年度から直近だと大体４倍ぐらい増えている計算に

なるんですけれども、今、システム障害も含めているということなんですけれども、こちらの

内訳、システム障害だったり情報漏えい、情報漏えいのほうが、かなり影響があると思うんで

すけれども、内訳が分かれば教えてください。直近だけで大丈夫です。 

○主査（伊藤隆広君） 業務改革推進課長。 

○業務改革推進課長 直近で申し上げますと、令和５年度の情報セキュリティー事故の内訳を

申し上げさせていただきます。令和５年度につきましては、書類の誤送付が26件、続いて紛失

が14件、メール誤送信11件、誤交付が７件、システム障害に関するものが５件と、あとは不正

アクセス４件、ファクス誤送信が３件という形になってございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 私もこの分野はあまり強くはないので、あまり言えないんですけれど

も、これが多いのか、少ないのかというところの判断なんですけれども、情報セキュリティー

対策における本市と他政令市の予算比較だったりとか、あと、そういった件数も含めてどうい

った違いがあるのか、分かる範囲で教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 業務改革推進課長。 

○業務改革推進課長 業務改革推進課でございます。 

 セキュリティー対策の全体の予算につきましては、各自治体において構成しているシステム

の構成ですとか規模、あるいは環境面が大きく異なると思われますので、本市と同様の対策を

実施した場合に、他の指定都市がどういった予算規模になってくるかというところ、これは非

常に把握が難しいところでございまして、今、手元のほうで本市の予算と同等のことをどのよ

うな環境でやった場合にどうなるかという比較の資料は、情報は手元にはないところなんです

けれども、今、もう一点お尋ねになった事故の発生状況につきましては、今回79件というとこ

ろで、今お話があったように、10年前の18件からかなり増えているというところもあるかとは

思うんですが、先ほど内訳を申し上げたところでありますが、やはり書類の誤送付というもの
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が多く発生しているという状況がございまして、一方で、例えば、システムの中に侵入されて

しまったとか、いわゆる千葉市がシステムの内部で守っている情報が持ち出されたという事例

はございません。 

 千葉市の内部情報が漏えいしたとかという事実はないところなんですけれども、ただやはり、

実際に事務作業のミスで、書類を送るときに誤送信をしてしまうとか、そういったようなミス

に起因するような、いわゆる郵便上のトラブルというようなものがやはり上位にきているとこ

ろでございますので、お金をかけている部分については、しっかり必要な内部情報は守ってい

るところではあるんですけれども、それ以外の観点でも、こういった郵便事故等についても、

庁内のほうに発送の段階で残数チェックを行うですとか、ダブルチェックを行うですとか、比

較、点検する要素は減らしてみるとか、そういったような発信もしつつ、そういった、いわゆ

るアナログ的なミスも減っていくような取組はしているところでございます。 

 すみません、まとまりませんが、以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 最後は所感になりますけれども、書類の誤送付とかがあってはならな

いというか、ないほうがいいにこしたことはないんですけれども、先ほどシステムの情報漏え

いはゼロだったと、千葉市の情報だとか市民の方の個人情報とか、そういったものが漏えいす

ることはないという、今までゼロということなので、そこは最低限維持していただきたいとい

うところで、他市の情報セキュリティーがどのぐらいの予算を使って、人員を配置してとか、

その辺りを把握したほうが今後目安をつけやすいというか、情報漏えいの数が少ないところと、

多いところとかも大体分かってくれば、千葉市はこの予算規模でこの状況だったらこのぐらい

だというのが分かってくると思うので、そこも今回は３億5,000万円近くかけていますけれど

も、多いのか、少ないのかという判断を職員レベルでもつける意味でも、他市の状況とか、そ

ういったいいところはまたまねさせてもらうとか、そういったところを情報セキュリティーに

おいても行っていただければと思います。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 他にございますでしょうか。渡辺副主査。 

○副主査（渡辺 忍君） 一問一答で、簡潔に数点だけお願いいたします。 

 １点目に、研修で、予算の中に、これは会計年度任用職員の方でも受講できるものが入って

いるのかと、あとどの辺りの研修ができるのか、例えば、全員が必要だろうと思われるような、

人権だとか、接遇などについては入っているのかという点をまずお願いします。 

○主査（伊藤隆広君） 人材育成課長。 

○人材育成課長 人材育成課でございます。 

 会計年度任用職員に限定した研修というのは昨年度まではやっていなかったんですが、令和

６年度、今年度から、会計年度任用職員全員に対しまして、公務員として必要な基本的知識の

習得を目的とした研修を実施することにしました。来年度も実施する予定です。 

 ちなみに今年度はコンプライアンスに関する研修ということで、千葉市職員としての心構え

ということで、こちらは人数が多いので全員集めるのは無理なので、チェインズ端末を持って

いる方はチェインズ端末で動画を見ていただくとか、あとは研修テキストをしっかり読んでい

ただくとか、そういったものはやっているというところです。 
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 あと、ほかにも自主研修の夜間講座とかそういったものについては、特に正規ではないと駄

目とか、そういう限定を設けているわけではないので、そういった自主的な取組については会

計年度任用職員の方も受講するということが可能となっております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 渡辺副主査。 

○副主査（渡辺 忍君） どうもありがとうございます。やる気さえあれば受けられるという

ことが分かったので了解しました。あと、先ほど三瓶委員のほうからもあった会計年度任用職

員のことについては、事実確認だけお願いします。国からの通知において、人事院勧告による

期末手当等の遡及措置についての申入れ事項はどういったものになっていますか。 

○主査（伊藤隆広君） 給与課長。 

○給与課長 給与課でございます。 

 令和５年度に総務省から通知がありまして、会計年度任用職員の給与改定につきましては時

期、金額等もろもろを常勤職員に準じることという内容で通知が出ているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 渡辺副主査。 

○副主査（渡辺 忍君） 常勤職員と同等であれば遡及は本来するべきかと感じましたという

ことをお伝えします。 

 そしてあと、基幹業務職員の状況はどうなっておりますか。国の会計年度任用職員の状況は

今、どうですか。 

○主査（伊藤隆広君） 給与課長。 

○給与課長 給与課でございます。 

 国の期間業務職員につきましては、常勤職員と同様に遡及をされているということで把握し

ております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 渡辺副主査。 

○副主査（渡辺 忍君） 同様に千葉県、あと県内の自治体の状況、あと政令市においての現

状把握はどのようになっていますか。 

○主査（伊藤隆広君） 給与課長。 

○給与課長 給与課でございます。 

 千葉県の会計年度任用職員でございますが、会計年度任用職員の給与改定は遡及をしている

と聞いております。 

 次に、政令指定都市でございますけれども、こちらにつきましては、今年度を見ますと福岡

市、それから浜松市が本市と同様に翌年度改定、それから岡山市が１月からの改定ということ、

年度内改定というもので、残りの市につきましては遡及をしていると聞いております。 

 それから千葉県の近隣の市は、全ては把握していないんですが、遡及をしていると聞いてお

ります。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 渡辺副主査。 

○副主査（渡辺 忍君） ありがとうございました。状況を把握いたしました。 
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 次に、情報セキュリティー対策のほうで、先ほども山崎委員のほうからありましたけれども、

システム量が増えれば件数は増えるということで、システム利用率は相当上がってきているの

で、増えるのは仕方がない部分もあると思いますけれども、ヒューマンエラーとシステム要因

かという部分について、先ほど大分明確にはなったかと思います。 

 その点は確認できたんですけれども、１点、全てを市費で、３億4,800万円ですか、これは

国費で使えるようなものはないという了解で、もちろん全部調べていただいていると思うんで

すけれども、こういったものは全部市費でやるような、全国的なものなのですかという確認で

す。なかなか結構な額を各自治体で構築しなければいけない状況であるならば、本来はこのセ

キュリティー対策は国としても全国的にみていくべきところだと思うのに、なぜこれは何もな

いんだろうという疑問があったので、何か御見解がありましたらお知らせください。 

○主査（伊藤隆広君） 情報経営部長。 

○情報経営部長 なぜこういう市費なのかというお話でございますけれども、やはり千葉市は

自治体として本来保全すべき情報に対する措置ということになりますので、それは自治体のほ

うのお話でということになるかというのが基本原則になるかとは思います。 

 ただ、例えば、標準化の話であるとか、国が全国的に日本は一律的に進みましょうと言った

ときについては、費用というのは国のほうで措置していただけると。ですからセキュリティー

対策につきましても、例えば、国がこういう事業をしようということを打ち出した上で、それ

に伴ってセキュリティー対策がなされなければいけない、セキュリティー対策を変えなければ

いけないとかということであれば、当然国費は納まる可能性はあるとは思いますけれども、現

時点において国が、市が本来事務を行うべき情報を持って、その実際を持って市民サービスを

するわけですけれども、それに対する経費と言いますか、リスクも含めた経費になるわけです

けれども、負担としてはやはり市のほうで担うべきものだと現時点では考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 渡辺副主査。 

○副主査（渡辺 忍君） 状況は分かりました。ありがとうございます。 

 次に、あなたが使える制度お知らせサービスなんですが、今、要は使いやすくなっていく、

利用したくなるためには申請数に対する案内がいっぱい来ないと、自分がお得になる申請数が

全て連絡きますと言えるんだったら登録すると思うんですけれども、抜けがいっぱいあると思

います。 

 現在、千葉市民で申請を自ら起こさなくてはいけない申請が、例えば、メニューとしてどれ

くらいあって、そのうちどの部分がこのお知らせ制度に載っているのかという見解というか、

全なかなかメニューの全体数の総数を把握するのは難しいと思うんですけれども、そういった

状況をお知らせいただきたいのと、目標値として令和７年はこういったメニューを何十件増や

すというような見解があればお示しください。 

○主査（伊藤隆広君） 業務改革推進課長。 

○業務改革推進課長 業務改革推進課でございます。 

 すみません、まずはやはり、申請数が市でどのぐらいあるかというのは、申し訳ございませ

ん、私どものほうでもそこは把握ができていないところでございます。ただ、お知らせサービ



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

 

－88－ 

スの通知を行う制度については、ある程度市民の皆様にアンケートを取ったりとか、そういっ

たようなところから需要のありそうなところを選んでサービス拡充をしているというところで

はございます。 

 ただ、例えば、イベントとか、簡単なイベントとかでも、そういう通知が欲しいとか、そう

いったようなお声も頂くんですけれども、その辺については今後の検討課題というか、イベン

トも時々で、全てのイベントを通知すると恐らく煩わしいと思いますので、その辺は我々も今

後研究をさせていただきたいと考えております。 

 また、次年度の拡充につきましては、今回システムを大きく改修するところがありまして、

今申し上げていた、柔軟に通知ができるようになるような仕組みについては、現状、令和８年

の１月のリリースを目指しておりますので、次年度改修をさせていただいて、その改修後、

様々な調整をしながら拡充を図ってまいりたいと考えているところです。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 渡辺副主査。 

○副主査（渡辺 忍君） どうもありがとうございます。 

 もう一点、行政改革担当の中でＤＸとか今言われておりますけれども、外に向けて千葉市は

とても進んでいると見られて、視察なども多い状況かと思いますが、私自身はエクセルなどで

管理をする表を皆さんが日頃たくさん使っている中で、結構マクロとかを組まれていて、使い

勝手がユーザーフレンドリーではないものもあって、そういったものを庁内のワーキンググル

ープみたいなのをつくって、改善をされていると聞いているんですけれども、こういったもの

に対する予算を本来つけて、例えば、システム管理部署で人員をつけて、そういったものに対

応するというのは民間企業だとよくあるパターンだと思うんですけれども、千葉市においては

そういった計画ではない状況で、実際困られていないのか、予算をつけて専門人材を置いてや

らないのかという辺りの御見解を伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 業務改革推進課行政改革担当課長。 

○業務改革推進課行政改革担当課長 行政改革担当課長でございます。 

 御質問いただいた件は、今年度からお試しでやっている業務改善サポートユニットという取

組かと思います。 

 庁内のマクロとかに詳しい職員に、そのユニットのメンバーになっていただいて、自分の仕

事は持ちながら、隙間時間を使って、比較的業務の中で時間をつくっていただいて、他の課の

困り事、マクロなどを修正してもらうような取組をやっていただいております。 

 今年度新たに始めた取組で、現時点で30件弱、28件の依頼を受けているところです。まだお

試しでございまして、どれぐらいのニーズがあるかというのをまず探りたい、また、ボランテ

ィアで回せる内容なのか、回していく中でどういう課題があるのかというのを探っていきたい、

うまく回れば来年度は本格実施ということで、施行ではなくて本格的にやりたいという考えで

おります。 

 将来的に依頼がボランティアで受け切れないというレベルになりそうだというのが見えたら、

その先は検討したいと考えておりますが、現時点では予算をつけてというところまでは検討で

きていない状況でございます。 

 以上です。 
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○主査（伊藤隆広君） 渡辺副主査。 

○副主査（渡辺 忍君） ありがとうございます。業務外ボランティアみたいな制度自体が人

事評価の面とかで不安はありますが、ない予算の中で必死に業務効率を上げようと頑張ってく

ださっている様子はすごく分かりました。 

 今後の改善はやってみてでしょうが、人事考課の面ではしっかりと評価をするなどは、きち

んと制度を立てていただきたいと個人的に思います。 

 最後に、似たような形になるんですけれども、業務効率を上げるためのシステム改修、こち

らの総務部のほうで、例えば、教育委員会などでの業務効率を上げるとか、先生方のところで、

専門人材がいない中で別のことで、教頭の人数を増やすとか、そういったものもありますけれ

ども、もちろん人員で割けることもありますけれども、ＩＴ化、レベル的にはもう少し手前の

部分、ＤＸまでいかないレベルの話だとは思うんですけれども、そういった情報連携という視

点で見ると、他部局へ向けても、こちらの部署としては発信されていると思いますが、その状

況についてお聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 業務改革推進課行政改革担当課長。 

○業務改革推進課行政改革担当課長 行政改革担当課長でございます。 

 例えば、行革相談という取組であったり、職員からここが変わったらいいのにというアイデ

アを募るアイデアボックスという取組であったり、そういった取組をしております。 

 行革相談は組織から、課からとか、そういった単位でお申込みをいただく、アイデアボック

スは個人単位で受けているという状況でございます。今はそういった形でうちから相談を受け

る制度を設けて、自発的に気づいたところを教えていただく、教えていただいたら解決方法を

一緒に探っていきましょうといったような取組としております。恐らく委員がおっしゃってい

るのは、もっと設定に総務部局が、ノウハウはあるんだから各所属を見て、要は手を入れてと

いうか、アウトリーチでやっていくべきではないかという御意見かと思いますが、現状そこま

での強いアクションはできていないところでございます、今後検討したいと考えております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 渡辺副主査。 

○副主査（渡辺 忍君） 以上です。どうもありがとうございました。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 指定管理の所管は総務局ではないのですか、なぜこれはあらましに出

ていないのか。 

○主査（伊藤隆広君） 情報経営部長。 

○情報経営部長 指定管理者制度の制度自体の所管というのは制度の統括と言いますか、調整

の所管は我々なんですけれども、その予算を伴うような指定管理者制度の委託料の支払いであ

るとか、業者への指導であるとか指定管理者の許可であるとか、そういったものは所管部局ご

とに行っているところでございますので、所管部局ごとの行政のあらましの中に出てきている

という状況でございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） よろしいですか。（「そんな話では駄目ですよ、指定管理なんかやめ

てしまえばいい」と呼ぶ者あり） 
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 それでは、以上で総務局所管の審査を終わります。総務局の皆様は御退室願います。ありが

とうございました。 

［総務局退室］ 

 

指摘要望事項の協議 

○主査（伊藤隆広君） それではこれより財政局及び総務局所管における指摘要望事項につい

て御協議いただきます。 

 なお、１分科会当たりの提案件数は原則２件までとなっておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 また、仮に発言がお一人であっても、内容がふさわしく、反対する意見がなければ、指摘要

望事項とすることは可能とされておりますので、このことを御理解の上、御協議いただきたい

と思います。 

 それでは、財政局及び総務局所管について、指摘要望事項の有無、また、ある場合は、その

項目について、御意見をお願いいたします。 

 初めに、財政局についてはいかがでしょうか。三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 私も少し考えさせていただいて、今は急変する財政需要でございます

ので、千葉市に求められる財政需要に対して、財政の健全性を見据えながら、ハード・ソフト

事業のバランスの取れた取組を実現してもらいたいということでお願いしたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 財政健全化を推進してもらいたいと思っています。 

○主査（伊藤隆広君） ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 昨年の指摘事項の前半は基本同じかと思っていて、財政局については

財政調整基金の取崩しを行うなど厳しい予算編成になっていることから、引き続き既存事務事

業の効果検証を通じた見直しなどにより、財政の健全性に取り組まれたいというところまでは

引き続きなのかと思ってんですけれども、全部同じだとあれなので、例えば、徴収率が今伸び

悩んでいるので、そこの改善を具体的なところで取り入れたりとか、あとは私は企業誘致とか

の話をしましたけれども、他にも収入の部分とかで改善できる、去年と違う部分があれば、そ

ういったところを後半に盛り込むような形がいいのではないかと思いました。 

○主査（伊藤隆広君） ありがとうございます。野本委員。 

○委員（野本信正君） 財政健全化は借金が増えていることで当然だと思うんですが、市債の

有効活用というのも大事だと思うんです。ちなみに申し上げますと、千葉市の今の普通建設事

業債では、１人当たりの人口で言うと４万7,698円で、政令市が６万3,149円、政令市平均まで

はいっていないですよね。政令市平均まで活用すると、約140億円ぐらいまでは増やせるとい

う、そういうことも検討していただきたいと思います。よい借金はしてもいいんです。そうい

う意味です。（「大型開発をぜひ」と呼ぶ者あり）無駄な借金はやめて、よい借金をしましょ

う。（「大型開発ですよ」と呼ぶ者あり）それは駄目ですね。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますか、桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） 財政健全化のことがやはり必要なんだろうと思いますけれども、その
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後段のところというか、１つは私のほうで言ったような話になってしまって恐縮なんですけれ

ども、単年度編成なので、どこがピークですかということが彼らは答えられないわけですけれ

ども、でも老朽化対策はこの３、４年がピークだという話が出たという認識はしています。そ

こはもう避けられないというところはしっかり、さっきの市債の有効な活用も含めてやってい

ただかざるを得ないかというのは１つありますし、あとは、まだ早いかもしれませんが、宿泊

税もしっかりやりなさいというか、言い方が微妙ですけれども、変なところを譲らずに、ちゃ

んと市のためになるような形でやりなさいということを言うのもありかとかいう気持ちはあり

ます。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） ありがとうございます。 

 それでは、次に総務局につきましては、いかがでしょうか。黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 私は女性職員の管理職をもう少し増やすというところで、所管の説明

では先ほど30代、40代のちょうど子育て世代の方が主査になるかどうかという年代になるとお

っしゃっていて、そのときになかなか経験が積めないということが問題だという話だったんで

すが、確かにそれもそうなんですけれども、この間、所管に聞いたところ、局によって女性の

管理職のパーセントというのは物すごく違うんです。 

 例えば、こども未来局であれば女性の主査以上が70.1％とか、区役所だと30％前後です。た

だ、総務局とかだと11.5％、また都市局だと1.5％、建設局だと1.5％、選挙管理委員会や人事

委員会だともうゼロ％なんです。これは多分局ごとに働き方が違うというところもすごく大き

いのではないかと、そうなると、１局ごとのやはり管理職の数というのも決まっていますし、

どの局で管理職になりやすいかというところに女性がどんどん行ってしまったら、結局全体的

に女性の管理職の数というのは、やはり限りがあると思うので、各局でちゃんと働き方改革が

されているのか、それは結局、男性の働き方改革にもなって、女性、男性を問わず余裕のある

働き方につながると思うので、ぜひ全局でどのように女性の管理職を育てていくのかというこ

とを考えてほしいと思っています。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますか。山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 一応、ＲＰＡとかＡＩ－ＯＣＲとかノーコード・ローコードツール、

こちらの活用がかなり効果的だということが今回分かったので、これを拡充というか、いろい

ろな事業に拡大して、多分時間外勤務とかで処理していたところも、人件費が上がっているの

で、そこが縮減できたりとか、ある程度人件費が抑えられたり、負担も減るので、そういった

ところは、近年力を入れてきたところが今、成果に出てきているので、そういったところをよ

り広げていくような要望を入れられればと個人的には思いました。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますか。桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） 山崎委員の話とほぼ同意で、プラス待ちの姿勢ではなくて、もう少し

積極的に、せっかく成果が出ているんだからやりなさいというようなところに、生成ＡＩの導

入もありかという気はしているんです、そういう新しいものをしっかり取り入れましょうとい

うような、そういったところで提案したいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） ありがとうございます。ほかはございますか。米持委員。 
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○委員（米持克彦君） これは苦情ですけれども、指定管理者制度です。総務局が所管して指

導しているんですが、美浜区の花の美術館は２年間放っておいているんです、（「３年間」と

呼ぶ者あり）３年間か。 

 それで、指定管理者制度を掌握しているのは総務局なんですよ。総務局は各局を指導するこ

とになっているんですよ。それで総務局の、私が言っている指定管理は、都市局なんですけれ

ども、２年間放っておいているんですよ、それでどこも指導できないという、能力がない、も

う私は直接副市長に言っているんですけれども、能力がないならやめろというんですよ、だっ

て、税金の無駄遣いですよ、３年間放っておいて。そういうことでなのではないですか。だか

ら、それだけ注意しておいてください。それだったら所管を離せということですよ。指導する

能力もないのに、総務局がそういう制度を持っているというのはおかしいということですよ、

それだけ苦情です。 

○主査（伊藤隆広君） ありがとうございます。 

 ほかはございますか。三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 失礼しました、女性の登用なんですけれども、今までと違ってどこに

ターゲットを絞ってやろうという具体的な事例も出てきたので、当局はそれを推進してもらい

たいということです。私も一般質問で取り組んでいますし、ほかにも取り組んでいるんですが、

やはり主査になる前に、主先ほど黒澤委員からも指摘がありましたように、こども未来局はや

はり保育所などがあって、そこはもう登用されているというところがあるので、ほかの部分で

やる気があるので、そこを重点的に推進していただきたいと思います。そのことを入れていた

だければと思います。せっかく具体的な例が出てきたわけですから、お願いいたします。 

○主査（伊藤隆広君） ありがとうございました。 

 また、総合政策局と行政委員会の調査もございますので、そこでの議論も踏まえて、正副主

査において案文を作成させていただいて、２月19日水曜日に総務委員会がございますが、その

散会後に開催されます分科会におきまして、御検討をお願いしたいと思います。 

 以上で、本日の日程は終了しました。 

 次回は、17日月曜日10時より総務分科会を開きます。 

 本日は、これをもって散会といたします。ありがとうございました。 

 

午後４時29分散会 

 


